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様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 
１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人日本スポーツ振興センター 

評価対象事業年度 

 

年度評価 平成２９年度 

中期目標期間 平成２５～２９年度（第３期） 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣 文部科学大臣 
 法人所管部局 スポーツ庁 担当課、責任者 政策課、鈴木敏之 
 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者 政策課、岡村直子 

 
３．評価の実施に関する事項 
平成 30 年６月 29 日 独立行政法人日本スポーツ振興センターの評価等に関する有識者会議（第１回）を開催し、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長等から平成２９年度及び第３期中期目標期間

の業務実績並びに自己評価の内容について説明を求めるとともに、監事から業務実績等に関する報告を聴取し、有識者会議委員から業務実績及び自己評価に関する意見をいただいた。 

 

平成 30 年７月 18 日 独立行政法人日本スポーツ振興センターの評価等に関する有識者会議（第２回）を開催し、有識者会議委員から評価案に対する意見をいただいた。 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 

 
５．独立行政法人日本スポーツ振興センターの評価等に関する有識者会議 委員名簿 
小幡純子  上智大学大学院法学研究科教授 

北村信彦  公認会計士 

工藤裕子  中央大学法学部教授 

髙橋和子  静岡産業大学経営学部教授 

田邉陽子  日本大学法学部准教授 

原田宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院教授 

宮西嘉樹  株式会社かんぽ生命保険常務執行役 

矢崎良明  学校安全教育研究所教授・事務局長 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定※１ 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

 

 

 

Ｂ 

 

 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況※２ 

 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
業務の質の向上 Ａ  

Ｄ 

 

 

Ｃ 

 

 

Ｂ 

 

 

Ｂ 

 

業務運営の効率化 Ａ 

財務内容の改善等 Ａ 

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、全体として中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されたと認めらえるため。  

 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 
 
 

「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項」のうち、「国際競技力向上のための研究・支援等」について、特に顕著な業務の進捗が認められ 

るほか、「登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供」及び「学校安全支援業務」について、年度計画に定められた以上の業務の進捗が認められる。また、このほかの

「スポーツ施設の運営・提供に関する事項」、「スポーツ振興助成のための安定的財源の確保」、「スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要

な業務に関する事項」などの項目については、年度計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施されていることが認められる。 

「業務に関する事項」のうち、「内部統制の強化」については、会計検査院から指摘を受けた不適切な会計処理への対応として役職員の意識改革等の再発防止の取組が適

切に行われており、年度計画に定められた以上の業務の進捗が認められる。また、「施設及び設備に関する計画」については、検証委員会の指摘を踏まえ、プロジェクトリ

ーダーを設置する等の体制を整備するとともに、定例ブリーフィングを実施し、整備事業の理解促進、プロセスの透明化を図るなど、関係閣僚会議の点検を受けながら、新

国立競技場の整備を着実に進めていると評価できる。このほかの項目についても、年度計画に定められたとおり、概ね着実に業務が実施された項目が多数あることが認めら

れる。 

これらのことを総合的に勘案し、全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められることから、総合評定は「Ｂ」とする。 

全体の評定を行う上で特に

考慮すべき事項 
特になし 
 
 

 

 
３．項目別評価における主要な課題、指摘事項など 
項目別評定で記載した主な

課題、指摘事項 
 

Ⅰ－２：    2020 年東京大会やそれ以降の大会に向けて、NF が強化戦略プランの策定・実践・更新を通じて強化等を総合的・計画的に進め、高度で安定した競技力強化

を行えるよう強化戦略プランの実効化を支援するシステムの確立に向けて引き続き貢献することを期待する。（p.13） 

Ⅰ－４：    第三者相談・調査制度について、オリンピアン等を含めトップアスリートにより一層認知されるよう、効果的な周知をされることを期待する。また、最近の 

不祥事の発生を踏まえ、スポーツ・インテグリティの確保に向けた社会的要請に的確に応えていくことが望まれる。スポーツ団体のガバナンス強化に対する 

支援は、収集した情報を参考に、我が国スポーツ団体のガバナンス強化のさらなる支援やその仕組み、体制等の検討を進めていくことを期待する。スポーツ 

におけるドーピングの防止活動の推進に関する法律が成立したことを踏まえ、JADA をはじめ関係団体と連携し、ドーピング検査だけでは捕捉できないアン 

チ・ドーピング規則違反の特定のため、インテリジェンス活動のより一層の充実を図っていく必要がある。（p.41） 

Ⅰ－５：       公正かつ適切な給付事務を着実に実施するとともに、平成 29 年度法改正により、対象拡大に伴う業務の増加に対し、職員に対する実務研修等を通じて、利 

用者サービスの維持・向上や業務効率化等の改善の促進のための取組を行い、災害共済給付制度の更なる広報に努めることを期待する。（p.46） 

Ⅰ－６－（１）：今後は、地域スポーツ政策における新たなスポーツ参加促進等の施策・事業の実効化に役立つ国内外情報の収集・分析・提供を目指す。特に、地方自治体個 

別の状況や資源に応じた地域政策に関わるインサイト分析や政策提案を行う。スポーツ政策・施策の推進・充実に寄与するため、現在のスポーツ政策におけ 

る主要な観点である、女性や働き盛り世代、子供のスポーツ参加促進、スポーツツーリズム等に関する情報の収集・分析を充実させるとともに、新たな観点 

の特定を図るための情報収集・分析、及び情報提供先とのコミュニケーションを強化する必要がある。（p.52） 

Ⅰ－６－（２）：毎年の遭難者数は高止まりしており、引き続き一般登山者向けの安全登山に関する啓発活動が求められているため、各目標値に関して、適切な設定となって 
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いるか検討する必要がある。公開講座については引き続き、同時開催するイベント・団体の検討や、独自開催の講座の効果的な告知、開催方法・場所等の検 

討を強く期待する。一般登山者向け冊子についても配布先の拡大や変更、内容の見直し等を継続的に実施することを期待する。一方で、平成 29 年３月に発 

生した那須雪崩事故においては、高校山岳部顧問等の知見・技術の向上が必要との指摘もあり、高等学校登山指導用テキスト編集委員にて指導者向けテキス 

ト及び高校生等向け参考資料を作成しているが、テキスト、参考資料の活用等も含めて、高等学校等の山岳部顧問等を対象とした安全登山指導者研修会の内 

容の見直し等の改善を図ることや、一般登山者向けの安全登山に関する啓発活動への展開を期待する。（p.59） 

Ⅰ－６－（４）：災害共済給付業務を通じて蓄積された学校の管理下での事故事例や統計情報等、事故防止に役立つ情報を教職員まで行き渡るよう工夫し、学校の管理下の災 

害の減少につながる取組を期待する。（p.66） 

Ⅰ－６－（５）：積極的な広報活動が行われていることは認められるものの、ニュースリリースの件数やホームページのアクセス件数等の指標は全て下落している。これらに 

ついては、考慮すべき事情があり、広報の成果がこのような指標のみで判断できるものではないことも事実であるため、ホームページの定期的な更新状況や 

部署毎のアクセス件数の取得など、広報の成果が質・量ともに適切に評価できるような取組が行われることを期待する。（p.73） 

Ⅱ－１：      総人件費については、新規事業の影響があったとはいえ、前年度比３％増となっている。この要因をしっかりと分析した上で適切な人員配置計画を作成する 

等の人件費の抑制が図られるような取組が行われることを期待する。また、一者応札・応募については、改善方策が効果的になっているのか等の検証を行う

など、速やかに対策を講じることを期待する。（p.82） 

Ⅱ－３：    職員意識調査の回答率が向上したことは評価できることであるが、回答率の向上を目指すだけでなく、ネガティブな回答をしっかり把握し、法人として適切 

な対応を行うことこそが重要であり、そのための体制整備等がなされることを期待する。（p.93） 

その他指摘事項 
 

特になし 
 
 

主務大臣による改善命令を

検討すべき事項 
特になし 
 
 

 

 
４．その他事項 
監事、有識者等からの意見 
 

特になし 
 
 

その他特記事項 
 

特になし 
 
 

※１ Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 
 



4 
 

様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 
  

中期目標（中期計画） 
年度評価※ 項目別

調書№ 
備考 
 

 
中期目標（中期計画） 

年度評価※ 項目別

調書№ 
備考 
 ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
 ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項   ５ 災害共済給付事業に関する事項 A 

B B B B Ⅰ－５ 
 

           （１）公正かつ適切な給付の実施 A 
 １ スポーツ施設の運営・提供 A 

B A A B Ⅰ－１ 

   （２）利用者サービスの向上 A 
 （１）大規模スポーツ施設における稼

働日数の確保 A 
  ６ スポーツ及び児童生徒等の健康の

保持増進に関する国内外における調

査研究 
A       

（２）施設利用者に対するサービスの

向上 A 
 （１）スポーツに関する国内外の情

報収集・分析及び提供 A B B B B 
Ⅰ－６

－(１)  

２ 国際競技力向上のための研究・支

援等 A 

B B B Ｓ Ⅰ－２  

 （２）登山指導者の養成及び登山に

関する情報の提供 A B C B A 
Ⅰ－６

－(２)  

（１）国際競技力向上のための研究の

推進 A   （３）事業の成果を活かしたスポー

ツに関する情報提供 A B B B B 
Ⅰ－６

－(３)  

 （２）国際競技力向上のための総合的

支援 A  
（４）学校安全支援業務 A B B B A 

Ⅰ－６

－(４)  

（３）スポーツ診療・リハビリテーシ

ョン A  
（５）広報の充実 A D C B B 

Ⅰ－６

－(５)  

（４）外部有識者による評価の実施 A   
（６）関係団体等との連携 A B B B B 

Ⅰ－６

－(６) 
 

（５）関係行政機関等からの受託事業 A 
 Ⅱ．業務の効率化に関する事項 

        
 ３ スポーツ振興のための助成 A         １ 経費の抑制 A 

D D B C Ⅱ－１   （A）スポーツ振興助成のための安定

的な財源の確保 A 

B B A B 
Ⅰ－３

－（A）  

  
（１）経費の削減 A 

 （１）より多くの助成財源の確保 A   （２）業務運営の効率化 A 
（２）制度の趣旨の普及・浸透及び公

正性の確保 A   
２ 組織及び定員配置の見直し A D C B B 

Ⅱ－２ 
 

（B）助成業務の透明性の確保等 A 

B B B B 
Ⅰ－３

－（B）  

  ３ 内部統制の強化 A D D B A Ⅱ－３  
（１）公平性・透明性の確保 A 

 （２）助成業務の効率化・適正化 A 
 （３）助成申請者の利便性の向上 A 
 ４ スポーツに関する活動が公正かつ

適切に実施されるようにするため必要

な業務 
A B B B B Ⅰ－４  
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中期目標（中期計画） 
年度評価※ 項目別

調書№ 
備考 
 ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  
 １ 自己収入の確保 A B B A A Ⅲ－１  

 ２ 予算の効率的執行、資金の運用

及び管理 A B B B B Ⅲ－２  

 ３ 予算  
A 

 
B B B B 

Ⅲ－３

～５ 

 
 ４ 収支計画 
 ５ 資金計画 
Ⅳ．短期借入金の限度額 － － － － － Ⅳ  
Ⅴ．不要財産の処分 － － B B B Ⅴ  
Ⅵ．重要な財産の譲渡・担保 － － － － － Ⅵ  
Ⅶ．剰余金の使途 A B B B B Ⅶ  
Ⅷ．その他の事項  
 １ 施設及び設備に関する計画 A D C B B Ⅷ－１  

 ２ 人事に関する計画 A 
C B B B Ⅷ－２ 

 
 （１）職員の採用 A 
 （２）人材の育成等 A 
 ３ 積立金の使途 A B B B B Ⅷ－３  

※重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※平成２５年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成２６年度評価以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月３０日文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき

中期計画の達成度が１００％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成

度が７０％以上１００％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を

付す。） 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年

度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以

上とする。）。 

Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣

が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める国際競技大会等の招致・開催等に資

するもので、重要度が高い。 

また、中期目標策定時において、稼働日数の努力目標値を含めた目

標値を設定しており、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間平

均値） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

陸上競技場の

稼働日数（日） 

177 日以上 

（25 年度） 

165.8 199 36（＊）

 

－ － － 予算額（千円） 2,646,195 954,086 971,465 1,117,209 656,275 

ラグビー場の

稼働日数（日） 

74 日以上 80.6 97 84 94 97 101 決算額（千円） 2,630,382 1,145,874 1,010,656 1,160,105 819,215 

第一体育館の

稼働日数（日） 

265 日以上 275.8 300 312 329 330 82 経常費用（千円） 1,525,522 1,293,502 1,293,009 904,623 874,988 

第二体育館の

稼働日数（日） 

292 日以上 279.6 312 324 311 307 77 経常利益（千円） 1,543,747 1,182,683 1,288,683 91,047 84,506 

        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 21.8 18.8 14.6 14.9 15.8 

＊ 陸上競技場は、建替えのため平成 26 年 5 月 31 日で稼動を終了した。 

※ 従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第 1位まで）を記載。 

※ 予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ スポーツ施設

の運営・提供 

設置するスポー

ツ施設を、利用す

る競技者や観客等

に快適かつ安全に

１ スポーツ施設の

運営・提供に関す

る事項 

センターの大規模

スポーツ施設は、「ト

ップアスリート等の

１ スポーツ施設

の運営・提供に関

する事項 

（１）大規模スポー

ツ施設における稼

働日数の確保 

＜主な定量的指標＞ 

・ラグビー場の稼働

日数 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）国立霞ヶ丘競技場 

①ラグビー場 

トップリーグをはじめ、世界最高峰リーグであるスーパ

ーラグビーなどを開催したことにより、目標を大きく上回

って達成した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
大規模スポーツ施設の稼働

日数については、スポーツの

利用を確保しつつ、支障のな

い範囲でスポーツ以外の一般

評定 Ｂ 
＜評価に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。 
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提供することは、

スポーツの振興を

図っていくうえで

センターが担う重

要な役割である。

スポーツ施設を高

水準の施設として

維持するため、セ

ンターが長年蓄積

してきたスポーツ

ターフ等の維持管

理に関するノウハ

ウを生かし、良好

な状態での施設の

運営に努める必要

がある。 

（１）次の施設に

ついては、トッ

プアスリート等

の活動の場及び

広く国民の「み

るスポーツの

場」として、高水

準な施設条件の

維持に努め、中

期目標期間の平

均でそれぞれ次

の施設稼働日数

以上を確保す

る。 

（国立霞ヶ丘競技

場） 

・ラグビー場 

 ７４日／年 

 

（国立代々木競技

場） 

・第一体育館 

 ２６５日／年 

・第二体育館 

２９２日／年 

活動の場」であると

ともに広く国民の

「みるスポーツの

場」としてスポーツ

の振興に寄与するも

のであることから、

ナショナルスタジア

ムとして高水準な施

設条件を維持した上

で、適切かつ効率的

な運営を図るため、

次の措置を講じる。 

（１）大規模スポー

ツ施設における稼

働日数の確保 

センターの大規

模スポーツ施設に

ついて、安全で高

水準な施設条件を

維持した上で、国

際的・全国的なス

ポーツ大会等の開

催やスポーツの利

用に支障の無い範

囲において文化的

行事等の利用に供

することにより、

中期目標期間の平

均で、それぞれ次

の稼働日数を確保

する。ただし、安

全で高水準な施設

条件を維持するた

めに必要となる改

修等の期間を除

く。 

なお、国際競技

力向上のための研

究・支援への活用

については、円滑

に実施できるよう

センターの大規

模スポーツ施設に

ついて、安全で高水

準な施設条件を維

持した上で、国際

的・全国的なスポー

ツ大会等の開催や

スポーツの利用に

支障の無い範囲に

おいて文化的行事

等の利用に供する

ことにより、中期目

標期間の平均で、そ

れぞれ次の稼働日

数を確保する。ただ

し、安全で高水準な

施設条件を維持す

るために必要とな

る改修等の期間を

除く。 

なお、国際競技力

向上のための研究・

支援への活用につ

いては、競技大会開

催時の支援を中心

に円滑に実施する。 

① 国立霞ヶ丘競

技場 

ア ラグビー場 

ラグビー専用

競技場として良

質なスポーツタ

ーフ等施設条件

を維持するため

に必要な養生期

間等を考慮した

上で、年間７４日

以上の稼働日数

を確保する。 

② 国立代々木競

技場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第一体育館の稼働

日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第二体育館の稼働

日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】年間稼働日数を 74 日以上確保 

【実績】年間稼働日数  101 日 

区分 
第 2期 

（平均） 
H27 H28 H29 

スポーツ利用 70.6 86 85 89 

一般利用 10.0 8 12 12 

稼働日数合計 80.6 94 97 101 

芝生養生日数 168.4 205 210 208 

【参考】年間総入場者数 延べ 449,259 人 

 

（２）国立代々木競技場 

耐震改修等工事に伴い、代々木競技場第一体育館及び第二

体育館は平成 29 年 7 月 3日から営業を休止した。 

①第一体育館 

B.LEAGUE チャンピオンシップや国別対抗フィギュア選手

権などを開催した。また、スポーツの利用を第一に促進しつ

つ、施設の有効活用及び収入の確保を図るため、スポーツ以

外の一般利用（コンサート、ファッションショー等）の利用

促進を図り、目標を上回って達成した。 

【目標】年間稼働日数を 70 日以上確保 

【実績】年間稼働日数  82 日 

区分 
第 2期 

（平均） 
H27 H28 H29 

スポーツ利用（日） 121.8 126 103 36 

一般利用（日） 154.0 203 227 46 

稼働日数合計 275.8 329 330 82 

保守点検等日数 57.2 26 22 8 

【参考】年間総入場者数 延べ 301,488 人 

 

②第二体育館 

B.LEAGUE や天皇杯全日本レスリング選手権大会などを開

催した。また、スポーツの利用を促進しつつ、施設の有効活

用及び収入の確保を図るため、スポーツ以外の一般利用（フ

ァッションショー、ヘアカットコンテスト等）の利用促進を

図り、目標を達成した。 

【目標】年間稼働日数を 77 日以上確保 

【実績】年間稼働日数  77 日 

 

 

区分 第 2期 H27 H28 H29 

利用を可能な限り受け入れら

れるよう、利用団体間のきめ

細かい日程の調整を行う、休

業日の実施を想定している施

設の保守・点検等をイベント

の設営・撤去日に実施する、

連続するイベント間の設営・

撤去について深夜帯の作業を

依頼するなど、施設の稼働率

の向上の取組を実施した結

果、すべての施設において、

目標を達成することができ

た。 

特に通年営業した主要施設

であるラグビー場において

は、目標に対し 120％以上の

稼働日数となった。 

ラグビー場の維持管理にお

いては、良好な試合環境を提

供するため、芝生の張替工事

を実施して国際大会に備え

た。 

 施設の提供に当たっては、

利用者へのアンケート調査等

により明らかになったニーズ

に基づいて運用の見直しなど

を行い、安全かつ快適な施設

の維持に努めた。その結果、

利用者の満足度は平均80％を

超える高い水準となってい

る。 

 また、昨年度に引き続き

代々木競技場室内水泳場にお

いて、スポーツを通じ健康増

進を図るため、国民の運動実

施率向上を促す環境づくりと

して、早朝営業に積極的に取

り組んだ結果、働き盛りの世

代の方々に多く利用されるな

ど、国民がスポーツに親しむ

機会を増やすことに大きく寄

＜評価すべき実績＞ 

・スポーツ施設の稼働日数を確保するた

め、施設の稼働率向上に関する取組を行

っている。 

・昨年度に続き、代々木競技場内の水泳場

の早朝営業を実施し、スポーツ基本計画

に定めるスポーツ実施率の向上に寄与

している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 
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配慮する。 

① 国立霞ヶ丘競技

場 

ア ラグビー場 

ラグビー専用競

技場として良質な

スポーツターフ等

施設条件を維持す

るために必要な養

生期間等を考慮し

た上で、年間７４

日以上の稼働日数

を確保する。 

② 国立代々木競技

場 

ア 第一体育館 

利用者にとって

安全で快適な施設

条件を提供するた

めの管理等の期間

を考慮した上で、

年間２６５日以上

の稼働日数を確保

する。 

イ 第二体育館 

利用者にとって

安全で快適な施設

条件を提供するた

めの管理等の期間

を考慮した上で、

年間２９２日以上

の稼働日数を確保

する。 

 

耐震改修工事の

ため、平成２９年７

月３日より休業す

る。 

ア 第一体育館 

利用者にとっ

て安全で快適な

施設条件を提供

するための管理

等の期間を考慮

した上で、年間７

０日以上の稼働

日数を確保する。 

イ 第二体育館 

利用者にとっ

て安全で快適な

施設条件を提供

するための管理

等の期間を考慮

した上で、年間７

７日以上の稼働

日数を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平均） 

スポーツ利用（日） 248.4 256 245 68 

一般利用（日） 31.2 55 62 9 

稼働日数合計 279.6 311 307 77 

保守点検等日数 28.0 14 19 6 

【参考】年間総入場者数 延べ 83,021 人 

 

■国際競技力向上のための研究・支援への活用に対する取組 

耐震改修等工事に伴い、代々木競技場第一体育館及び第

二体育館は平成 29年 7月 3 日から営業を休止したため、未

実施。 

与した。 

 以上により、年度計画どお

りに業務を実施し、実績を上

げていることから、Ｂ評価と

する。 

 

＜課題と対応＞ 

・ラグビー場においては引き

続き、施設の老朽化への対

応や設備のメンテナンス等

を考慮し、また芝生の養生

日数に配慮しつつ、施設利

用の確保に努める。 

・代々木競技場第一・第二体

育館における施設・設備等

に対する改善の要望（バリ

アフリーやアクセシビリテ

ィ、音響設備等）について

は、耐震改修等工事におい

て対応する。 

・施設利用者等へのアンケー

ト結果を委託業者と共有

し、運営業務や清掃業務に

ついて、高水準のサービス

の提供を図る。 
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 （２）施設利用者

に対する定期的

な満足度の調査

等により把握し

た情報を踏ま

え、必要な改善

を行い、サービ

スの向上を図

る。 

（２）施設利用者に

対するサービスの

向上 

施設利用者に対

する定期的な満足

度の調査等により

把握した情報を踏

まえ、利用に係る

運用の見直し、施

設の改修等の必要

な改善を行い、サ

ービスの向上を図

る。 

（２）施設利用者に

対するサービス

の向上 

施設利用者に

対する定期的な

満足度の調査等

により把握した

情報を踏まえ、利

用に係る運用の

見直し、施設の改

修等の必要な改

善を行い、サービ

スの向上を図る。 

・施設利用者に

対する定期的

なアンケート

調査 

・イベント主催

者に対するヒ

アリング 

また、国立代々木

競技場において

は、耐震改修工事

実施とあわせて、

サービス向上の

ための改善につ

いて検討し、実施

する。 

 

・国立霞ヶ丘競技場

（東テニス場）利

用者の満足度 

 

 

 

 

 

 

 

・国立代々木競技場

（室内水泳場）利

用者の満足度 

 

 

 

 

 

 

・国立代々木競技場

（フットサルコー

ト）利用者の満足

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設利用者へのアンケート調査 

ア 国立霞ヶ丘競技場（東テニス場） 

調査対象：個人利用者 延べ 490 人 

調査回数：2回（平成 28年 9 月、平成 29 年 2 月） 

調査結果：  

個別業務の質 
「満足」「やや満足」の割（％） 

H27 H28 H29 

運営業務 97.6 97.1 99.0 

清掃業務 87.0 91.0 93.7 

設備・器具 77.0 74.0 75.3 

  

イ 国立代々木競技場（室内水泳場） 

  代々木競技場室内水泳場においては、平成 29年 7月 3 日

で大規模工事等に伴い休業したため、アンケートを実施し

ていない。 

個別業務の質 
「満足」「やや満足」の割（％） 

H27 H28 H29 

運営業務 98.7 97.1 - 

清掃業務 86.8 86.7 - 

設備・器具 83.6 79.7 - 

 

ウ 国立代々木競技場（フットサルコート） 

調査対象：個人利用者 延べ 240 人 

 団体利用者 延べ 220 団体 

調査回数：2回（平成 28年 8 月、平成 29 年 2 月） 

調査結果：  

個別業務の質 
「とても満足」「やや満足」の割合（％） 

H27 H28 H29 

運営業務 92.1 87.1 96.0 

清掃業務 88.3 86.2 91.7 

施設・設備 90.0 91.2 94.5 

 

（調査等を踏まえた主な改善事項） 

・国立霞ヶ丘競技場（東テニス場）年末営業 (12 月 28 日、

29 日)の実施 

・清掃の強化 

・フットサルコート人工芝ライン修繕 

・フットサルコート更衣ロッカー扉交換 

・フットサルコート自動販売機の設置台数増 

・フットサルコートテント設置 

※委託業者と四半期ごと及び必要に応じて打合せの場を設

け、サービス向上のための意見交換を実施。 
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４．その他参考情報 

特になし 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・イベント主催者の

満足度 

 

 

＜評価の視点＞ 

施設運営に関する取

組がスポーツ振興を

図るものであるか。 

（弾力的な施設運営） 

 スポーツを通じ健康増進を図るため、国民の運動実施率向

上を促す環境づくりとして、代々木競技場室内水泳場の早朝

営業を試行的に実施。 

 

【概要】 

実施期間：平成 29年 4月 1 日～平成 29 年 7 月 2日 

      ※平成 28年 7月 7 日から実施。 

 時  間：月・水・木・金曜日：7：00～9：00 

      火・土・日曜日：7：00～10：00 

 利用形態：2名以上の団体 

【利用状況】 

 営業日数：87 日 

 利用団体数：延べ 221 団体 

 利用者数：延べ 2,243 人 

 稼働率：50.2％ 

  

 7:00～8:30 の時間帯の稼働率は 79.7％であり、利用者の年

代別割合では「41 歳～50 歳」が最も高く、次に「31 歳～40

歳」、「18歳～30 歳」となっており、働き盛りの世代の方々の

利用が多かった。 

 

■イベント主催者に対するヒアリング 

代々木競技場第一体育館及び第二体育館においては、平成

29 年 7 月 3 日で大規模工事等に伴い休業したため実施してい

ない。 

霞ヶ丘競技場ラグビー場は、施設利用者が限定されている

ため、定期的に連絡会議を開催し、意見交換を実施。 

 ・年度内 4回開催 

 

（意見交換を踏まえた主な改善事項） 

・グラウンド芝生張替工事の実施 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める国際競技力向上に資するもので、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催等を踏ま

え、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

原著論文数

（件） 

－ 51 65 65 63 52 64 予算額（千円） 6,792,488 6,857,097 6,884,538 7,814,394 8,712,229 

学会等への発表

数（件） 

－ 185 175 223 201 222 240 決算額（千円） 5,385,887 6,455,823 6,291,434 6,940,747 10,406,960 

メディカルチェ

ック利用者数

（人） 

－ 1,286 2,021 2,003 1,617 1,671 1,557 経常費用（千円） 5,356,924 5,660,743 6,046,114 7,162,434 8,731,815 

JISS 専用・共

用トレーニング

施設利用者数

（人） 

－ 26,798 25,486 26,840 23,484 18,234 22,015 経常利益（千円） △1,198,751 △943,150 △1,782,869 △43,716 △1,966,218 

HPG 利用者数

（人） 

－ － 7,169 7,920 9,391 9,160 11,114 行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

NTC 屋内トレー

ニング施設利用

者数（人） 

－ 98,280 103,594 115,333 103,709 89,027 95,299 従事人員数（人） 65.3 67.5 78.9 88.9 93.3 

 JISS 内専用ト

レーニング施設

利用者数（人） 

－ 52,938 68,018 67,377 64,452 51,748 44,883   ※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以

下第 1位まで）を記載。 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を

記載  陸上トレーニン

グ場利用者数

（人 

－ 21,671 20,273 19,019 21,315 16,428 14,122   

 屋内テニスコー

ト利用者数

（人） 

－ 2,557 3,150 4,285 3,947 4,226 5,271         

 延べ診療件数 

（件） 

― 15,519 16,064 15,973 15,700 18,397 16,819         
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 国際競技力向

上のための研究・

支援等 

スポーツ基本計

画等に基づく、政策

目標の達成に向け

て、我が国の国際競

技力向上を図るた

め、ＪＩＳＳにおい

ては、研究・支援事

業を推進するとと

もに、ＮＴＣにおい

ては、ＪＩＳＳと連

携し、トップアスリ

ートが同一の活動

拠点で集中的・継続

的にトレーニング

を行えるよう、高度

なトレーニング環

境の提供を行う。 

実施に当たって

は、次の措置を講じ

るとともに、他の強

化・研究関係機関と

の相互の連携を進

める。また、施設の

利用主体である公

益財団法人日本オ

リンピック委員会

及び公益財団法人

日本障がい者スポ

ーツ協会日本パラ

リンピック委員会

との緊密な連携・協

力を図るため、定期

的に連絡調整の場

を設けるとともに、

利用者ニーズを把

２ 国際競技力向

上 の た め の 研

究・支援等に関

する事項 

スポーツ基本計

画等に基づく、政

策目標の達成に向

けて、我が国の国

際競技力向上を図

るため、ＪＩＳＳ

においては、研究・

支援事業を推進す

るとともに、ＮＴ

Ｃにおいては、Ｊ

ＩＳＳと連携し、

トップアスリート

が同一の活動拠点

で集中的・継続的

にトレーニングを

行えるよう、高度

なトレーニング環

境の提供を行う。 

実施に当たって

は、次の措置を講

じるとともに、他

の強化・研究関係

機関との相互の連

携を進める。また、

施設の利用主体で

ある公益財団法人

日本オリンピック

委員会（以下「ＪＯ

Ｃ」という。）及び

公益財団法人日本

障がい者スポーツ

協会日本パラリン

ピック委員会（以

下「ＪＰＣ」とい

２ 国際競技力向

上のための研

究・支援等に関

する事項 

「競技研究」（支援

活動と密接に連携

して、①国際競技

力向上に直接的か

つ即時的に貢献す

る提案型、②中央

競技団体（以下「Ｎ

Ｆ」という。）が抱

える課題を解決す

るための課題解決

型）と、「主要研究」

（国立スポーツ科

学センター（以下

「ＪＩＳＳ」とい

う。）が有するハー

ド面・ソフト面の

強みを生かし、そ

の機能を高め、新

しいサポートを提

案するための研

究）を推進する。 

また、２０２０

年東京オリンピッ

ク・パラリンピッ

ク競技大会におい

て日本選手団が好

成績を収めるため

に必要となる科学

的知見の蓄積や情

報収集を行うこと

を目的とした「オ

リンピック・パラ

リンピック対策特

別プロジェクト」

＜主な定量的指標＞ 

・研究課題数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・雑誌等の掲載数 

 

 

 

 

・学会等への発表数 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■研究の推進・高度化の取組状況 

（１）競技研究 

医・科学支援を実施する中で把握した課題を解決することを目的と

して、8 競技・8 種別（うち、パラリンピック種目は 1 競技・1 種別。

種目横断 1テーマ）を実施した。 

スキージャンプ、スピードスケート、パラアルペンスキーのトップ競

技者を対象として、実際の競技大会や練習会場で測定を行った三つの

研究における成果は、その後の強化活動の資料として活用され、2018 年

平昌大会での好成績に繋げることができた。 

※競技名、種目、テーマについては参考データ（資料－3）を参照 

 

（２）主要研究・課題研究 

国立スポーツ科学センター（JISS）の強みを活かした「主要研究」（4

課題）、個人・グループの自由な発想に基づく「課題研究」（28 課題）

を実施した。 

※各プロジェクト研究課題については参考データ（資料－3）を参照 

 

（３）特別プロジェクト研究 

2020 年東京大会を見据え、暑熱対策及び自国開催による逆境・プレ

ッシャーを乗り越えるために必要となる科学的知見の蓄積や情報収集

のための研究を推進するともに、選手、コーチ、医・科学スタッフを対

象とし、暑熱対策セミナー及び心理セミナーを開催した。 

※各プロジェクト研究課題については参考データ（資料－3）を参照 

 

（４）共同プロジェクトの実施 

大塚ホールディングス株式会社と共同で JSC ハイパフォーマンスセ

ンターTotal Conditioning Research Project を実施した。 

 

■学術雑誌等の掲載状況 

国内外の専門誌に JISS の研究・支援活動の内容等を投稿。原著論文

64 件、総説・著書 70件、合計 134 件が掲載された。原著論文は、第 3

期中期目標期間中の基準値に対し、125％を達成した。 

 

■学会等への発表状況 

国内外の学会等で成果を積極的に発表。国内の発表件数は 202 件（う

ち、講演件数は 91件）、国外の発表件数は 38 件（うち、講演件数は 14

件）、合計 240 件を実施した。学会等への発表数は、第 3期中期目標期

【Ⅰ－２全体について】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

2018 年平昌大会に向けた風洞実験

棟を活用したスピードスケートにお

ける空気抵抗の少ないパシュートチ

ーム隊形の提案やパラアルペンスキ

ーの技術トレーニングなど、研究成果

の活用や最先端設備の活用による医・

科学支援の取組が金メダルを含む複

数のメダル獲得に大きく寄与した。 

ハイパフォーマンス・サポート事業

（スポーツ庁委託事業）の一環で設置

したハイパフォーマンス・サポートセ

ンターは、これまで JSC が 2012 年ロ

ンドン大会、2014 年ソチ大会、2016

年リオ大会で同センターを設置・運営

した経験を十分に発揮し、選手・スタ

ッフが普段から活用している JISS・

NTC になるべく近い環境、トレーニン

グルームの充実など NF・選手の要望

を反映させ、選手・スタッフが安心し

て最終調整に臨めるよう、人的リソー

スを含む環境を提供できた。 

これらの取組により、2018 年平昌

大会におけるメダル獲得数は、JOC が

設定した「複数の金を含む 9個以上の

メダル獲得」に対し 13 個、JPC の設

定したソチ大会を超えるメダル獲得

数（ソチ大会 6個）に対し 10 個のメ

ダルを獲得し、JSC の取組が大きく関

与したといえる。 

さらに、スポーツ基本計画及び「競

技力強化のための今後の支援方針

（鈴木プラン）」を踏まえ、JSPO の

地域ネットワークを活用し、JOC、

JPC、高体連、高野連等の関係団体と

連携して、子どもたちや障がい者が

評定 Ｓ 

＜評価に至った理由＞ 

評価すべき実績の欄に示

すとおり、中期計画に定め

られた以上の業務の顕著な

進捗が認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

主に以下の取組を通じ

て、平昌大会におけるＪＯ

Ｃ、ＪＰＣの掲げたメダル

獲得目標を達成するなど、

夏季競技を含め、我が国の

国際競技力の向上に大きく

貢献した。 
・風洞実験棟等のＪＳＣが

有する施設や研究成果を

活用した医・科学支援。 

・ハイパフォーマンス・サポ

ート事業（スポーツ庁委

託事業）の一環として設

置したハイパフォーマン

ス・サポートセンターに

おいてトレーニング機能

の充実といった改善を図

るなど、選手・スタッフの

最終調整に向けた環境の

整備。  
 また、主に以下の取組を

通じて、東京大会やそれ以

降の大会に向けた持続可能

な競技力強化の体制構築に

大きく貢献した。 
・ＪＯＣ、ＪＰＣを含む「協

働チーム」を設置し、オリ

パラ・夏季冬季競技の全



13 
 

握するため、中央競

技団体等に対する

ヒアリング等を実

施し、効果的・効率

的な事業の執行を

図る。 

（１）我が国の国際

競技力向上を図

るため実践に資

するようなスポ

ーツ医・科学、情

報に関する研究

の高度化を図る。 

 

 

う。）との緊密な連

携・協力を図るた

め、定期的に連絡

調整の場を設ける

とともに、利用者

ニーズを把握する

ため、中央競技団

体（以下「ＮＦ」と

いう。）等に対する

ヒアリング等を実

施し、効果的・効率

的な事業の執行を

図る。 

（１）国際競技力

向上のための研

究の推進 

我が国の国際

競技力向上を図

るため、ＮＴＣ

と隣接し、ＪＯ

Ｃ・ＪＰＣ・Ｎ

Ｆ・トップアス

リートとの密接

な連携が可能で

あるＪＩＳＳの

強みを活かし、

国内外の研究機

関等との連携を

強化し、実践に

資するようなス

ポーツ医・科学、

情報に関する研

究の高度化を図

る。また、研究成

果については、

国内外の学術誌

等への論文の掲

載、シンポジウ

ム・セミナー・研

修会等での発表

など、研究・支援

を推進する。 

研究を実施する

に当たっては、公

益財団法人日本オ

リンピック委員会

（以下「ＪＯＣ」と

いう。）、公益財団

法人日本障がい者

スポーツ協会日本

パラリンピック委

員会（以下「ＪＰ

Ｃ」という。）、Ｎ

Ｆ、地域スポーツ

医・科学センター、

体育系大学をはじ

めとする研究機関

との連携を促進し

て、より充実した

研究体制の構築を

図る。 

研究成果に関し

ては、支援活動の

中で、課題の解決・

トレーニングの提

案及び効果の検証

等に生かすととも

に、国内外の学術

雑誌への投稿や学

会・シンポジウム・

研修会等での発表

を通して、成果の

普及を積極的に推

進する。 

 

 

 

 

 

・ホームページアク

セス数等 

 

 

 

 

 

 

 

・研究･支援活動の

成果の普及状況 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・国内外の研究機関

等との連携強化の

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

研究の推進に係る取

組が、我が国の国際

間中の基準値に対し、130％を達成した。 

 

■研究･支援活動の成果の普及状況 

（１）ホームページ等を活用した成果の普及状況 

   ホームページ等を活用し、研究・支援の成果を一般の方にもわか

りやすく提供した。 

   ・「アスリートのわいわいレシピ」アクセス数 116,216 件 

   ・「サポートのたね（サポートに役立つ科学的サポートの研究成

果）」アクセス数 12,795 件 

   ・「ニュースレター」配布数 2,716 部 

 

（２）ハイパフォーマンス・スポーツカンファレンスの開催 

  開催日：平成 29 年 11 月 21、22 日 

概要：招待講演・参加型ワークショップ・スポーツ医・科学セミナ

ー・ハイパフォーマンスセンター（HPC）諸機能の情報提供 

  参加者数：705 人 

 

■国内外の研究機関等との連携の取組状況 

（１）共同研究 

 大学及び民間企業と共同研究を実施。 

研究課題数 5 課題 

共同研究相手先 4 団体 

※研究課題、共同研究相手先については参考データ（資料―3）を参

照 

 

（２）国内研究機関との連携 

①スポーツ庁委託事業「スポーツ研究イノベーション拠点形成プロ

ジェクト（SRIP）」（大阪大学・筑波大学受託）における連携推進会

議の開催 

日時：平成 29年 12 月 12 日 13:00～17:00 

場所：JISS 研修室 A・B 

内容：国際競技力向上に資する革新的研究を推進するために必要

となる JISS と大学との連携の在り方について 

 ②鹿屋体育大学との連携大学院の実施 

 ③立命館大学との連携協定に基づく研究の実施 

 

（３）海外研究機関との連携 

①ASPC International Forum on Elite Sport 

開催地：ダーバン（南アフリカ） 

開催日：平成 29 年 8 月 21 日～28 日 

内 容：世界の HPC に関する情報収集とネットワーク構築 

自分の可能性に挑戦する機会とし

て、初めて、全国 14 か所で発掘イベ

ントを実施した結果、1,303 人の応

募があり、60人の将来有望なアスリ

ートが発掘され、競技性の高いチャ

レンジの機会を広く創出したことは

顕著な成果として評価できる。 

また、ハイパフォーマンスセンタ

ーに設置した JSC、JOC、JPC による

「協働チーム」により、平成 28年 10

月から平成 29 年 6 月までに第 1 回

コンサルテーションをオリパラ・夏

季冬季競技の全ての NF について実

施した。これにより、オリパラ・夏

季競技の NF において 2020 年東京大

会に向けた強化戦略プランの策定等

がされたことは、NF の競技力強化を

支援する統一的なシステムの確立に

向けた顕著な成果として評価でき

る。 
 
以上により、年度計画における所期

の目標を上回る顕著な実績を上げて

いることから、Ｓ評価とする。 

 

 

＜課題と対応＞ 

2020 年東京大会に向けて、オリン

ピック・パラリンピックのアスリート

への支援に向けた対応について、研

究、支援、診療事業において課題を抽

出し、解決に向けて取り組むととも

に、より効果的・効率的な運営を行う

ことが必要である。 

 

 

＜項目別の評定の根拠＞ 

【国際競技力向上のための研究の推

進】 

 平成 29 年度から主要研究及び特別

プロジェクト研究は新たに 2 年間の

てのＮＦに対してコンサ

ルテーション等を実施

し、夏季競技の全ＮＦに

おいて強化戦略プランの

策定が完了。 
・ＪＳＣのアスリート発掘・

育成の知見とＪＳＰＯの

地域ネットワークを組み

合わせ、将来有望なアス

リートを発掘し、NF の強

化育成コースに導くプロ

ジェクトを立ち上げ、こ

れにより、ＮＦによる全

国規模でのアスリート発

掘を支援するシステムを

構築。  
 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

2020 年東京大会やそれ以

降の大会に向けて、NF が強

化戦略プランの策定・実践・

更新を通じて強化等を総合

的・計画的に進め、高度で安

定した競技力強化を行える

よう強化戦略プランの実効

化を支援するシステムの確

立に向けて引き続き貢献す

ることを期待する。  
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活動の成果の普

及を図る。 

 

競技力向上に資する

ものとなっている

か。 

②第 11 回アジアスポーツ科学会議 

開催地：JISS 

開催日：平成 29 年 11 月 22 日 

内 容：アジアのスポーツ科学研究機関である JISS（日本）、中国

国家体育総局体育科学研究所（CISS）、韓国スポーツ科学

センター（KISS）を中心としたスポーツ医・科学に関する

研究成果の発表および情報共有 

研究課題を設定し、その研究課題が計

画的に実施され、競技力向上に資する

有益な情報が得られている。 

共同研究は 5件実施し、大学及び民

間企業それぞれの機関が有する資源

を最大限活用して実施することによ

り、JISS 単独で実施するよりも効率

的かつ経済的に研究を推進すること

ができた。 

また、研究成果について、国内外の

学術誌等への論文掲載を始めとして

学会・シンポジウム・講演会等で積極

的に研究事業から得られた情報を発

信した。原著論文は、対基準値 125％、

学会等への発表数は 130％を達成し、

インパクトファクターの高い学術誌

へ掲載された。さらに各種学会で特別

賞や奨励賞を多く受賞するなど、論文

掲載数や学会発表数が増えただけで

はなく、スポーツ関連学術分野への発

展に寄与できた。 

以上の取組により、JISS の特徴を

活かしつつ、NF や国内外の研究機関

等と連携しながら、競技現場の情報及

び外部研究機関の知見等を活用する

ことで、国際競技力向上に向けた研究

を推進することができた。 

 （２）我が国の国際

競技力向上を図

るため、スポーツ

医・科学及び情報

の各側面から総

合的に支援を実

施するとともに、

ＪＩＳＳ及びＮ

ＴＣの施設・設備

を活用した効果

的な支援を実施

する。 

 

（２）国際競技力

向上のための総

合的支援 

国際競技力向

上に向けた強化

活動に対し、文

部科学省、ＪＯ

Ｃ、ＪＰＣ及び

Ｎ Ｆ 等 と 連 携

し、支援内容の

明確化を図り、

スポーツ医・科

学及び情報の各

側面から総合的

（２）国際競技力

向上のための総合

的支援 

国際競技力向上

に向けた強化活動

に対し、文部科学

省、ＪＯＣ、ＪＰＣ

及びＮＦ等と連携

し、支援内容の明

確化を図り、スポ

ーツ医・科学及び

情報の各側面から

総合的に支援活動

を実施するととも

＜主な定量的指標＞ 

・サポート等実施数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■医・科学支援への取組状況  

（１）研究成果の活用・応用 

JISS 内外の合宿や競技大会において、研究と支援を通じて蓄積し

てきた医・科学的知見に基づき、フィットネスサポート、トレーニン

グ指導等 8 分野（オリンピック競技種別数 40、パラリンピック競技

種別数 12）に対しサポートを実施した。 

  2018 年平昌大会に向けて、以下の取組を実施し、好成績に貢献し

た。 

・スピードスケートでは、風洞実験棟を用いた空気力分析により、空

気抵抗の少ないパシュートチーム隊形を提案し、金メダル獲得に

貢献した。選手は、帰国報告の際に、サポートでよかったこととし

て、風洞実験棟での実験の成果を上げた。 

・パラクロスカントリーでは、定期的な体力測定と、その結果に基づ

いて提案されたトレーニングが金メダル獲得に貢献した。具体的

【国際競技力向上のための総合的支

援】 

スポーツ医・科学支援事業について

は、研究と支援を通じて蓄積してきた

医・科学的知見に基づき、効果的なサ

ポートを実施した。 

具体的には、スピードスケートに対

しては、風洞実験棟を用いて空気力分

析により、空気抵抗の少ないパシュー

トチーム隊形を提案し、金メダル獲得

に寄与した。 

パラクロスカントリーでは、定期的

な体力測定と、その結果に基づいて提

案されたトレーニングが金メダル獲
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に支援活動を実

施 す る と と も

に、ＪＩＳＳ及

び Ｎ Ｔ Ｃ の 施

設・設備を活用

した効果的な支

援及び高度なト

レーニング環境

の提供を行う。 

①  ス ポ ー ツ

医・科学、情報

分野からの支

援 

我が国のト

ップアスリー

トの競技力向

上 を 図 る た

め、ＮＦの要

望 等 を 踏 ま

え、スポーツ

医・科学、情報

に関する研究

成果の活用・

応用を促進す

るとともに、

アスリートの

支援のさらな

る充実に努め

る。このうち、

女性アスリー

ト に つ い て

は、より効果

的な支援の充

実に努める。 

また、国際

競技力向上に

有用な支援活

動の成果につ

いては、ＮＦ

が行う強化活

動に活かされ

に、女性アスリー

トへの支援の充

実・強化を図る。ま

た、これまでトッ

プアスリートのた

めに蓄積してきた

研究と支援の成果

を、オリンピック・

パラリンピックア

スリートの支援に

活用するための実

施体制を整える。 

事業の実施に当

たっては、ＪＩＳ

Ｓ及びＮＴＣの施

設・設備を活用し

た効果的な支援を

実施する。 

① スポーツ医・

科学、情報分野か

らの支援 

ア スポーツ医・

科学、情報による

支援 

国際競技力向上

に向けてＮＦが抱

える課題に対し

て、スポーツ医・科

学、情報の各側面

から組織的、総合

的、継続的な支援

を行い、競技力の

向上に資する医・

科学的情報を提供

する。 

・各分野におけ

る研究成果及び

支援実績をアス

リートのトレー

ニングや育成へ

反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設稼動日数等 

 

 

 

 

 

 

には、ハイパフォーマンスジム（HPG）の低酸素トレーニング室を

用いた持久力の強化や、大型トレッドミルを用いた滑走技術の向

上を行った。技術トレーニングの経過の中で、合理的なフォームを

達成することを目的として、姿勢を矯正するために靴と板の間に

挿入するプレートを開発し、これもパフォーマンス向上に貢献し

た。選手は、直前まで低酸素トレーニングを 10日間ほど行い、そ

の苦しいトレーニングの成果が今回の成績に繋がった、と報告し

た。 

・パラアルペンスキーでは、HPG の低酸素トレーニング室を用いて持

久力の強化と大会直前の調整を行い、金メダルの獲得に貢献した。

アルペンチームのコーチは、高地順応を行うことで、標高の高い場

所での遠征で慣らし期間を置かずにトレーニングが可能となり、

雪上練習時間が増加し、技術向上に繋がったとインタビューに答

えた。 

・スキージャンプでは、競技会において踏切および空中動作の映像

を無線で着地地点に転送・フィードバックできる仕組みを構築

し、技術練習を支援した。 

・スキージャンプ、ノルディック複合では、風洞実験棟を用いた空

気力分析を行い、空中姿勢の変化やウェア素材の選択が空気抵抗

に及ぼす影響を明らかにした。 

 

（参考）サポート競技の 2018 年平昌大会成績 

競技種目 
1 位 

（金） 

2 位 

（銀） 

3 位 

（銅） 
4～8位 合計 

スピードスケート（女子） 3 2 1 4 10 

スピードスケート（男子） 0 0 0 5 5 

スキージャンプ（女子） 0 0 1 0 1 

スキージャンプ（男子） 0 0 0 2 2 

ノルディック複合（男子） 0 1 0 2 3 

アルペンスキー（男女肢体） 2 3 2 7 13 

クロスカントリースキー 

（女子肢体） 
0 0 0 1 1 

 

（２）HPG の活用状況 

年度 H27 H28 H29 

利用日数（日） 334 357 340 

延べ利用人数（人） 8,200 7,546 9,925 

※低酸素トレーニング室利用者を除く。 

また、リハビリテーションと連携して活用。（Ⅰ－２－（３）「■診療・

アスレティックリハビリテーション等の実施状況」の（２）参照） 

得に寄与した。具体的には、ハイパフ

ォーマンスジムの低酸素トレーニン

グ室を用いた持久力の強化や、大型ト

レッドミルを用いた滑走技術の向上

を行った。技術トレーニングの経過の

中で、合理的なフォームを達成するこ

とを目的として、姿勢を矯正するため

に靴と板の間に挿入するプレートを

開発し、これもパフォーマンス向上に

寄与した。 

パラアルペンスキーでは、ハイパフ

ォーマンスジムの低酸素トレーニン

グ室を用いて持久力の強化と大会直

前の調整を行い、金メダルの獲得に寄

与した。 

トレーニング環境の提供について

は、JOC と定期的なミーティングを実

施するなど連携を図り、効果的な支援

及び高度なトレーニング環境を提供

したことにより、国内強化合宿や通い

練習等の場として積極的な利用が図

られた。 

年間を通じて、栄養・休養・トレ

ーニングといった側面からアスリー

トの競技力向上を支える国内におけ

る選手強化の拠点として、多くの

NF、アスリートに活用された。 

アスリートパスウェイの戦略的支

援については、JSPO の地域ネットワ

ークを活用し、JOC、JPC、高体連、

高野連等の関係団体と連携して、全

国の将来性豊かなアスリートの発

掘・育成システムの構築を支援した。

全国 14 か所で発掘イベントを行い、

11 都道府県の体育協会が参画する

新たな発掘・育成システムが稼働し、

1,303 人が参加し、60 人が発掘され

た。 

有望アスリート海外強化支援につ

いては、2020 年東京大会等でメダル

獲得が期待されるアスリートに対
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るよう情報提

供する。 

② トレーニン

グ環境等の提

供 

ＪＯＣ、Ｊ

ＰＣ及びＮＦ

等と連携し、

効果的にアス

リートの競技

力を強化でき

る環境の提供

を行う。 

 

・アスリートリ

ハビリテーショ

ンとハイパフォ

ーマンスジム

（以下「ＨＰＧ」

という。）との連

携を推進するな

ど、ＪＩＳＳの

複数領域に渡る

スタッフが研究

成果を活用・応

用し、支援内容

の充実を図る。 

・女性アスリー

トへの支援とし

て、人材育成プ

ログラムを実施

する。 

・情報発信につ

いては、スポー

ツ科学会議等開

催やＮＦ、競技

別強化拠点、大

学、研究機関な

どの関係団体と

の連携や協働を

推進する。 

・パラリンピッ

クアスリートの

支援に、これま

でオリンピック

競技アスリート

を対象に蓄積し

てきた研究と支

援の成果を活用

する。 

 

イ 戦略的強化の

実施 

スポーツ庁が定

める平成２９年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）風洞実験棟の活用状況 

① 研究への活用 

スキー競技ウェアの共同研究および課題研究に活用された。 

年度 H27 H28 H29 

利用日数（日） 87 86 23 

このほか、HPC の基盤整備（受託事業）の用具・器具の開発で 27

日活用 

② 支援への活用 

スキー（ジャンプ及びノルディック複合）、自転車等のトレーニ

ングなど、四つの競技種目で活用された。冬季オリンピック年度

のため、冬季種目に関する利用人数、日数ともに増加した。 

年度 H27 H28 H29 

利用日数（日） 23 35（9） 51 

利用選手数（人） 34 53（9） 127 

※（）はパラ競技への支援。 

※利用選手数は、延べ人数。 

 

■トレーニング施設の提供状況 

（１）JISS 

栄養指導食堂の利用人数が減少したものの、トレーニング施設及び

HPG は利用が増え、総じて引き続き多くのアスリートに活用された 

（延べ利用人数等） 

施設名 H27 H28 H29 

専用・共用トレーニング施設（※）（人） 23,484 18,234 22,015 

HPG（人） 9,391 9,160 11,088 

宿泊室（人） 15,858 14,739 14,968 

栄養指導食堂（食） 75,941 72,659 70,149 

 ※専用・共用トレーニング施設は射撃、アーチェリー実験・練習場、

トレーニング体育館を集計。 

 

（２）ナショナルトレーニングセンター（NTC） 

JISS 内専用トレーニング施設及び陸上トレーニング場については利

用者が減少したものの、国内の選手強化の拠点として積極的に強化合

宿等に利用された。 

（延べ利用人数等） 

施設名 H27 H28 H29 

屋内トレーニング施設 （人） 103,709 89,027 95,299 

JISS 内専用トレーニング施設（※） 

（人） 
64,452 51,748 44,883 

し、集中的・計画的な海外強化活動

を支援した。その結果、ターゲット

アスリートのサニブラウン選手（陸

上）が世界選手権７位（史上最年少

決勝進出）、平野選手（卓球）が世界

選手権３位、張本選手（卓球）が世

界選手権ベスト８（史上最年少）及

び全日本選手権優勝（史上最年少）

などに JSC の取組が大きく関与し

た。 

次世代ターゲットスポーツの育成

支援については、将来メダル獲得の

可能性がある競技種目（ターゲット

スポーツ）を対象に、スポーツ医・

科学、情報を活用した集中的な育成

の支援を行った。その結果、ターゲ

ットスポーツである競歩において世

界選手権２位、３位、車いすテニス

で世界ランキング１位、新体操団体

総合３位（史上初メダル獲得）など

に JSC の取組が大きく関与した。ま

た、自転車及びライフル射撃にてメ

ダルポテンシャルアスリート（MPA）

を輩出した。 

ハイパフォーマンス統括人材の育

成支援については、「ワールドクラス

コーチ」及び「ハイパフォーマンスデ

ィレクター」を育成・評価するための

プログラム開発の準備を行った。 

オリンピック・パラリンピックに

おける統合強化支援については、育

成・強化システムの確立のため協働

チーム（JOC、JPC、JSC、JSPO（オブ

ザーバー））によるコンサルティング

を実施した。その結果、オリンピッ

ク・パラリンピック夏季競技団体か

ら 2020 年東京大会に向けた強化戦

略プランが作成された。 

 

以上の取組により、アスリート支援

については、NF等と連携した、JISS・
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競技力向上事業の

実施に関する基本

方針を踏まえ、Ｊ

ＯＣ、ＪＰＣ、公益

財団法人日本体育

協会（ＪＡＳＡ）等

の知見を活用し、

以下のオリンピッ

ク・パラリンピッ

ク競技大会等で活

躍が期待される次

世代アスリートの

発掘・育成などの

戦略的な強化に関

する取組への支援

を実施する。 

＜夏季競技＞２０

２０年東京大会、

２０２４年大会 

等 

＜冬季競技＞２０

１８年平昌大会、

２０２２年北京大

会 等 

 

・次世代ターゲ

ットスポーツの

育成支援 

・アスリートパ

スウェイの戦略

的支援 

・有望アスリー

ト海外強化支援 

・ハイパフォー

マンス統括人材

の育成支援 

・オリンピック・

パラリンピック

競技の統合強化

支援 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・スポーツ医・科学、

情報分野からの支

援の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上トレーニング場 （人） 21,315 16,428 14,122 

屋内テニスコート （人） 3,947 4,226 5,271 

宿泊施設 （室） 50,758 43,505 48,943 

 ※競泳プール、シンクロナイズドスイミングプール、新体操、トラン

ポリン、フェンシングの各専用トレーニング施設 

 

■戦略的選手強化の実施 

オリンピック・パラリンピック競技大会等で活躍が期待される次世

代アスリートの発掘・育成などの戦略的な強化に関する取組への支援

やプログラムの開発を行った。 

（１）アスリートパスウェイの戦略的支援 

新たに、将来性を有するアスリートを効果的に発掘・育成し、メダ

ルポテンシャルアスリート（MPA）へと確実に育成・強化するための

体制の整備やプログラム開発を行った。 

・日本スポーツ協会（JSPO）の地域ネットワークを活用し、日本オリ

ンピック委員会（JOC）、日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピ

ック委員会（JPC）、全国高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟

等の関係団体と連携して全国各地での発掘プログラムを展開する

ことで有望なアスリートを発掘し、検証プログラムを経て NF の強

化育成コースに導くためのシステムを構築。全国 14 か所で発掘イ

ベントを実施し、1,303 人が参加、60人が発掘された。 

 また、JPC と連携し、障害・クラス分けを考慮したタレント発掘プ

ログラムをこれまでのナショナルタレント発掘プログラム（NTID）

の知見を活用し、開発した。 

・26 団体が行う地域タレント発掘事業をネットワーク化すると共に

地域ブロックにおけるタレント発掘・育成事業を 4 ブロックで行

うこととして、競技性の高いスポーツへのチャレンジの機会を広

く創出した。 

 

（２）次世代ターゲットスポーツの育成支援 

新たに、将来メダル獲得の可能性がある競技種目（ターゲットスポ

ーツ）を対象に、「次世代アスリート育成・強化プラン」に基づくス

ポーツ医・科学、情報を活用した集中的な育成の支援を行った。 

・既存 12競技に加え、2020 年東京オリンピック競技新種目である空

手を含む新たなターゲットスポーツ 3 競技を選定し、育成・強化

事業を委託。ターゲットスポーツである競歩において世界選手権 2

位、3位、車いすテニスで世界ランキング 1位、新体操団体総合 3

位（史上初メダル獲得）の成績を収めた。また、自転車及びライフ

ル射撃にて MPA を輩出した。 

 

 

NTC の強みを活かした国際競技力向

上に資する支援を推進することがで

きた。 
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また、平成３０

年度の配分に向

け、平成２８年１

０月にスポーツ庁

が策定した「競技

力強化のための今

後の支援方針（鈴

木プラン）」を踏ま

え、ＮＦの「現在」

や「将来」を見通し

た取組を積極的に

評価し、戦略的強

化の配分等に活用

する仕組みを構築

する。 

② トレーニング

環境等の提供 

最先端機能を備

えたトレーニング

とコンディショニ

ングのための環境

を計画的に整備す

る。 

また、効果的な

トレーニング施設

等の提供を行うた

め、ＪＯＣ、ＪＰＣ

及びＮＦ等、施設

を利用する団体と

の会議等を開催

し、施設の管理・運

用における課題等

の情報を共有する

とともに、利用者

ニーズを把握し、

より効果的・効率

的にトレーニング

に集中できる環境

を提供する。 

また、乳幼児を

抱える女性アスリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・効果的なトレーニ

ング環境等の提供

状況 

 

＜評価の視点＞ 

総合的支援に係る取

組が、我が国の国際

競技力向上に資する

ものとなっている

か。 

（３）有望アスリート海外強化支援 

  2020 年東京大会等でメダル獲得が期待されるアスリートを選定

し、コーチ、サポートスタッフ等を加えた“チーム“を世界最高峰の

海外リーグや海外アカデミー等に派遣し、「ターゲットアスリート海

外強化プラン」に基づく集中的な育成の支援を行った。 

・ターゲットアスリート 11 名（サニブラウン・アブデルハキーム、

張本智和、平野美宇、一ノ瀬メイ他）を選定し、NF に海外強化事

業を委託。その結果、サニブラウン選手（陸上）が世界選手権 7位

（史上最年少決勝進出）、平野選手（卓球）が世界選手権 3位、張

本選手（卓球）が世界選手権ベスト 8（史上最年少）及び全日本選

手権で優勝（史上最年少）した。 

 

（４）ハイパフォーマンス統括人材の育成支援 

新たに、国際舞台で活躍できる世界トップレベルの「ワールドクラ

スコーチ」及び強化現場の代表として中央競技団体（NF）の運営に関

与する「ハイパフォーマンスディレクター」を育成するためのモデル

プログラムを開発し、トライアル及び検証を実施。ワールドクラスコ

ーチ 3名、ハイパフォーマンスディレクター7名を選定した。 

 

（５）オリンピック・パラリンピックにおける統合強化支援 

育成・強化システムの確立及び HPC 高機能化のための支援等を実

施し、オリンピック・パラリンピック夏季競技団体から 2020 年東京

大会に向けた強化戦略プランが作成された。 

・オリパラ夏季 NFを対象にした協働チームによる強化戦略プラン策

定のための説明会及びワークショップを開催 

・強化戦略プラン策定のための「ガイドブック」の制作（オリ・パラ

NF に配布） 

・協働チーム（JOC、JPC、JSC、JSPO（オブザーバー））によるコンサ

ルテーションの実施 

夏季第 1回：オリンピック 5/50（平成 28 年度中に 43/50 実施済） 

冬季第 1回：オリンピック 15/15、パラリンピック 5/5 競技種別 

夏季第 2回：オリンピック 48/50、パラリンピック 26/26 競技種別 

  JOC、JPC、JSC から構成されたハイパフォーマンス戦略本部を 3回

開催し、協働チームによるコンサルテーションの進捗状況の共有及

び競技団体が抱える課題解決の検討を行った。 

 

■女性アスリートへの支援の取組状況 

（１）保育サポート 

子育て中のアスリートに加え、コーチ・指導者にも利用範囲を広げ取

り組んだ。利用日数 118 日・利用人数 149 人 

※利用人数は、預かった子どもの延べ人数 
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ート等がトレーニ

ングに集中できる

よう、引き続き託

児室を適切に運営

する。 

 

 

（２）人材育成プログラム 

女性アスリートのデュアルキャリア・セカンドキャリア支援の一環

として、スポーツ界に貢献できる適切な知識やスキルを身につけるた

め、JISS 内各分野の業務を広く経験するプログラムを 6 名に対して実

施。※年度途中における退職者 2名を含む 

 

■トレーニング環境の整備に係る関係団体との連携 

JOC と定期的なミーティングを実施（年 12 回実施）し、トレーニン

グ環境の整備における課題等の情報を共有。あわせて NF の意見の把握

に努め、効果的にトレーニング施設を提供。 

 （３）アスリートが

国際競技大会等

において良好な

コンディション

で競技を行える

よう、スポーツ外

傷・障害及び疾病

に対し、専門スタ

ッフにより、診

療・アスレティッ

クリハビリテー

ション等を実施

する。 

 

（３）スポーツ診

療・リハビリテ

ーション 

アスリートが

オリンピック競

技大会やパラリ

ンピック競技大

会をはじめとす

る国際競技大会

において、良好

なコンディショ

ンで競技を行え

るよう、スポー

ツ外傷・障害、疾

病 に 対 す る 診

療・アスレティ

ックリハビリテ

ーション、心理

カウンセリング

の実施及び障害

等の予防法に関

する啓発等を行

う。 

 

（３）スポーツ診

療・リハビリテ

ーション 

アスリートが良

好なコンディショ

ンで競技を行える

よう、メディカル

チェック、スポー

ツ外傷・障害、疾病

に対する診療・ア

スレティックリハ

ビリテーション、

心理カウンセリン

グ、栄養相談の実

施及び障害等の予

防法に関する啓発

等を行う。 

特に、アスレテ

ィックリハビリテ

ーションについて

は、宿泊施設、トレ

ーニング施設、Ｈ

ＰＧ、栄養指導な

どＪＩＳＳの資源

を最大限に活用し

たサービスを提供

する。 

平昌冬季オリン

ピック・パラリン

ピックで設置する

＜主な定量的指標＞ 

・診療日数等 

・利用者人数・利用

者人数 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・スポーツ診療･ア

スレティックリハ

ビリテーション等

の実施状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

アスリートが国際競

技大会等において良

好なコンディショニ

ングを保つために貢

献しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■診療・アスレティックリハビリテーション等の実施状況  

（１）メディカルチェック及び外来診療の実施状況 

競技者に対して医学的な測定・検査・診察を行い、データの提供や結

果についてのアドバイスを迅速かつ的確に実施。また、2018 年平昌大

会の派遣前チェック等を実施した。 

診療においては特に画像検査を当日に施行することで、迅速な診断、

早期治療、早期競技復帰を可能としている。 

・メディカルチェック：延べ 1,557 名（内パラアスリート 10名） 

・外来診療受診件数：延べ 16,819 件（内パラアスリート 411 件） 

 （診療科別） 

内科：2,425 件 

整形外科：3,578 件 

リハビリテーション 8,556 件 他 

（検査部門） 

画像検査部門（MRI,CR,CT 等）：6,592 件 

臨床検査部門（血液検査、心電図、呼吸機能等）：9,077 件 他 

 

（２）JISS 施設を活用したアスレティックリハビリテーションの実施 

JISS 施設（HPG・宿泊施設）の活用及び医師、栄養相談、心理カウン

セリングなど他部門と協調し総合的なリハビリテーションを実施し

た。HPG の特殊な測定機器を用いた科学的評価に基づく機能障害の抽出

や、低酸素室に代表される科学的アプローチを用いたリハビリテーシ

ョンを実施し、アスリートの早期の競技復帰やパフォーマンス向上に

大きく役立った。 

アスレティックリハビリテーションとの連携件数 

・宿泊延べ利用者数：3,333 件 

・HPG 延べ利用者数：1,072 件 

 

 

【スポーツ診療・リハビリテーショ

ン】 

HPG の特殊な測定機器を用いた科

学的評価に基づく機能障害の抽出や、

低酸素室に代表される科学的アプロ

ーチを用いたリハビリテーション、宿

泊施設の活用、医師、栄養相談、心理

カウンセリングなど JISS の資源を活

用した総合的なリハビリテーション

を実施し、アスリートの早期の競技復

帰やパフォーマンス向上に大きく役

立った。 

2018年平昌大会ではHPSCのメディ

カルスタッフとしてドクターとトレ

ーナーを派遣し、選手のリカバリーや

コンディション維持にも寄与するこ

とができた。 

そのほかにも、JISS－IF ドクター

協議会等の開催を通じて、多方面にわ

たり連携を強化することができた。 

女性アスリートに対しては、受託事

業の女性アスリート育成・支援プロジ

ェクトとも連携し、電話相談の実施

や、女性スポーツメディカルネットワ

ークの会議の開催を通じて、サポート

の充実を図ることができた。 

以上の取組により、アスリートによ

り質の高いサービスを提供すること

ができ、アスリートの外傷・障害から

の早期の競技復帰やパフォーマンス
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ハイパフォーマン

ス・サポートセン

ターへスタッフを

派遣するなど日本

選手団への支援を

行う。 

メディカルネッ

トワークについて

は、ＪＯＣの医学

サポート部会やＪ

ＰＣの強化委員

会、ＮＦの強化ス

タッフと連携し、

合宿等の練習現場

や競技会を訪問

し、スポーツ外傷・

障害の予防及びコ

ンディショニング

等のアドバイスを

行うとともに、ド

クター協議会を開

催し各種メディカ

ル情報を共有する

とともにネットワ

ーク構築の強化を

図る。 

女性アスリート

が抱える女性特有

の課題や悩みに対

応する電話相談窓

口の利用促進及び

日本国内の女性ス

ポーツメディカル

スタッフ（ドクタ

ー・トレーナー）間

のネットワークの

構築・強化を図り、

女性アスリートに

対するメディカル

サポートの充実を

図る。 

（３）メディカルネットワーク 

JOC の依頼により、第 29回ユニバーシアード競技大会（台北/台湾）

に本部ドクターとトレーナーを 1名ずつ、2018 年平昌大会に、事前調

査（第 3回 JOC-NF 合同事前調査）を含めて本部ドクター1名を派遣し

た。また NFとの連携では、夏季競技 3種目 4大会（レスリング 2回、

体操およびフェンシング）にそれぞれドクター1 名を派遣し、競技団

体のスタッフとの連携を強めるとともに、それぞれの大会での好成績

に貢献することができた。 

また、 国際競技連盟（IF）ドクター協議会を通じて、DSD （性分化

疾患）と  国際オリンピック委員会（IOC）トランスジェダーガイドに

ついて、あるいは Safeguarding athletes などの情報を共有できた。 

さらに、IOC Medical and Scientific Commission Meeting から招待

を受け、他八つの IF メディカル会議に、それぞれドクター1 名を派遣

し、情報収集を行うとともに各国医師との交流を図った。 

・IOC Advanced Team Physician Course（アンタルヤ/トルコ）他 8

回国際会議に参加。 

  

（４）女性アスリート電話相談窓口 

 女性特有の課題等、女性アスリートが抱える悩みについてサポート

するため、電話相談窓口にて相談を実施。 

 ・相談延べ件数：99件 

 

（５）女性スポーツメディカルネットワークの構築 

平成 24 年度より活動を開始し、平成 29年度末時点の登録者数は 158

名となった。 

女性スポーツメディカルネットワーク会議を開催し、女性医師、女性

トレーナーとの情報共有及び意見交換を実施した。 

開催日：平成 29 年 11 月 18 日 

出席者：延べ 150 名 

の維持･向上に寄与することができ

た。 
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国立障害者リハ

ビリテーションセ

ンター等の関係機

関と情報交換及び

共同研究などを実

施し、パラリンピ

ックアスリートの

診療やリハビリテ

ーションの充実を

図る。 

 （４）事業の実施に

当たっては、外部

有識者で構成す

る評価委員会に

よる外部評価を

実施するととも

に、評価結果や意

見等を各年度の

事業に反映させ

るなど、効果的・

効率的に事業を

実施する。 

 

（４）外部有識者

による評価の実

施 

外部有識者で

構成する評価体

制を整備し、事

業実施の事前及

び事後に外部評

価を実施すると

ともに、評価結

果や意見等を各

年度の事業に反

映させるなど、

効果的・効率的

に事業を実施す

る。 

 

（４）外部有識者

による評価の実

施 

外部有識者で構

成するＪＩＳＳ業

績評価委員会（以

下「業績評価委員

会」という。）にお

いて、国際競技力

向上のための研

究・支援業務実施

の事前及び事後に

外部評価を実施す

るとともに、評価

結果や意見等を次

年度の事業に反映

させるなど、効果

的・効率的に事業

を実施する。 

＜その他の指標＞ 

・評価結果 

・外部有識者で構成

する評価体制、及

び結果の反映状況 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

外部評価を踏まえ、

効率的・効果的な事

業を実施している

か。 

 

 

■外部評価の実施状況 

7 名の外部有識者（大学教授等）を委員とする JISS 業績評価委員会

を平成 30 年 5 月 14 日に開催。評価については『独立行政法人の評価

に関する指針』（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）の評定区分を参考

に、平成 29 年度の事後評価を受けた。 

評価結果： 

1. スポーツ医・科学研究事業：「A」 

2. スポーツ医・科学支援事業：「A」 

3. スポーツ診療事業：「A」 

（主な意見） 

・論文数の増加、高いインパクトファクターの獲得、学会賞受賞など

研究の成果について評価できる。 

・支援事業は昨年より格段の進歩を認め、パラ選手の支援を含めた

活動推進は2018年平昌大会でも成果をあげたことが明らかであり

評価する。 

・現在の少人数スタッフで診療面のサポートの充実がなされ、数値

目標を上回る成果が認められたことは評価できる。 

 

また、HPC におけるスポーツ医・科学、情報に関する研究、研究の成

果を活用した競技水準の向上のための支援等について、専門的見地か

らの意見又は助言等を得るため、学識経験等を有する外部専門家又は

外部有識者に HPC アドバイザーを委嘱し、事業の在り方について意見

を受けた。 

 

■評価結果の反映状況 

・平成 28 年度事後評価おいて受けたパラアスリートへの支援や、研究

成果を支援に活かしてほしい等の意見については、HPC 業務運営会議

にて報告後、事業部会等を通じて当該担当研究員等に周知し、研究・

支援・診療業務へ反映を行った。 

 

 

【外部有識者による評価】 

委員からは、平成 28 年度事後評価

にて意見があったパラアスリートへ

の支援や、研究成果を支援に活かすこ

とについての努力が見られ、2018 年

平昌大会での成果に繋げたことは評

価に値するとの講評を受け、全事業に

おいて「A」評価を得た。 

外部評価における意見については、

事業部会を通じて当該研究員に周知

することで、研究・支援・診療事業の

改善に繋げることができた。 
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 （５）関係行政機関

等からの受託事

業について、当該

事業目的の達成

に資するよう、セ

ンターの持つ専

門的能力を活用

し実施する。 

 

（５）関係行政機

関等からの受託

事業 

関係行政機関

等からの受託事

業について、当

該事業目的の達

成 に 資 す る よ

う、センターの

持つ専門的能力

を活用し実施す

る。 

（５）関係行政機

関等からの受託

事業 

関係行政機関等

からの受託事業に

ついて、当該事業

目的の達成に資す

るよう、センター

の持つ専門的能力

を活用し実施す

る。また、再委託事

業の実施に当たっ

ては、経理処理に

かかる統制管理を

徹底するなど、適

正な執行に努め

る。 

 

＜主な定量的指標＞ 

・受託件数 

・実績額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・受託事業におけ

る、センターの専

門的能力の活用状

況。 

 

 

＜評価の視点＞ 

センターの持つ専門

的能力を活用し、各

受託事業の目的を達

成しているか。 

■受託事業の概況  

受託件数 5 件、実績額 2,473,891 千円 

受託事業 委託者 
実績額 

（千円） 

ハイパフォーマンス・サポート事業 

 

スポー

ツ庁 

1,382,560 

女性アスリートの育成・支援プロジェクト  

ア）女性アスリートの戦略的強化に向けた

調査研究 
12,820 

イ）女性アスリートの戦略的強化・支援プロ

グラム 
249,902 

HPC の基盤整備 814,866 

NTC 競技別強化拠点施設活用事業（ボート） 13,743 

 

（１）ハイパフォーマンス・サポート事業 

以下の取組により、サポートの充実を図った。 

・スポーツ医・科学、情報分野の専門スタッフ（ケア・トレーニング、

栄養、心理、映像・分析、情報戦略等）を配置し、ターゲット競技

種目競技の合宿等活動に帯同し、トップアスリートを支援 

・JISS が有する研究成果やノウハウ、施設・機能の活用。 

 ・2018 年平昌大会において、ハイパフォーマンス・サポートセンタ

ー（HPSC）を、オリンピックでは雪上競技系の競技エリア（マウン

テンクラスター／MC）と氷上競技系の競技エリア（コースタルクラ

スター／CC）の２か所、パラリンピックでは雪上競技系の競技エリ

ア（MC）に設置し、選手やスタッフの要望を反映し、特にトレーニ

ングルームの機能を充実させるなど、競技・試合に向けた最終準備

に必要な機能を選択できる環境を提供。 

 

 開設期間 オリンピック  2018 年 2 月 4 日～2月 25 日 

      パラリンピック 2018 年 3 月 4 日～3月 18 日 

（サポート機能） 

  コンディショニングミール、リカバリーミールボックスの提供 

  ケア、トレーニング、映像分析、用具調整エリアの設置 

メディカル（医療相談）、心理相談の実施 

（延べサポート利用者数） 

  オリンピック  MC 871 名  CC 1,216 名 

パラリンピック MC 896 名 

 

選手・スタッフからは、「選手村は、必要なトレーニング器具が不

足していたことから、集中できる環境が整えられている HPSC の存在

が大きかった」「日本に戻ったような感覚になり、いつものペースに

なれた」という声をいただいた。 

【関係行政機関等からの受託事業】 

関係行政機関等からの受託事業に

ついて、センターが有する JISS 及び

NTC 施設、JISS におけるスポーツ医・

科学、情報の研究成果及び研究員・メ

ディカルスタッフをはじめとした人

的資源の効果的な活用により、その目

的を着実に達成した。 

特に、ハイパフォーマンス・サポー

ト事業において、2018 年平昌大会開

催時に現地に設置したハイパフォー

マンス・サポートセンターは、選手・

スタッフから高い支持を得たほか、冬

季パラリンピックについては、他国で

もあまり類を見ない取組として初め

て設置し、パラリンピックアスリート

の可能性を十分に引き出し、成果に繋

げることに JSC が大きく関与した。 

女性アスリートの戦略的強化・支援

プログラムについては、妊娠期・産後

期のトレーニング支援をするととも

に、「国際女性デーカンファレンス」

を開催して取り組む事業の成果を広

く還元するなど、女性のスポーツの世

界での活躍を推進する取組を行った。 

ハイパフォーマンスセンターの基

盤整備については、メディカル、トレ

ーニング、競技映像、栄養などの各種

情報を一元的に管理、活用できるシス

テムを構築し、アスリートが自己管理

したほか、JISS の研究員とコミュニ

ケーションができる環境を新たに整

備した。 

また、2018 年平昌大会向け、用具・

器具の開発・提供し、メダルを獲得（3

プロジェクト／金 2、銀 5、銅 3）に

寄与した。 
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（２）女性アスリートの育成・支援プロジェクト 

 ①女性アスリートの戦略的強化に向けた調査研究 

2 テーマについて、調査研究をまとめ、その成果について学術誌へ

の投稿や、報告書及びリーフレットを作成し、関係団体等に配布を行

った。（配付団体数等 1,115 団体等、配布部数 2,150 部） 

「ドーピング検査によるコンディション悪化の防止」に関しては、

乾燥ろ紙血液スポット（DBS）を試料とした分析法の開発を実施し、

IOC の国際会議にて研究成果を公表。世界アンチ・ドーピング機構

（WADA）もドーピング検査への DBS 導入の有効性を認め、今後の導

入へ向けて作業が開始される見込みとなった。 

②女性アスリートの戦略的強化･支援プログラム 

女性アスリートの国際競技力向上を目的とし、女性特有の課題に

対応した強化等や医・科学サポート支援に関する以下のモデルプロ

グラムを実施し、「国際女性デーカンファレンス」を開催して、事業

成果の還元を図った。 

女性アスリート支援プログラムでは、妊娠期・産後期のトレーニン

グについて、早期競技復帰、母子ともに健康な妊娠・出産を目指すア

スリートのトレーニングや産後評価を実施。また、女性エリートコー

チ育成プログラムでは、NF のコーチ育成の新規的取組に貢献すると

ともに、成果を冊子及び DVD にまとめ、JOC、JPC 等関係団体に配布

した。プログラム参加者は、平成 30年度から女子バスケ B代表のコ

ーチに就任した。 

（実施プログラム） 

  ・女性アスリート強化プログラム 

   ・女性アスリート支援プログラム 

・女性エリートコーチ育成プログラム 

 

（３）HPC の基盤整備 

 平成 29年度から新たに HPC の基盤整備（機能強化）を図るため体制

を整備し、必要な取組を実施した。 

① 情報収集、分析、国際連携に関する取組 

 ・諸外国のメダル獲得戦略、選手強化方法などのハイパフォーマンス

に関する情報を公開情報により収集し、レポート化を実施すると

ともに、収集した情報を、我が国の競技力の客観的な分析によるメ

ダル獲得の可能性など三つの観点で分析、評価を行った。 

  （レポート例、提供数等） 

   ・国別レポートの作成（英国などのべ 8か国） 

   ・定量分析レポート 33件 

 ・人材育成、情報収集等に資する国際ネットワークの構築及びそれら

を活用した NF間や HPC 間の国際連携促進の支援を実施した。 
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４．その他参考情報  

特になし 

 

 
 
 
 
 
 

（活動内容例（数）） 

 ・情報収集、提供、連携促進支援、人事交流（39） 

（海外ネットワーク活用実績（数）） 

 ・17 か国（34 組織） 

②競技用具の機能を向上させる技術等を開発する取組 

JSC が所有する機能やこれまで蓄積してきた知見を駆使して直接

科学的根拠の確認を行い、開発のアイデアを出しながら、企業等と

行うプロジェクト及び公募により選定された NF、大学、企業等が、

NF のニーズ等に基づき実施し、JSC において進行管理を行うプロジ

ェクトにより、競技力強化に確実に影響を及ぼす用具・器具の開発

を実施した。ジャンプスーツの開発では、風洞実験棟にて空気透過

量・空力特性などを検証し、開発したスーツを 2018 年平昌大会で

活用した結果、メダルの獲得に貢献した。 

  （プロジェクトの活用結果） 

2018 年平昌大会向け：4プロジェクト 

※開発品を提供、活用した競技にてメダルを獲得（3プロジェク

ト／金 2、銀 5、銅 3） 

③トップアスリート等が必要な情報を迅速に取得できるシステムの

構築 

HPC におけるメディカル、トレーニング、競技映像、栄養などの

各種情報（10 のシステムによる情報）を一元的に管理、活用できる

システムを構築（本事業の経費は充当していない。）するとともに、

分野横断した六つの項目を設定しシステムの有効活用に資する体制

を整えたことにより、アスリートが自己管理したほか、JISS の研究

員とコミュニケーションができる環境が整備された。 

 

（４）NTC 競技別強化拠点施設活用事業  

NTC 競技別強化拠点施設に指定されている国立戸田艇庫では、専任

スタッフの下、トレーニング機器や測定・分析機器を活用しながら、

選手強化のための拠点として支援活動を実施した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－（A） スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める幅広いスポーツ施策の推進に当たっ

て、貴重な財源として有効活用することが期待されており、さらに、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催等に向けた

要請が加わり、重要度が高い。 

また、縮小傾向にあるくじ市場において、競争力を高めながら、限

られた予算で効果的・効率的な販売促進等を行い、着実に目標の売

上及び収益を確保する必要があり、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目

標 

基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

スポーツ振興基

金収入（千円） 

－ 781,424 

 

821,197 

 

668,145 

 

603,101 581,937 301,561 予算額（千円） 21,178,343 19,700,264 26,583,287 25,239,766 25,599,892 

スポーツ振興く

じ売上（千円） 

－ 86,106,088 

 

108,055,837 

 

110,797,113 

 

108,419,136 111,796,426 108,024,602 決算額（千円） 19,020,994 20,057,184 25,088,010 24,553,940 28,310,034 

        経常費用（千円） 104,309,417 107,139,938 112,351,493 122,141,412 117,664,622 

        経常利益（千円） 5,978,199 5,711,476 4,177,582 26,747 2,260,713 

        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 51.3 54.8 58.7 56.3 53.9 

※ 従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第 1位まで）を記載。 

※ 予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ スポーツ振

興のための助成 

 スポーツ振興

基金、スポーツ振

興投票及び競技

３ スポーツ振興

のための助成に関

する事項 

 スポーツ振興基

金、スポーツ振興投

３ スポーツ振興のた

めの助成に関する事

項 

スポーツ振興基金及

び競技力向上事業等に

＜主な定量的指標＞ 

・スポーツ振興基金

の助成財源 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

【スポーツ振興基金】 

■スポーツ振興基金助成財源：301,561 千円 

（１）スポーツ振興基金収入 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 スポーツ振興基金につ

いては、国庫返納に伴う基

金原資の減及び市場金利

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね

着実に業務が実施されたと認められ

るため。 
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力向上事業等に

よる助成の実施

に当たっては、制

度創設の趣旨及

びスポーツ基本

計画等の国の施

策を踏まえ、安定

的・計画的 な助

成に配慮しつつ、

効果的な助成を

行う。 

（Ａ）助成財源の

確保 

（１）スポーツ振

興基金につい

ては、スポーツ

の振興に果た

す役割をより

効果的なもの

にするため、適

正な運用に留

意しつつ、基金

を有効に活用

するための方

策を検討する。

また、民間から

の寄附金を募

る等により基

金の増額に努

める。 

  スポーツ振

興くじの販売

に当たっては、

売上向上及び

経費節減に努

め、より多くの

助成財源を確

保する。 

（２）スポーツ振

興基金、スポー

ツ振興投票及

票及び競技力向上

事業等による助成

の実施に当たって

は、制度創設の趣旨

及びスポーツ基本

計画等の国の施策

を踏まえ、安定的・

計画的な助成に配

慮しつつ、効果的な

助成を行う。 

（Ａ）スポーツ振興

助成のための安

定的な財源の確

保 

（１）より多くの助

成財源の確保 

① スポーツ振興

基金 

  基金のスポー

ツの振興に果た

す役割をより効

果的なものにす

るため、外部の専

門家の意見等を

十分に踏まえら

れるよう運用体

制を整備し、運用

基準等に留意し

つつ、基金を有効

に活用するため

の方策を検討す

る。また、民間か

らの寄附金など

により基金の増

額に努める。 

② スポーツ振興

投票 

  助成財源の安

定的な確保のた

め、次をはじめと

した取組により、

よる助成の実施に当た

っては、制度創設の趣

旨及び「スポーツ基本

計画」等の国の施策を

踏まえ、安定的・計画的

な助成に配慮しつつ、

事業の効果的・効率的

な実施を図る。 

（Ａ）スポーツ振興助

成のための安定的な

財源の確保 

（１）より多くの助成

財源の確保 

スポーツ振興基金

がスポーツの振興に

果たす役割をより効

果的なものにするた

め、外部の専門家の

意見等を十分に踏ま

えられるよう運用体

制を整備し、運用基

準等に留意しつつ、

基金を有効に活用す

るための方策を検討

する。また、民間から

の寄附金などにより

基金の増額を図るた

め、寄附金付自動販

売機の設置等の拡充

策を検討する。 

（２）助成制度の趣旨

の普及・浸透 

助成を受けたスポ

ーツ団体等に対し、

当該事業がスポーツ

振興基金又は競技力

向上事業等による助

成金の交付を受けて

行われたものである

ことを、各団体のホ

ームページ、看板等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・寄附金付自動販売

機の設置台数寄附

付金額 

 

 

 

 

 

・寄附件数、金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ振興基金

の額 

 

 

 

 

 

 

区分 H27 H28 H29 

運用収入（千円） 583,765 563,750 283,042 

寄附金収入（千円） 19,336 18,187 18,519 

合計（千円） 603,101 581,937 301,561 

※運用収入に、不要財産の国庫納付に係る債券の売却による簿価超

過額（平成 28 年度：1,709,578 千円、平成 29 年度：332,148 千

円）は、含めていない。 

※国庫返納に伴う基金原資の減及び市場金利の低下等により運用益

が減少した。 

※寄附金収入：寄附金付き自動販売機として設置した自動販売機の

売上の一部を寄附金として受領した。 

 

（２）寄附金付き自動販売機の設置状況：平成 29 年度は新たに 51

台を設置 

区分 H27 H28 H29 

設置台数（台） 252 296 347 

寄附金額（千円） 19,336 18,187 18,519 

※1 台当たりの寄附金額が減少傾向にあるため、設置台数の増に努

めている。 

 

（３）寄附金の受入状況：平成 29 年度は 1,573 千円を基金原資へ組

入 

区分 H27 H28 H29 

件数 

（件） 

法人 8 5 2 

個人 67 67 36 

合計 75 72 38 

寄附金額 

（千円） 

法人 404 332 10 

個人 1,075 1,424 1,563 

合計 1,479 1,756 1,573 

※個人からの寄附は、Club toto 会員のポイントプログラムを通

じた個人からの寄附の入の増による増 

 

■スポーツ振興基金（原資）の状況 

（１）スポーツ振興基金資産残高：10,733,204 千円 

区分 H27 H28 H29 

前年度末資産残高（千円） 29,478,396 28,229,875 13,231,631 

寄附額（千円） 1,479 1,756 1,573 

国庫返納額（千円） 1,250,000 15,000,000 2,500,000 

資産残高（千円） 28,229,875 13,231,631 10,733,204 

 

の低下等により運用益が

減少している中、適切な運

用及び寄附受入れの継続

的な取組により、301,561

千円の助成財源を確保す

ることができた。 

 スポーツ振興くじにつ

いては、年度後半は主力商

品であるBIGのキャリーオ

ーバー額水準が低迷する

状況であったが、BIG1 等最

高当せん金額を引き上げ

た開催回（キャリーオーバ

ー発生時 10 億円、キャリ

ーオーバー無し時 7億円）

を 2回実施したほか、新た

な取組として、キャリーオ

ーバーの有無に関わらず 1

等最高当せん金額を 7 憶 7

万7千円に引き上げた臨時

特別回を実施するととも

に、効果的・効率的な広告

宣伝の実施に努めたこと

により、約 1,080 億円の売

上を確保した（対計画比約

98.2%）。 

また、国内のくじ市場で

は第三期中期目標期間初

年度である平成 25 年度以

降、平成 28 年度売上額が

平成 25 年度比で約 90.1%

となるなど中期的に減少

傾向を示している中、スポ

ーツ振興くじにおいては、

平成 25 年度にスポーツ振

興くじ史上初めて1,000億

円を超える約1,080億円を

確保して以降、5 年連続で

1,000 億円以上の売上額を

達成しており（平成 29 年

度の売上は平成 25 年度比

 

＜評価すべき実績＞ 

・当せん金額を引き上げた臨時特別回

を実施するなど、新たな売上の維持

向上策を実施している。 

・広告宣伝については、より効果的な

ものとなるよう継続的にその効果を

検証している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 
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び競技力向上

事業等の制度

が国民に理解

され、制度が広

く社会に浸透

するよう工夫

を行う。 

  スポーツ振

興くじの販売

に当たっては、

青少年の健全

育成に配慮す

る観点から、適

切な販売が行

われるよう、定

期的な調査・販

売員の研修等

を行う。また、

特に国際大会

等の試合を対

象としたくじ

の販売に当た

っては、試合の

指定や結果の

確認等を適切

に行う。 

 

 
 

売上の維持・拡大

及び業務経費の

更なる適正化に

努める。 

 ア 特約店販売

について、一定

規模の売上実

績がある業種

等の店舗数の

拡充などを図

る。コンビニエ

ンスストア販

売について、販

売・払戻を実施

していること

のさらなる認

知の促進など

を図る。インタ

ーネット販売

について、モバ

イル販売の充

実などを図る。 

 イ 広告宣伝の

効果の検証に

ついて第三者

によるものを

含めて適確に

行い、その効率

性・有効性を高

める。 

 ウ 当せん金の

最高限度額の

引き上げ、国際

大会等の試合

への対象拡大

など、現行商品

の改良、新商品

の開発等を検

討・実施する。 

 エ 「業務効率化

ワーキンググ

に明示することを求

めるとともに、制度

の趣旨が、国民に容

易に理解され、広く

社会に普及・浸透す

るよう努める。 

 

２９事業年度事業計画

（スポーツ振興投票等

業務） 

売上金として１，１

００億円、平成３０年

度以降の助成財源とし

て１９７億円を確保す

ることを目標とし、本

年度は、次の事項に重

点的に取り組む。 

（１）スポーツ振興投

票の適正な実施 

①スポーツ振興投票の

実施回数等 

Ｊリーグ又は指定組

織（スポーツ振興投票

の実施等に関する法律

第５条の２）主催の試

合からスポーツ振興投

票の対象となる試合を

指定し、文部科学大臣

に届け出た種類によ

り、スポーツ振興投票

を 80回程度実施する。 

②調査及び販売員へ

の研修等の実施 

販売チャネルの充実

や購入者に対するサー

ビス向上に努める一方

で、19 歳に満たない者

の購入を防止するな

ど、スポーツ振興投票

券が適切に販売される

よう、定期的に調査の

＜その他指標＞ 

・制度趣旨の普及・

浸透（助成事業で

あることの明示

等） 

 

 

 

 

 

・外部の専門家の意

見等を踏まえられ

るよう運用体制の

整備 

 

 

 

・スポーツ振興基金

を有効に活用する

ための方策の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・スポーツ振興くじ

の助成財源 

・スポーツ振興くじ

の収益額 

■助成制度の普及 

（１）助成団体の協力による広報活動 

 ①ロゴマーク等の表示の徹底 

  助成事業者が公表すべき情報について、交付要綱等の規定に基

づき、募集の手引きで明確に記載し周知（スポーツ団体が約 170

件の事業を実施） 

 ②大会等での広報活動の実施 

  スポーツ競技会やトップリーグの試合会場における PR 横断幕

の設置等、助成団体等と協調した広報活動を実施した。 

 

■スポーツ振興基金運用体制の整備状況 

 運用に関しては、日常的に金融機関との意見交換や情報収集を実

施。 

 なお、専門家の常駐や運用の外製化は不要とのコンサルタントの

提言を受け検討を行った結果、意思決定をより上位の役職に変更す

るなど内部統制の再点検を実施、運用体制を整備した。 

 

■基金の有効活用のための方策 

 スポーツ振興基金の有効活用に関する会計検査院の指摘（平成 23

年度決算検査報告）を受けて、基金の運用をより効率的に実施する

ための方策を検討する目的で平成 24 年度に委託したコンサルタン

トの提言を踏まえ、検討した結果、以下のように対応した。 

・仕組債の新規取組の見合わせについて 

⇒マーケット環境に左右されやすい商品であるため、安定的な運

用を実施するために提言どおり見合わせを決定 

・A格事業債の取組の検討について 

⇒A 格事業債への投資による信用リスクの拡大については安全性

への配慮から見合わせを決定 

・専門家の常駐、運用の外製化の必要性について 

⇒提言のとおり、国債、地方債等により満期保有目的で運用を行っ

ている現状において、専門家の常駐、運用の外製化は必要なし

と判断 

 

 

 

 

【スポーツ振興くじ】 

■スポーツ振興くじの収益：約 247 億円 

 （内訳）国庫納付金：約 62億円 

     スポーツ振興投票事業準備金繰入：約 185 億円 

（１）くじ助成財源の確保の状況 

同等の約 100.0%）、安定的

な助成財源の確保ができ

ていることから、Ｂ評価と

する。 

 

<平成29年度における主な

取組> 

▼スポーツ振興基金 

1.スポーツ振興くじによ

る助成を受けてクラブ

ハウスやグラウンドの

整備等を行う団体に対

し、寄附金付き自動販売

機設置の案内を行い、設

置台数の増加に努めた。 

2.ウェブサイト等を活用

して、スポーツ振興基金

への理解を促進し、より

多くの寄附につなげた。 

 

▼スポーツ振興くじ 

1.スポーツ振興投票につ

いては、販売促進による

売上向上、効率化による

業務経費の適正化、制度

の趣旨の普及・浸透、公

正な販売の確保に取り

組んだ。 

2.販売店の確保に努め、顧

客の購入機会を拡大し

た。 

3.新たな購入者層の獲得

や既存の購入者の定着

を図るため次の取組を

行った。 

①BIG１等最高当せん金額

を引き上げた開催回の

実施 

②海外サッカーを対象と

したくじの販売 

4. 効果的・効率的な広告
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ループ報告書」

（平成 24 年 8

月 29 日文部科

学省独立行政

法人評価委員

会スポーツ・青

少年分科会 日

本スポーツ振

興センター部

会業務効率化

ワーキンググ

ループ）（以下

「業務効率化

ＷＧ報告書」と

いう。）の報告

に基づき、契約

形態の見直し

等を行う。 

（２）制度の趣旨の

普及・浸透及び公

正性の確保 

 ① 助成を受け

たスポーツ団

体等に対し、当

該事業がスポ

ーツ振興基金、

スポーツ振興

投票又は競技

力向上事業等

による助成金

の交付を受け

て行われたも

のであること

を、各団体のホ

ームページ、看

板等に明示す

ることを求め、

制度の趣旨が、

国民に容易に

理解され、広く

社会に普及・浸

実施、販売員の研修等

を行う。 

③国際大会・海外サッ

カーリーグの試合を対

象としたくじの適切な

販売等 

国際大会・海外サッカ

ーリーグの試合を対象

としたくじの販売に当

たっては、情報配信先

の選定など、正しい情

報を取得するための環

境を整備することによ

り、試合の指定や試合

結果の確認等を適切に

行う。また、国際機関等

で行われている、スポ

ーツの公正性の確保に

係る試みについて、情

報収集に努める。 

（２）スポーツ振興投

票の効果的・効率的な

実施 

① 売上確保への取組 

ア 商品等検討の実施 

安定的な売上確保のた

め、市場調査の分析を

踏まえた新商品の開発

や、広告・宣伝の評価結

果等から導き出された

より効果的・効率的な

広告を実施するなど、

スポーツ振興投票事業

の継続的な成長に向け

た検討を行う。 

イ 販売チャネルの拡

充等による販売方法の

工夫 

toto 特約店は、一定の

売上規模がある業種等

の店舗数の拡充、コン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ振興くじ

の売上額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・販売チャネルの拡

充、販売店数 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・売上の維持・拡大 

・現行商品の改良及

び新商品開発等の

実施 

 

 

 

区分 H27 H28 H29 

売上金額（千円） 108,419,136 111,796,426 108,024,602

運営費（千円） 20,841,914 19,199,797 18,802,460

準備金繰入額（千円） 19,000,084 19,882,458 18,527,945

国庫納付金（千円） 9,485,902 6,627,486 6,175,982

※平成 28 年度については、独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー法の改正により、平成 27 年度に対して国庫納付金が減少した。 

 

（２）くじ種別の実施状況（H29） 

区分 

開催 

回数 

（回） 

売上金額 

（千円） 

平均売上金額

（千円） 

発券枚数 

（枚） 

平均購

入単価

（円） 

予想

系 

くじ 

toto 54 7,917,246 146,616 7,941,472 997

mini toto 70 1,738,815 24,840 3,316,076 524

toto 

GOAL3･2 
79 1,867,400 23,638 2,626,532 711

小計 79 11,523,461 164,621 13,884,080 830

非予

想系 

くじ 

BIG 51 67,506,728 1,323,661 54,544,676 1,238

100 円 BIG 51 13,812,740 270,838 28,916,150 478

BIG1000 51 8,944,887 175,390 14,068,523 636

mini BIG 51 6,236,786 122,290 10,668,375 585

小計 51 96,501,141 1,892,179 108,197,724 892

合計 80 108,024,602 1,350,308 122,081,804 885

 

 

■販売体制の整備状況 

（１）販売店舗数：53,900 店舗（前年度比 700 店舗増） 

（２）公式・提携サイト数：9サイト（前年同） 

区分 H27 H28 H29 

販
売
店
舗 

toto 特約店（店舗数） 2,400 2,400 2,400 

コンビニエンスストア 

（店舗数） 
50,300 50,800 51,500 

小計 52,700 53,200 53,900 

公式・提携サイト（サイト数） 9 9 9 

※店舗数の数字は、100 未満四捨五入 

 

■売上の維持・拡大策 

（１）BIG 当せん金高額化販売の実施 

BIG1 等最高当せん金額を引き上げた開催回（キャリーオーバー発

生時 10 億円、キャリーオーバー無し時 7 億円）を 2 回実施したほ

か、1 等最高当せん金額を 7 憶 7 万 7 千円に引き上げた臨時特別回

を実施した。 

・実施時期：平成 29 年 7月・11 月、平成 30年 1月 

・売上金額：98 億円 

宣伝を実施するため、各

種調査により得られた

結果を、次回以降の広告

宣伝施策の設計やテレ

ビ CM 媒体の購入、テレ

ビCMの制作へ反映した。 

5.制度の趣旨の普及・浸透

を図るため、次の方法に

より実施した。 

①ニュースリリース等を

通じて情報を発信し、

露出機会を高めた。 

②新聞や理念 CM の放映

を効果的に活用した。 

③自社メディアを効果的

かつ積極的に活用し

た。 

④助成を受ける団体に対

し、助成事業の実施に

当たってスポーツ振興

くじのロゴマークの明

示を求めた。 

6.全国での説明会や店舗

巡回等の実施により、販

売促進施策の徹底、購入

者に対するサービス向

上に努めつつ、19歳に満

たない者の購入を防止

する等、適正な販売につ

なげた。 

 

＜課題と対応＞ 

スポーツ振興くじによ

る助成金については、「第

２期スポーツ基本計画」等

の政府方針に基づき、助成

対象団体からのニーズ等

を踏まえ、地域スポーツの

振興に欠かせない財源と

して、安定的な財源の確保

と効果的な助成を行うこ
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透するよう努

める。 

 ② スポーツ振

興投票制度の

周知のための

広報及びくじ

販売促進のた

めの広告宣伝

等を効果的に

行い、スポーツ

振興投票制度

が多くの国民

の理解を得る

ようにする。 

 ③ 青少年の健

全育成に配慮

する観点から、

スポーツ振興

くじが適切に

販売されるよ

う、定期的な調

査・販売員の研

修等を行う。 

 ④ 国際大会等

の試合を対象

としたくじの

販売に当たっ

ては、正しい情

報を取得する

ための環境を

整備すること

等により、試合

の指定や試合

結果の確認等

を適切に行う。 

ビニエンスストアは、

販売店舗の拡充及び販

売・払戻を実施してい

ることの認知の促進、

インターネットは、モ

バイル販売の充実や決

済手段の拡充を進め

る。これらにより新た

な購入者の獲得や、購

入者の定着に努める。 

（ⅰ）toto 特約店（約

2,500 店舗） 

全国のtoto売場にて販

売 

（ⅱ）コンビニエンス

ストア（約52,400店舗） 

ローソン、ファミリー

マート、サークル K・サ

ンクス、セブン－イレ

ブン及びミニストップ

にて販売 

（ⅲ）インターネット 

toto オフィシャルサイ

ト、楽天銀行 toto サイ

ト、ジャパンネット銀

行サイト、Yahoo！toto

サイト、楽天 toto サイ

ト、三井住友銀行 SMBC 

toto サイト、au toto サ

イト、住信 SBI ネット

銀行 toto サイト、じぶ

ん銀行totoサイトにて

販売 

ウ スポーツ振興投票

制度の趣旨の普及・浸

透 

（ⅰ）マスメディア等

を通じた広報の実施 

スポーツ振興投票制度

が、我が国のスポーツ

振興に重要な役割を果

 

 

 

 

 

 

 

 

・販売促進のための

広告宣伝を効果的

に行ったか。 

 

 

 

 

・広告宣伝の効果検

証 

 

 

 

 

 

・制度趣旨の普及・

浸透（助成事業で

あることの明示

等） 

・制度周知のための

広報を効果的に行

ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）海外サッカーを対象としたくじの実施状況 

 英プレミアリーグ、独ブンデスリーガ、ワールドカップ地区予選

等を対象とした開催回を 16 回実施 

・実施時期：平成 29年 8月、9月、10 月、11月～平成 30 年 2 月 

・売上金額：約 207 億円 

 

■効果的・効率的な広告宣伝の実施 

（１）販売促進のための広告宣伝の実施 

・テレビ CM、WEB 広告を中心に、接触頻度を高めるため定期的に

広告を展開する「恒常施策」や、短期集中的に広告を展開する

「集中施策」を実施。 

・テレビ、新聞、WEB を利用したパブリシティ（メディアへの積極

的な情報提供による広報活動）を実施 

 

（２）広告宣伝の効果検証 

広告宣伝の効果を以下の調査により検証 

 ・売上影響度調査：7回実施（インターネット調査） 

・テレビ CM 媒体価格調査：5回実施 

 ・テレビ CMの質調査：5回実施 

 

■助成制度の普及 

（１）助成団体の協力による広報活動 

 ・ロゴマーク等の表示の徹底 

  スポーツ振興助成として、全国において、地方公共団体やスポ

ーツ団体が実施する約 2,000 件の事業について、ロゴマーク等の

表示を行った。 

 ・助成団体の制度広報への協力度合いを審査項目に追加 

  助成団体が積極的に助成制度の趣旨を広報するよう、助成事業

の採択に当たり、助成事業の PR 協力（JSC ホームページへのリン

クバナーの掲示、広報誌等への『スポーツくじ（toto・BIG）』理

念広告の掲出等）の度合いを審査項目に追加 

 ・大会等での広報活動の実施 

  大規模スポーツ大会（第 73 回国民体育大会冬季大会等）やトッ

プリーグの試合会場における PR 横断幕の設置等、助成団体等と

協調した広報活動を実施した。 

 

（２）マスメディアを通じた広報活動 

①ニュースリリースの発信：112 件 

②新聞 

・理念広告（新聞 2紙） 

とが求められている。 

一方で、我が国のくじ市

場は長期的に減少傾向に

あることから、今後は売上

額の確保がより困難とな

ることが予想される。 

このため、新商品の検

討、販売体制の整備及び効

果的・効率的な広告宣伝を

実施することにより、引き

続き売上額の確保に努め

るとともに、平成 28 年 5

月の「独立行政法人日本ス

ポーツ振興センター法」及

び「スポーツ振興投票の実

施等に関する法律」等の改

正に伴い、スポーツ振興く

じの販売等に係る運営費

の限度額が引き下げられ

ていることもあり、不断の

業務の見直しにより、スポ

ーツ振興投票等業務の効

果的・効率的な運営が必要

となる。 

また、スポーツ振興基金

に充てるため政府から出

資を受けた原資について、

不要財産として段階的に

国庫納付（平成 29 年度に

ついては 25 億円）してい

るため、スポーツ振興基金

助成の安定的な財源確保

について検討する必要が

ある。 



30 
 

たしていることについ

て国民の理解を深める

ため、ＣＭ、グラフィッ

ク、新聞等を活用して

助成活動を紹介するな

ど、スポーツ振興投票

制度の趣旨の普及・浸

透に取り組む。 

（ⅱ）助成団体等と協

調した広報活動の実施 

助成事業を広報へ活用

するなど助成団体等と

協調した以下の活動を

充実する。 

a 大規模なスポーツ

大会やトップリーグの

試合会場にバナーを設

置 

b 助成団体が主催す

るスポーツ大会等の挨

拶の場などにおいて、

助成団体からも、積極

的に情報を発信しても

らうことを 

促す取組を実施 

c オリンピアンを活

用した取組の推進 

d 「ＳＰＯＲＴＳ Ｊ

ＡＰＡＮ アンバサダ

ー」（女子柔道五輪金メ

ダリスト谷本歩実氏ほ

か 16名）による広報活

動の推進 

エ 効果的・効率的な

広告・宣伝の実施 

ＢＩＧについて、テレ

ビＣＭやＷＥＢ広告等

広告・宣伝の効果的・効

率的な実施を図る。そ

の際には、新たな購入

者の獲得や、購入者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ振興くじ

の販売における定

量的な調査 

・スポーツ振興くじ

の販売員等の研修

等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務における契約

形態の見直し等に

よる経費削減 

 

 

③テレビ番組等における理念 CM の放映 

 平成 29 年度に作成した理念 CM「僕らは走る」篇について、

スポーツ情報番組や、様々な競技の国際大会等スポーツ振興と

親和性の高い大型スポーツコンテンツ、J リーグが開催される

スタジアムのビジョンにおいて、放映を実施 

④その他 

 J リーグが開催されるスタジアムにおいて、J リーグ公式戦

開催時にバナーを掲出 

 

（３）自社メディアを活用した広報活動 

スポーツ振興投票制度の意義を伝えるとともに、国民の意見への

傾聴や良好な関係の構築を目的とした Facebook ページの運営、ア

スリートやオリンピアンが出演するムービーを軸としたコンテンツ

を掲載するスポーツ応援サイト『GROWING』の運営のほか、平成 29

年 9 月より Instagram のアカウントを開設する等、自社メディアを

活用し情報を発信 

 

■定期的な調査・研修等の実施状況 

（１）特約店説明会等の開催 

 ・特約店本部説明会 

全国主要 6 都市（札幌市、仙台市、東京、名古屋市、大阪市、福

岡市）で開催（平成 29年 5 月） 

 ・特約店研修会 

全国主要都市（上記 6 都市含む 30 都市）で実施（平成 29 年 5・

6 月及び平成 29 年 10.11 月の 2回） 

 

（２）店舗巡回等の実施 

 平成 29 年度新規販売開始の 110 店舗を含む延べ 5,944 店舗に対

し店舗巡回等を実施 

 

（３）その他法令遵守のための取組 

・コンビニエンスストアについて、新たに販売を開始する店舗等

に周知を徹底するよう要請 

・インターネットを利用した販売に当たっては、19 歳に満たない

者へは販売することができない仕組みを継続して実施 

 

■業務等の見直し等 

（１）業務効率化ワーキンググループ報告書を踏まえた見直し 

  業務効率化ワーキンググループ報告書（平成 24 年 8 月 29 日）

に基づき、調達の見直しを実施 

 ・事務処理業務 
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定着に確実につながる

よう、広告・宣伝の効果

を第三者によるものを

含め、ＰＤＣＡ調査※

などにより継続的に検

証した上で、効果的・効

率的に実施する。 

※広告実施前後の商品

認知や購入意向の数値

の動きについての調査 

② 経営の安定化への

取組 

ア 効率的な運営によ

る経費の効率化 

継続的に実施してきた

経費節減の取組の成果

や業務効率化ワーキン

ググループの報告を踏

まえ、さらなる経費の

効率化に取り組む。 

イ 事業実施体制の整

備 

スポーツ振興投票の実

施に当たっては、民間

の経営手法を十分に活

用するため、民間コン

サルタントとの統合経

営チームを引き続き設

け、経営企画、システム

企画、広告宣伝、販売推

進等の業務を効果的・

効率的に実施する。ま

た、必要となる情報シ

ステムを適時整備す

る。 

 

 

 

 

・外部の専門家の意

見等を踏まえられ

るよう運用体制を

整備したか。 

 

 

・くじの対象試合の

指定や試合結果の

確認等を適切に行

ったか 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

基金の有効活用、よ

り多くの助成財源確

保に資するものか 

 

  当せん金の払戻業務等を行う事務処理支援業務の平成 27 年以

降の契約について、一般競争入札による業者選定を実施したこと

により、経費を削減した。 

 

（２）その他の見直し状況 

  toto 広告宣伝業務については、平成 25 年度に続き公共サービ

ス改革法の事業選定などに関するヒアリングを受けたが、これま

での取組や今後の方針などを説明し一定の評価を得ることでヒア

リングは終了となった。  

 

■試合の指定及び試合結果の確認 

 国内におけるくじの対象となる試合の指定や試合結果の適切な実

施に加え、海外サッカーを対象としたくじの販売に当たっては、試

合の指定や試合結果に関する正確な情報を取得するため、情報配信

を受ける業者の精査・選定を実施するとともに、当該業者が受領し

た情報と対象となる指定組織（英プレミアリーグや独ブンデスリー

ガ等）の公式サイトにより提供される情報から適切に確認を実施し

た。 

 

 

 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－（B） 助成業務の透明性の確保等 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める幅広いスポーツ施策の推進に当たっ

て、貴重な財源として有効活用することが期待されており、さらに、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催等に向けた

要請が加わり、重要度が高い。 

また、効果的・効率的な助成の実施に加えて、閣議決定「独立行政

法人等に関する基本的な方針」で、不正防止策の強化・受給団体の

ガバナンス強化に対する支援が求められており、より総合的かつ公

正・的確な審査が必要となるなど、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達 成 目

標 

基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

助成件数（件） － 3,836 3,492 3,089 3,253 3,453 3,292 予算額（千円） － － － － － 
助成額（千円） － 17,693,602 15,618,841 15,639,847 23,031,109 29,257,676 26,628,509 決算額（千円） － － － － － 
オンラインによ

る申請率（％） 

95 100 100 100 100 100 100 経常費用（千円） － － － － － 

        経常利益（千円） － － － － － 
        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） － － － － － 
※インプット情報については「Ⅰ－３－（Ａ） スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保」を参照 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（Ｂ）透明性の確保

等 

（１）助成に係る要

綱等により、基準

を明確にすると

ともに、スポーツ

振興基金及びス

ポーツ振興投票

等による助成に

おいては、外部の

有識者による配

分に係る審査を

行う。 

また、競技力向

上事業による助

成においては、そ

の達成状況を含

めた評価等を配

分に十分反映す

る旨文部科学省

が示した方針等

を踏まえ、効果

的・効率的に配分

を行う。 

なお、審査委員

会の審議・資料・

議事録を公開す

るとともに、助成

内容・交付先等に

ついてホームペ

ージ等により公

開し、透明性の確

保を図る。 
 （２）より効果的

な助成を実施す

る観点から、スポ

ーツ振興基金及

びスポーツ振興

（Ｂ）助成業務の透

明性の確保等 

（１）公平性・透明

性の確保 

① スポーツ振興

基金、スポーツ

振興投票及び競

技力向上事業等

による助成の実

施に当たって、

助成に係る要綱

等により、基準

を明確にする。 

② スポーツ振興

基金及びスポー

ツ振興投票等に

よる助成におい

ては、外部の有

識者による審査

委員会を設置

し、その審査を

踏まえて、交付

対象の採択を行

う。 

③ 競技力向上事

業による助成に

おいては、その

達成状況を含め

た評価等を配分

に十分反映する

旨文部科学省が

示した方針等を

踏まえ、効果的・

効率的に配分を

行う。 

④ 審査委員会の

審議・資料・議事

録を公開すると

（Ｂ）助成業務の透

明性の確保等 

（１）公平性・透明

性の確保 

① スポーツ振興

基金及び競技力向

上事業等による助

成の実施に当たっ

て、助成に係る要

綱等により、基準

を明確にする。 

② スポーツ振興

基金等による助成

においては、外部

の有識者による審

査委員会を設置

し、その審査を踏

まえて、交付対象

の採択を行う。 

③ 競技力向上事

業による助成にお

いては、その達成

状況を含めた評価

等を配分に十分反

映する旨文部科学

省が示した方針等

を踏まえ、効果的・

効率的に配分を行

う。 

④ 審査委員会の

審議・資料・議事

録を公開するとと

もに、助成内容・

助成額・交付先及

び審査委員の氏名

等をホームペー

ジ・パンフレット

により審査終了後

＜主な定量的評価＞ 

・助成金交付件数、金

額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オンラインによる

助成金申請率 

 

 

＜その他の指標＞ 

・助成基準の明確化 

 

 

 

・審査委員会の審査

を踏まえた採択の

有無 

 

 

 

・文部科学省が示し

た方針等を踏まえた

配分 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■助成金交付状況 

区分 H27 H28 H29 

スポーツ

振興基金

助成 

件数（件） 473 605 638 

助成額 

（千円） 
936,321 1,201,421 1,342,105 

競技強化

支援事業

助成 

件数（件） 12 15 13 

助成額 

（千円） 
144,528 271,216 258,315 

スポーツ

振興くじ

助成 

件数（件） 2,290 2,226 2,001 

助成額 

（千円） 
16,293,369 21,359,655 16,683,485 

競技力向

上事業助

成 

件数（件） 478 607 640 

助成額 

（千円） 
5,656,891 6,425,384 8,344,604 

合計 

件数（件） 3,253 3,453 3,292 

助成額 

（千円） 
23,031,109 29,257,676 26,628,509 

 

■オンライン化の推進状況 

 募集の手引きにおいて、オンラインによる申請手続きの方

法を明記し、徹底を図った（申請率 100％）。 

 

■助成基準の明確化状況 

交付要綱、要領及び募集の手引に、助成要件や審査の視点

等を明記し、助成基準を明確化するとともに、ホームページ

で公開した。 

 

■助成審査委員会の審査・採択状況 

 交付要綱等に基づき、平成 28 年 11 月に、外部有識者によ

るスポーツ振興事業助成審査委員会において、募集内容を決

定した上で、募集を開始し、平成 29 年 4 月の同委員会での

審査を踏まえ、交付対象事業及び配分額を決定した。 

 

■競技力向上事業助成の配分 

 「平成 29 年度競技力向上事業の実施に関する基本方針」

（スポーツ庁長官決定）を踏まえ策定した「平成 29 年度競

技力向上事業に関する実施基準」に基づき、各競技団体のパ

フォーマンス（成績）、資源（有望選手）、プログラム（強化

戦略プラン等）及び組織体制（ガバナンス等）等の観点から

評価し、配分額を決定した。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 以下の取組を実施したこ

とにより、年度計画どおり

に業務を実施し、実績を上

げていることから、Ｂ評価

とする。 

 

<平成 29 年度における主な

取組> 

1. 助成金交付要綱等によ

り基準を明確にするとと

もに、外部有識者による審

査や、文部科学省・スポー

ツ庁が示した方針等を踏

まえて助成金の配分を行

うこと等により、公平性・

透明性を確保 

2. 実地調査やアンケート

調査等により、助成団体の

ニーズ等を把握するとと

もに、外部有識者会議にお

いて、成果指標に基づく事

業の評価を行い、翌年度の

助成内容の見直しを実施 

3. 審査担当部署を増員し

審査体制を整備すること

等により、助成業務の効率

化・適正化等を図り、安定

的な助成を実施 
 
＜課題と対応＞ 

地域スポーツの振興に資

するための助成団体のニー

ズや 2020 年東京大会及び

ラグビーワールドカップ

2019 に向けた社会的要請を

的確に把握するとともに、

評定 Ｂ 
＜評価に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・交付要綱等を適時適切に見直すととも

に外部有識者の審査を行うなどにより、

公平性・透明性を確保している。 

・実地調査やアンケート調査などにより、

助成団体のニーズ等の把握に努めると

ともに、その結果を翌年度の助成事業に

反映させている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 
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投票等による助

成においては、効

果を具体的に検

証し、審査等に活

用するとともに、

助成事業の成果

指標を平成２５

年秋までに設定

する。なお、その

設定にあたって

は、各助成事業の

特色に十分留意

するものとする。 
また、競技力向

上事業による助

成においては、そ

の達成状況を含

めた評価等を配

分に十分反映す

る。 
なお、スポーツ

振興基金、スポー

ツ振興投票及び

競技力向上事業

等による助成に

おいては、スポー

ツ団体等から提

出される実績報

告書等の内容の

確認を適切に行

えるよう、センタ

ーの専門的かつ

十分な審査体制

を整備するとと

もに、助成を受け

た団体における

対象事業の経理

状況について、専

門的かつ十分な

体制を整備 して

調査を行う。 

ともに、助成内

容・助成額・交付

先及び審査委員

の氏名等をホー

ムページ・パン

フレットにより

審査終了後速や

かに公開し、透

明性の確保を図

る。 
（２）助成業務の効

率化・適正化 

① 安定的・計画

的な助成に資す

るため、スポー

ツ団体等のニー

ズや社会的な要

請等の把握に努

める。 
② より効果的な

助成を実施する

観点から、スポ

ーツ振興基金及

びスポーツ振興

投票等による助

成においては、

助成による効果

を具体的に検証

し、審査等に活

用するととも

に、助成事業の

成果指標を平成

25 年秋までに

設定する。なお、

その設定にあた

っては、各助成

事業の特色に十

分留意するもの

とする。 

また、競技力

向上事業による

速やかに公開し、

透明性の確保を図

る。 

（２）助成業務の効

率化・適正化 

① 安定的・計画

的な助成に資する

ため、ヒアリング

や実地調査を行い

つつ、スポーツ団

体等のニーズや社

会的な要請等の把

握に努める。 

② より効果的な

助成を実施する観

点から、スポーツ

振興基金等による

助成においては、

助成による効果を

具体的に検証し、

審査等に活用す

る。 

また、競技力向上

事業による助成に

おいては、その達

成状況を含めた評

価等を配分に十分

反映する。 

③ 助成を受けた

スポーツ団体等か

ら提出される実績

報告書等の内容の

確認を適切に行え

るよう、センター

の専門的かつ十分

な審査体制を整備

し、業務体制の改

善を図る。また、

助成を受けたスポ

ーツ団体等におけ

る対象事業の経理

・審査委員会の議事

録及び採択状況等

の公開 

 

・助成団体のニーズ

や社会的要請等の

把握 

 

 

 

 

 

 

・助成事業の評価 

 

 

 

 

 

・競技力向上事業助

成の評価 

 

 

 

 

 

・専門的かつ十分な

審査体制の整備 

 

 

 

・助成金の使途につ

いての適切な把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■議事録等の公開状況 

 審査委員会開催後、速やかに資料、議事要旨、助成内容、

助成額及び交付先について、ホームページに公開した。 

 

■助成団体のニーズや社会的要請等の把握状況 

以下の取組により、助成団体のニーズ等を把握し、翌年

度の助成内容の見直しを実施した。 

・実地調査において、助成団体及びアスリート助成を受給

する選手に対するヒアリングを実施：通年 99 件 

・平成 30 年度の助成対象事業の募集説明会において、助

成対象団体に対するアンケートを実施 

・各種会議の参加時に助成事業に関する情報を収集 

 

■助成事業の評価 

 外部有識者によるスポーツ振興事業助成審査委員会スポ

ーツ振興事業助成評価ワーキンググループ（平成 29 年 8 月

25 日開催）において、成果指標に基づく評価を行い、翌年度

の助成内容の見直しを実施した。 

 

■競技力向上事業助成の評価 

 助成金の配分に当たり、PDCA サイクルの強化を図るため、

各競技団体のパフォーマンス（成績）、資源（有望選手）、プ

ログラム（戦略強化プラン等）及び組織体制（ガバナンス等）

等の観点から評価し、翌年度の配分へ反映させる仕組みを実

施した。 

 

■審査体制の整備状況 

実績報告書等の内容の確認を適切に行えるよう、審査担当

部署を増員し、審査体制のより一層の充実を推進した（3課

8係 46 名体制）。 

 

■助成金の使途の把握状況 

 審査担当部署の職員及び外部専門家による助成団体にお

ける経理状況の調査・監査を通じて、助成金の使途について

適切な把握を行った。 

 H27 H28 H29 

実施件数 260 305 315 

うち、外部の専門家による実施数 150 150 150 

・約 3,400 件の助成金を交付した約 1,200 団体について、

2～5 年間を目安に調査対象とすることとして、交付要

助成事業を客観的に評価

し、翌年度の助成に反映さ

せるなど、効果的な助成の

実施に努めていく。 

あわせて、明確な基準に

基づく審査や成果指標に基

づく事業の評価に継続して

取り組むとともに、外部専

門家による監査やガバナン

ス強化に対する支援による

助成業務の透明性の確保及

び効率化・適正化等を図る。 
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さらに、助成を

受けた団体が対

象事業の適正な

執行を行えるよ

う、研修等を行

う。 
 

（３）助成事業の申

請者の利便性を

考慮し、対象とな

る各事業の内容

や受付窓口等を 
ホームページ等

により公開する。 
 

 

 

助成において

は、その達成状

況を含めた評価

等を配分に十分

反映する。 

③ 助成を受けた

スポーツ団体等

から提出される

実績報告書等の

内容の確認を適

切に行えるよ

う、センターの

専門的かつ十分

な審査体制を整

備するととも

に、助成を受け

たスポーツ団体

等における対象

事業の経理状況

について、専門

的かつ十分な体

制を整備して調

査を行い、助成

金の使途等につ

いて適切に把握

する。 
④ 助成を受けた

スポーツ団体等

が対象事業の適

正な執行を行え

るよう、研修等

を行う。 
（３）助成申請者の

利便性の向上 

① 交付申請等事

務手続きの簡素

化かつ迅速化を

図るため、助成

対象内容、申請

手続き、採択基

準、受付窓口等

状況について、専

門的かつ十分な体

制を整備して調査

を行い、助成金の

使途等について適

切に把握する。 

④ 助成を受けた

スポーツ団体等が

対象事業の適正な

執行を行えるよ

う、センター自ら

及び統括団体が加

盟団体を集める会

議等を活用し、経

理に関する事務処

理や不正防止に関

する意識・知識等

の向上に努めると

ともに、スポーツ

団体等のガバナン

ス強化に対する支

援を行う。 

（３）助成申請者の

利便性の向上 

① 交付申請等事

務手続きの簡素化

かつ迅速化を図る

ため、助成対象内

容、申請手続き、

採択基準、受付窓

口等をホームペー

ジ等により公開す

る。 

② スポーツ振興

に係る助成金交付

申請受付事務のオ

ンライン化を推進

し、申請受付件数

全体に占めるオン

ラインによる申請

率が中期目標の期

 

 

 

 

 

 

 

 

・助成団体に対する

研修の実施 

 

 

 

 

 

・ガバナンス強化に

対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

・助成の申請等に関

するホームページへ

の公開 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

助成の公平性・透明性

の確保、助成業務の効

率化・適正化、申請者

の利便性の向上に資

するものか。 

 

綱及び調査実施要綱に基づき抽出した 315 件の監査を

実施 

・助成事業者による助成金の執行について、外部専門家へ

監査業務を依頼することで、専門的かつ充実した監査体

制を推進 

・監査により不適切な会計処理が確認された団体につい

ては、適正な執行に向けての改善方策の提出を求め、再

発防止に努めた。 

 

■助成対象者に対する研修の実施状況 

 助成団体が助成金の適切な執行を行えるよう、募集説明会

等では、募集内容と併せて会計処理の留意点を説明するとと

もに、アスリート助成の対象者として選定されたアスリート

に対して、制度の趣旨・目的、コンプライアンス及びドーピ

ング防止等に関する研修会を実施した。 

 

■ガバナンス強化に対する支援状況 

 競技力向上事業助成を受ける競技団体に「NF 組織運営に

おけるフェアプレーガイドラインセルフチェックリスト」等

による自己点検を実施させることにより、競技団体の自発的

な取組を促した。 

また、スポーツ振興くじ助成の助成対象事業に、競技団体

における、役職員、加盟団体等を対象としたガバナンス・コ

ンプライアンス及びインテグリティに関する研修会を平成

29 年度から追加した。 

 

■ホームページによる公開状況 

助成対象内容、申請手続き、採択基準及び受付窓口等、助

成金募集に関する情報をホームページで公開した。 

 

■ホームページ以外による情報提供 

 スポーツ振興助成事業に関する説明会を実施した。 

 ・中央競技団体対象：1回 

 ・地方公共団体、スポーツ団体対象：17回 

  全国主要 7都市（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡

山、福岡）で開催 
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をホームページ

等により公開す

る。 
② スポーツ振興

に係る助成金交

付申請受付事務

のオンライン化

を推進し、申請

受付件数全体に

占めるオンライ

ンによる申請率

が中期目標の期

間中９５％以上

の水準を維持で

きるよう、利用

促進を図る 

 

間中９５％以上の

水準を維持できる

よう、利用促進を

図る。 

 

平成２９事業年度事

業計画（スポーツ振

興投票等業務） 

（１）平成２８年度

スポーツ振興くじ助

成について 

平成２８年度に助

成を行った団体等に

おける対象事業の経

理状況について、外

部の専門家を活用す

るなど専門的な体制

を整備して調査を行

い、助成金の使途等

について適切に把握

する。 

（２）平成２９年度

スポーツ振興くじ助

成について 

平成２８年１１月

から募集を行った下

記の助成対象事業に

ついて、各団体から

の申請に基づき、外

部の有識者からなる

「スポーツ振興事業

助成審査委員会」の

議を経て、交付の対

象となる事業及び配

分額を４月中に決定

する。 

その際、国が実施す

る東日本大震災の復

興事業の状況等を踏

まえ、被災地のスポ

ーツ環境の復興支援
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に配慮した助成を行

う。 

さらに、助成を受け

たスポーツ団体等か

ら提出される実績報

告書等の内容の確認

を適切に行うため、

専門的かつ十分な審

査体制を整備し、業

務体制の改善を図

る。 

（３）平成３０年度

スポーツ振興くじ助

成について 

① 助成内容の見直

し 

スポーツ団体等の

ニーズや社会的な要

請等の把握のため、

６月から８月にかけ

てヒアリングや実地

調査を行いつつ、設

定した助成事業の成

果指標に基づき、助

成による効果を具体

的に検証し、助成内

容の見直しを適宜行

うとともに、審査等

を行う。 

また、国が実施する

東日本大震災の復興

事業の状況等を踏ま

え、被災地のスポー

ツ環境の復興支援に

配慮した助成を行

う。 

② 助成対象事業の

募集 

平成３０年度の助

成対象事業について

は、上記の助成内容
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見直し後、速やかに

募集を開始すること

とし、募集に当たっ

ては、ホームページ

において必要な資料

をすべて掲載すると

ともに、全国６か所

以上での説明会を実

施し、募集内容の周

知徹底を図る。 

③ 助成申請者の利

便性の向上 

スポーツ振興に係

る助成金交付申請受

付事務のオンライン

化を推進し、申請受

付件数全体に占める

オンラインによる申

請率が９５％以上の

水準を維持できるよ

う、利用促進を図る。 

④ 助成事業者の意

識・知識等の向上 

助成を受けたスポ

ーツ団体等が対象事

業の適正な執行を行

えるよう、「スポーツ

振興事業助成金を受

ける団体の心得」を

配布するとともに、

センターが主催する

説明会及び統括団体

が加盟団体を集める

会議等を活用し、経

理に関する事務処理

や不正防止に関する

意識・知識等の向上

に努める。 

⑤ スポーツ団体等

のガバナンス強化へ

の支援 
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助成金の不正受給

等の実態を踏まえ、

不正防止策を強化す

るとともに、適正な

執行が可能となるよ

うにスポーツ団体等

のガバナンス強化に

対する支援を行う。 

（４）特定目的資金

による助成財源の確

保について 

複数年度にわたる

事業への安定的助成

や、大規模な国際大

会への支援、国民体

育大会冬季大会の対

象施設やスポーツ振

興投票の対象となる

試合を実施する施設

の整備等のため、助

成財源の執行状況に

応じ、その一部を特

定目的資金に積み立

てる。 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定めるスポーツ界の透明性、公平・公正性

の向上に資するもので、平成 25 年に法人設置法が改正された項目

であることも踏まえ、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

第三者相談・調査

制度受付件数（件） 

（＊対象案件数） 

－ － 1 

(＊ 0) 

3 

(＊ 0) 

8 

(＊ 1) 

4 

(＊ 0) 

2 

(＊ 0) 

予算額（千円） 0 60,899 73,915 59,866 53,286 

第三者相談・調査

制度受付窓口開設

日数（日） 

－ － 32 150 151 147 149 決算額（千円） 2,364 13,797 22,972 53,015 52,506 

ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞに係

る行政機関への情

報照会（件） 

－ － － － 1 0 

 

0 経常費用（千円） 2,364 11,690 22,972 52,130 52,601 

ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ規律

パネル開催件数

（件） 

－ － － － 9 4 4 経常利益（千円） △61 △754 △1,154 6,851 6,559 

        行政サービス実施コ

スト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

※平成 25～27 年度の従事人員数について、全員が併任発令のため０となっている 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４ スポーツに

関する活動が

公正かつ適切

に実施される

ようにするた

め必要な業務 

スポーツを行

う者の権利利益

の保護、心身の健

康の保持増進及

び安全の確保に

関する業務、スポ

ーツにおけるド

ーピングの防止

活動の推進に関

する業務その他

のスポーツに関

する活動が公正

かつ適切に実施

されるようにす

るため必要な業

務を実施する。 

４ スポーツに関す

る活動が公正かつ

適切に実施される

ようにするため必

要な業務に関する

事項 

スポーツを行う者

の権利利益の保護、

心身の健康の保持増

進及び安全の確保に

関する業務、スポー

ツにおけるドーピン

グの防止活動の推進

に関する業務その他

のスポーツに関する

活動が公正かつ適切

に実施されるように

するため必要な業務

について、関係団体

等と連携して業務内

容の明確化を図り、

計画的に実施する。 

４ スポーツに関す

る活動が公正かつ

適切に実施される

ようにするため必

要な業務に関する

事項 

「スポーツ・インテ

グリティ」（スポー

ツの価値、スポー

ツにおける高潔性

及び完全性）の保

護によるスポーツ

に関する活動の公

正かつ適切な実施

に向けて、下記の

取組を実施する。

併せて、「スポー

ツ・インテグリテ

ィ」に関連した他

の業務について

も、総合的に取り

組む。 

（１）「スポーツを行

う者を暴力等から

守るための第三者

相談・調査制度の

構築に関する実践

調査研究協力者会

議報告」（平成２５

年１２月１９日）

に基づき、第三者

調査・相談制度に

係る業務を実施す

る。 

（２）公益財団法人

日本アンチ・ドー

ピング機構と連携

し、インテリジェ

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相談受付件数 

・窓口開設日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第三者相談・調査

制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

平成 25 年 5 月の独立行政法人日本スポーツ振興センター

法改正に対応するため、平成 26 年 4 月から「スポーツ・イ

ンテグリティ・ユニット」を設置し、ユニット内にガバナン

ス、スポーツ相談、アンチ・ドーピング、くじ調査の 4グル

ープを設置し、業務を実施した（平成 29 年度に西が丘地区

にあるハイパフォーマンスセンターの組織として再編）。 

 

（１）スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保

持増進及び安全の確保に関する業務 

①制度の運用実績 

（ア）第三者相談・調査制度窓口 

・相談実績 2件（対象案件はなし） 

・窓口開設日数 149 日 

（イ）第三者相談・調査委員会 

外部有識者 8名（弁護士、臨床心理士、元アスリート）

を委員とする第三者相談・調査委員会を 1 回開催し、

相談の受付状況や認知度アンケートの結果について検

討した。 

 

②制度の周知の取組 

（ア）パンフレットの配布 

第三者相談・調査制度に関するパンフレット（820 部）

及びポスター（300 部）をオリンピアン、パラリンピア

ン、JOC 強化指定選手、JPC 強化指定選手等に配布した。 

（イ）アスリートへのアンケート調査 

オリンピアン・パラリンピアン等を対象に本制度の認

知度や暴力行為等に対する意識調査を行った結果、本

制度の認知度は、オリンピアン等で 14.7%（H28：17.6%）、

パラリンピアン等で 34.8%（H28：25.6%）であり、パラ

リンピアンでの認知度が向上した。 

 

（２）スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関す

る業務 

平成 28 年 11 月 8 日に公開された文部科学省「アンチ・

ドーピング体制の構築・強化に向けたタスクフォース」（以

下「タスクフォース」という。）の最終報告書の内容等を

踏まえ、ドーピング検査だけでは捕捉できないアンチ・ド

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

スポーツ･インテグリティ･

ユニットを平成 29 年度から

ハイパフォーマンスセンター

組織に再編し、機能強化を図

った。また、各グループの職

員構成は併任を活用し、関連

部署に横串を通して設置する

組織形態は継続して、既存の

業務と連携した効果的・効率

的な事業展開を図った。 

第三者相談・調査制度につ

いては、相談案件は対象事案

ではなかったものの、相談者

に他の機関を紹介する等、適

切に対応した。パンフレット

の配布を通じて、制度の周知

及びスポーツハラスメントの

更なる理解促進に努めた結

果、パラリンピアンにおける

認知度は向上した。 

スポーツにおけるドーピン

グの防止活動の推進に関する

業務については、警察経験者

をドーピング調査担当者に配

置し、体制を強化するととも

に、JADA と連携し、ドーピン

グ検査関連の情報共有に関す

る枠組みを整備した。情報収

集の機能強化の一環としてド

ーピング通報窓口を設置した

7 ヶ月後には国内アンチ・ド

ーピング関係者よる約80％の

認知度を獲得し、積極的な広

報活動が同通報窓口の周知に

繋がっていることを確認し

た。JSCの主催セミナーにおけ

評定 Ｂ 

＜評価に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。

自己評価ではＡ評定であるが、今後の課

題・指摘事項の欄に示す点について、さら

なる改善を期待したい。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・第三者相談・調査制度について、制度の周

知及びスポーツハラスメントの更なる理

解促進に努めた結果、パラリンピアンに

おける認知度が向上した。 

・平成 29年度スポーツ庁委託事業「スポー

ツ界のコンプライアンス強化事業」にお

いて、「スポーツ・コンプライアンス評価

指標」を開発した。 

・英国、オーストラリア等の政府系スポー

ツ機関や国際オリンピック委員会等にお

けるガバナンス強化に関する取組につい

ての情報収集を行った。 

・スポーツにおけるドーピングの防止活動

の推進に関する業務について、情報収集

機能強化の一環としてドーピング通報窓

口を設置及び運用を開始するとともに、

JADA と連携し、ドーピング検査関連の情

報共有に関する枠組みを整備し、インテ

リジェンス活動の実効性の向上に取り組

んだ。 

・通報窓口の認知度について「知っている」

との回答は約78％、「通報窓口の設置がド

ーピング行為の抑止効果がある」との回

答が約 69％となっている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・第三者相談・調査制度について、オリンピ

アン等を含めトップアスリートにより一

層認知されるよう、効果的な周知をされ
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ンスを用いた調

査、日本アンチ･ド

ーピング規律パネ

ルの運営等、ドー

ピング防止活動の

推進に関する業務

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドーピング通報窓

口の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーピング規則違反の特定に向けた情報収集の一環として、

ドーピング通報窓口を設置するとともに、同通報窓口の周

知活動を行った。同通報窓口の設置に伴い、調査をはじめ

とする情報の収集、分析及び評価活動（アンチ・ドーピン

グに係るインテリジェンス活動）を円滑に実施するため、

他国の先進事例を参考に警察経験者を採用し、インテリジ

ェンス活動の担当者として配置した。 

また、外部有識者からの助言を受けつつ、行政機関との

連携並びにインテリジェンス活動の枠組及び運用方法に

関する検討を行った。 

 

① ドーピング通報窓口の設置 

・開設日 平成 29年 5月 31 日 

・通報方法 ドーピング通報窓口専用サイトにおける 

      入力フォームへの記載及び送信 

・設置先 

https://www.report-doping.jpnsport.go.jp/ 

 

② ドーピング通報窓口の周知の取組 

（ア） 広報ツールの配布 

ドーピング通報窓口の周知のために、広報カード（名

刺サイズ）、リーフレット及びポスターを製作し、オリ

ンピアン、パラリンピアン、JOC 強化指定選手、JPC 強

化指定選手、NF 内アンチ・ドーピング担当者等に幅広く

配布した（広報カード：約 11,700 部、リーフレット：

約 400 部、ポスター：約 450 部）。 

また、NF からの要望を受け、NF が主催する研修会に

JSC職員が登壇しドーピング通報窓口やJSCによるイン

テリジェンス活動の取組に関する情報提供を行った（2

件）。 

（イ） ドーピング通報窓口の認知度調査 

ドーピング通報窓口の設置から約 7ヶ月後（平成 29 年

12 月）における通報窓口の認知度を公益財団法人日本

アンチ・ドーピング機構（JADA）加盟団体・都道府県体

育協会アンチ・ドーピング担当者を対象に調査した結

果、「知っている」との回答は約 78％、「通報窓口の設置

がドーピング行為の抑止効果がある」との回答が約69％

であった。 

（ウ） JSC の主催セミナーの開催 

ドーピング通報窓口の更なる周知及び理解促進を図る

ため、JADA 加盟団体強化指定選手、強化担当者、アン

る参加者を対象としたアンケ

ート調査では、約 94％が「参

考になった」と回答し、高い

評価を得た。これらの活動の

結果、NF主催の研修会におい

て JSC によるアンチ・ドーピ

ングの取組に関する情報提供

の要望が来るようになるな

ど、NF によるインテリジェン

ス活動の理解促進に関する取

組に繋がった。 

スポーツ・インテグリティ

に関連した業務の総合的な取

組に資するものとして、我が

国スポーツ団体のガバナンス

強化のさらなる支援等の検討

を進めるため、諸外国や国際

スポーツ団体におけるガバナ

ンス強化に関する取組につい

ての情報収集・提供を行った。

加えて、スポーツ振興投票の

公正性を確保するための取組

として、J リーグ及び JFA 等

の関係機関と連携しコンプラ

イアンス強化のための活動を

行ったほか、スポーツ振興く

じの趣旨、制度、仕組みにつ

いての理解促進を図った。 

以上により、第三者相談・調

査制度に関するパラリンピア

ンにおける認知度の向上、並

びにインテリジェンス活動の

実施体制の強化の達成、ドー

ピング通報窓口の設置及び周

知に関する取組の効果を考慮

し、年度計画における所期の

目標を上回る実績を上げてい

ることから、Ａ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

第三者相談・調査制度は、対

ることを期待する。また、最近の不祥事の

発生を踏まえ、スポーツ・インテグリティ

の確保に向けた社会的要請に的確に応え

ていくことが望まれる。 

・スポーツ団体のガバナンス強化に対する

支援は、収集した情報を参考に、我が国ス

ポーツ団体のガバナンス強化のさらなる

支援やその仕組み、体制等の検討を進め

ていくことを期待する。 

・スポーツにおけるドーピングの防止活動

の推進に関する法律が成立したことを踏

まえ、JADA をはじめ関係団体と連携し、

ドーピング検査だけでは捕捉できないア

ンチ・ドーピング規則違反の特定のため、

インテリジェンス活動のより一層の充実

を図っていく必要がある。 
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・規律パネル開催回

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チ・ドーピング担当者等 102 名の参加のもと、「スポー

ツにおけるドーピング防止に向けたインテリジェンス

活動共同セミナー」を開催した（平成 30年 1 月）。同セ

ミナーでは、オーストラリア及びデンマークにおけるイ

ンテリジェンス活動の実務者（共に警察経験者）を招聘

し、先進事例に関する情報提供を行った。 

なお、参加者を対象としたアンケート結果では、「参考

になった」との回答が約 94％であった。 

 

③ アンチ・ドーピングに係るインテリジェンス活動推進

会議 

行政機関との連携及び適正かつ実効的なアンチ・ドーピ

ングに係るインテリジェンス活動の推進を図るため、法律

家等の外部有識者で構成する「アンチ・ドーピングに係る

インテリジェンス活動推進会議」（以下「インテリジェン

ス推進会議」という。）を 3 回にわたり開催し、ドーピン

グ通報窓口の運用方法、ドーピング調査のフロー、インテ

リジェンス活動支援データベース、世界アンチ・ドーピン

グ機構及び諸外国のアンチ・ドーピング機関等との連携等

について審議・検討した。 

インテリジェンス推進会議での助言を踏まえ、JADA と

連携し、JADA が保有するドーピング検査に関する情報等

をインテリジェンス活動に必要となる範囲で JSC に提供

できる枠組を整備した。 

 

④ 日本アンチ・ドーピング規律パネル 

外部有識者で構成され、聴聞会で当事者の主張を聴いた

上で、アンチ・ドーピング規則違反についてその事実の有

無を認定し、措置を決定する機関である「日本アンチ・ド

ーピング規律パネル」の運営支援を実施した（聴聞会の開

催：4回）。 

 

⑤ 諸外国におけるアンチ・ドーピングに係るインテリジ

ェンス活動及び規律手続きの動向に関する情報収集並

びにネットワーク強化 

世界アンチ・ドーピング機構（WADA）常任理事会・理

事会、国際アンチ・ドーピングに関する申合せ

（International Anti-Doping Arrangement）会議、WADA

年次シンポジウムへの参加及び WADA 欧州事務所へのヒ

アリング調査を行い、諸外国におけるアンチ・ドーピン

グの最新動向の把握及び諸外国の機関とのネットワーク

象者であるオリンピアン等の

入れ替わりがあったため、オ

リンピアン等の認知度と全体

の認知度は昨年度と比べて若

干下がったが、認知度アンケ

ートの実施により、新たな対

象者への周知に繋がった。制

度がトップアスリートにより

一層認知されるよう、周知し

ていくことが必要である。 

スポーツにおけるドーピン

グの防止活動の推進に向けて

は、アンチ・ドーピング規則

違反に関する情報収集機能を

強化するためにもドーピング

通報窓口の更なる周知が必要

である。ラグビーワールドカ

ップ 2019 日本大会、2020 年

東京大会等に向け、開催国に

求められるインテリジェンス

スキームの構築のため、タス

クフォースの最終報告書で述

べられた JSC への期待や推進

会議での審議を踏まえ取組を

推進する必要がある。 

スポーツ団体のガバナンス

強化に対する支援は、収集し

た情報を参考に、我が国スポ

ーツ団体のガバナンス強化の

さらなる支援やその仕組み、

体制等の検討を進めていく必

要がある。 

スポーツ振興投票の公正性

の確保に係る取組は、関係機

関との連携や八百長対策等の

スポーツ界のコンプライアン

ス強化に関する情報収集を継

続的に実施することが必要で

ある。 
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＜その他の指標＞ 

・スポーツ活動が公

正かつ適切に実施

されるために必要

な業務の実施状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

業務内容の明確化を

図り、計画的に実施

されているか。 

強化を図った。 

 

（３）その他、スポーツ活動が公正かつ適切に実施されるた

めに必要な業務 

英国、オーストラリア等の政府系スポーツ機関や国際オ

リンピック委員会（IOC）、オリンピック夏季大会競技団体

連合（ASOIF）等）におけるガバナンス強化に関する取組に

ついての情報収集を行った。また、笹川スポーツ財団の依

頼により同財団主催のアカデミー（公開講義）に JSC 職員

が登壇し、これらの収集した情報を整理し提供した（平成

30 年 2 月）。 

また、日本サッカー協会（JFA）・J リーグインテグリテ

ィセミナー2017 及び Jリーグ新人選手、審判員、マッチコ

ミッショナー等への研修に参加し、スポーツ振興投票の公

正性の確保に係る情報収集を行った。 

 

（４）受託事業の実施 

 平成 29 年度スポーツ庁委託事業「スポーツ界のコンプ

ライアンス強化事業」を受託し実施した（実施期間：平成

29 年 10 月～平成 30 年 3月）。 

 NF へのヒアリング結果及び外部有識者を含む「スポ

ーツ・コンプライアンス委員会」による審議・検討を踏

まえ、「スポーツ・コンプライアンス評価指標」を開発

し、合計 4団体に試行した。 

 

４．その他参考情報  

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 災害共済給付事業に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と

信頼される学校づくり 

  施策目標 2-4 健やかな体の育成及び学校安全の推進 

  

当該項目の重要度、難易

度 

国・学校の設置者・保護者の三者による互助共済制度として、全国

のほとんどの義務教育諸学校等が加入しており、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

給付件数（件） － 2,135,456 2,101,749 2,109,280 2,108,161 2,079,399 2,053,219 予算額（千円） 1,128,476 1,244,800 1,142,187 1,134,788 1,142,473 

給付金額（千円） － 18,529,069 18,648,743 18,753,890 19,040,218 18,498,142 18,741,117 決算額（千円） 1,054,227 1,171,181 1,152,755 1,126,935 1,155,262 

災害共済給付審

査専門委員会で

の重要案件審議

件数（件） 

－ 404 422 403 413 421 445 経常費用（千円） 1,040,800 1,060,684 1,040,174 987,897 1,065,691 

重要案件の実地

調査件数（件） 

－ 209 212 205 222 226 221 経常利益（千円） 0 0 0 △7,806 △4,706 

不服審査審議件

数（件） 

－ 58 54 55 54 35 53 行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

システム利用率

（%） 

－ 91.1 93.2 94.8 95.8 96.5 96.8 従事人員数 97.0 94.9 95.4 92.4 95.3 

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

※災害共済給付オンライン請求システムは、給付システムと統計機能を兼ね備えているため、システム関連経費は 

インプット指標（Ⅰ－６－（４））にも同額を計上している。 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ５ 災害共済

給付事業 

（１）審査機

能の充実を

図ることに

５ 災害共済給

付事業に関す

る事項 

災害共済給付

制度は、学校の管

５ 災害共済給

付事業に関す

る事項 

公正かつ適切な

給付を着実に実

＜主な定量的指標＞ 

・給付実績 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■災害共済給付の状況 

平成 29 年度は約 205 万件について、災害共済給付審査専門委員

会や実地調査などを行うことにより、公正かつ適切な給付を実施し

た。また、重要案件や前例のない案件については、給付事務総括部

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

以下の取組により、

平成 29 年度は約 205

万件の給付を公正か

評定 Ｂ 

＜評価に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に業務が 

実施されたと認められるため。 
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より、公正

かつ適切な

給付を着実

に 実 施 す

る。 

理下における災

害に関する給付

を行う我が国唯

一の公的給付制

度として、学校、

学校の設置者を

はじめ児童生徒

等の保護者に定

着している実情

を踏まえ、公正か

つ適切な給付を

着実に実施する

とともに、利用者

サービスの向上

を図る。 

（１）公正かつ適

切な給付の実

施 

① 重要案件

等への対応 

重要案件

等の審査に

当たっては、

外部有識者

で構成する

審査委員会

に付議する

とともに、必

要に応じ、学

校及び学校

設置者の協

力のもと、担

当職員によ

る実地調査

を行う。 

② 不服審査

請求への対

応 

災害共済

給付の決定

に関し、学校

施するとともに、

利用者サービス

の向上を図る。 

実施に当たって

は、関係団体及び

外部有識者で構

成する「学校安全

推進会議」及び

「学校安全業務

運営会議」を開催

するなど、学校安

全の関係機関等

との連携・協力を

通じて、意見・要

望等を把握する

ことにより、事業

を円滑かつ効果

的に実施する。 

（１）公正かつ適

切な給付の実

施 

① 重要案件

等への対応 

重要案件等

の審査に当た

っては、外部有

識者で構成す

る審査委員会

に付議すると

ともに、必要に

応じ、学校及び

学校設置者の

協力のもと、担

当職員による

実地調査を行

う。 

② 不服審査

請求への対応  

災害共済給

付の決定に関

し、学校若しく

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害共済給付審査

専門委員会での審議

件数 

 

 

 

 

 

 

・実地調査の件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不服審査審議件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

署でまとめ、給付の可否の判断や考え方について共有を進めるとと

もに、災害共済給付業務に関する実務研修を定期的に実施し、担当

職員の資質向上を図った。 

（災害共済給付件数及び給付金額）         （単位：千

円） 

 H27 H28 H29 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

医療費 2,107,667 16,080,448 2,078,964 16,020,232 2,052,764 15,819,417

障害 

見舞金 
431 1,530,370 388 1,440,510 398 1,642,100

死亡 

見舞金 
63 1,429,400 47 1,037,400 57 1,279,600

合計 2,108,161 19,040,218 2,079,399 18,498,142 2,053,21918,741,117

 

■災害共済給付審査専門委員会の開催状況 

障害見舞金及び死亡見舞金の支払請求に係るもののうち、医学的

その他専門的見解が必要と認められる案件について、各事務所に設

置された、10名程度の外部有識者で構成される審査専門委員会（各

事務所年 6回開催）に付議し、適切に審査を行った。 

【審議件数】 

区分 H27 H28 H29 

審議件数（件） 413 421 445 

 

■実地調査の実施状況 

公正かつ適切な審査を実施するため、死亡案件、障害案件及び医

療費案件のうち、業務管理役が実地調査を行うことを適切と認める

案件について、学校等の関係者との連携協力のもと各事務所の担当

職員による実地調査を実施した。 

併せて、実地調査校における事故後の再発防止策の取組事例等に

関する情報収集と資料提供を実施した。 

【調査件数】 

区分 H27 H28 H29 

調査件数（件） 222 226 221 

 

■不服の審査請求への対応状況 

災害共済給付の決定に関し、学校若しくは保育所等の設置者又は

保護者等からの不服の審査請求に対し、外部有識者を含む不服審査

会（年 9回）を開催し、中立かつ公正に審査を実施した。 

専門的見地からの助言を得るため、学校安全アドバイザー等外部

有識者から医学的、法的見解を聴取。（4名、5回） 

 

【不服審査審議件数】 

つ適切に実施した。 

 

① 重要案件の審査

に当たっては、災害

共済給付審査専門

委員会を各事務所

年 6 回、合計 36 回

開催し、445 件付議

し適切に審査を行

った。 

② 実地調査は、各事

務所の担当職員に

より 221 件実施し

た。併せて、実地調

査校における事故

後の再発防止の取

組事例に関する情

報の収集と提供を

行った。 

③ 災害共済給付の

決定に関し、学校若

しくは保育所等の

設置者又は保護者

等からあった 53 件

の不服の審査請求

に対し、外部有識者

等で構成する不服

審査会において、中

立かつ公正に審査

を実施した。 

④ 実務研修は、統一

研修を 4回、各事務

所における個別研

修を 38 回行うとと

もに、重要案件や前

例のない案件につ

いて、審査の判断や

考え方の共有や研

修後の理解度確認

などを行い、審査担

当職員の能力及び

＜評価すべき実績＞ 

・教職員等の災害共済給付制度への理解を促進する

ために説明会等を開催しており、「利用者サービス

の向上に向けた取組」を実施している。 

・審査専門委員会について外部有識者を入れ、審査

担当職員の能力向上及び専門的知識向上のための

実務研修を行っていることから、「公正かつ適切な

給付」を実施している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・公正かつ適切な給付事務を着実に実施するととも

に、平成 29 年度法改正により、対象拡大に伴う業

務の増加に対し、職員に対する実務研修等を通じ

て、利用者サービスの維持・向上や業務効率化等の

改善の促進のための取組を行い、災害共済給付制

度の更なる広報に努めることを期待する。 
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若しくは保

育所の設置

者又は保護

者等からの

不服の審査

請求に対し、

外部有識者

を含め構成

する不服審

査会におい

て審査を行

う。 

③ 審査担当

職員の資質

向上 

審査担当

職員の能力

及び専門的

知識の維持・

向上を図る

ため、実務研

修を充実・強

化する。 

 

は保育所の設

置者又は保護

者等からの不

服の審査請求

に対し、外部有

識者を含め構

成する不服審

査会において

審査を行う。 

③ 審査担当

職員の資質向

上 

審査担当職

員の能力及び

専門的知識の

維持・向上を図

るため、給付事

例のケースス

タディ等の統

一的な研修を

年４回程度実

施するととも

に、職場研修を

計画的に実施

する。 

実施に当た

っては、教材の

充実を図ると

ともに、各事務

所に配置した

研修推進リー

ダーを中心に、

研修内容の伝

達を図るなど

研修内容の定

着化を推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・研修会の開催回数 

 

区分 H27 H28 H29 

審議件数（件） 54 35 53 

【審議案件に関する情報共有】 

 不服審査会における審議結果及び決定経緯について、各事務所の

給付事務担当者等と TV 会議等により情報共有を行い、給付事務の

適正化を図った。 

 

■実務研修の実施状況 

審査担当職員の能力及び専門的知識向上のため、研修実施計画に

基づき、給付事務総括部署による統一研修及び各事務所における個

別研修を実施した。 

実施に当たっては、各事務所の研修推進リーダーと定例ミーティ

ング（年 6 回）を行い、給付事務総括部署との連携体制を維持し、

統一研修（年 4 回延べ 64 名参加）及び個別研修（年 38 回延べ 412

名参加）を推進した。 

平成 29 年度の統一研修は、係長・専門職を重点対象とし、脳・せ

き髄損傷、疼痛及び眼の障害並びに精神疾患に係る医療費の給付の

可否について、実際の事例の判断や処理の解説、適用する法令や基

準の解釈等について審査担当職員の資質向上を図った。また、外部

講師による講義、事例演習も実施し、集中的に疑問点の解決や意見

交換を行った。以上の取組により、研修参加者からは、研修内容の

理解に対して 93.7％のプラスの評価（「とてもよかった」「よかった」

の合計）を得た。 

また、平成 29 年度個別研修は、「統一研修の伝達研修」として各

事務所で実施した他、研修推進リーダーを中心に各事務所の課題等

に応じた研修も実施した。 

 

 

専門的知識の向上

を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）学校及

び学校の設

置者等、利

（２）利用者サー

ビスの向上 

① 給付事務

（２）利用者サー

ビスの向上 

① 給付事務

・給付制度の理解度 

 

 

■給付制度の理解度調査状況 

 制度の理解を促進するため、学校の設置者及び養護教諭等を対象

とした給付制度説明会等を開催した（年 132 回）。なお、参加者の詳

説明会後に実施し

たアンケート調査の

結果、参加者が詳しく
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用者に対し

ては、給付

事務の円滑

化及びシス

テムの安定

的運用等に

より、サー

ビス向上を

図る。 

の円滑化 

学校及び

学校の設置

者等の災害

共済給付制

度の理解を

促進し、給付

事務の円滑

化を図るた

め、学校及び

学校の設置

者等に対し、

新しいシス

テムを活用

した事務手

続きなどを

含めた給付

制度の理解

度調査を行

う。また、そ

の調査結果

を踏まえ、給

付制度のよ

り一層の周

知を図る。 

② 災害共済

給付オンラ

イン請求シ

ステムの安

定的運用 

学校及び

学校の設置

者における

請求事務手

続きの省力

化、給付の迅

速化・効率化

を図るため

の災害共済

給付オンラ

イン請求シ

の円滑化 

学校及び

学校の設置

者等利用者

に対し、給付

制度及び請

求事務手続

き等の理解

を促進し、給

付事務の円

滑化を図る。 

なお、利用

者の給付制

度及び事務

手続きの理

解度・要望等

を把握する

ため、説明会

等において

アンケート

調査を行う。 

② 災害共済

給付オンライ

ン請求システ

ムの安定的運

用 

災害共済給

付オンライ

ン請求シス

テム（以下

「災害共済

給付システ

ム」という。）

の性能維持

及び確実な

データ管理

を行い、利用

者に安全で

安定したシ

ステムによ

るサービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・システム利用率 

 

 

＜評価の視点＞ 

公正かつ適切な給付、

利用者サービスの向

上に資するものか。 

 

 

 

しく知りたい内容等を把握するためアンケート調査を実施し（回答

数 4,760 名）、制度の理解に対して 88.2％のプラスの評価（「分かり

やすい」「どちらかというと分かりやすい」の合計）を得た。 

 アンケート結果からは、参加者は、災害共済給付業務への従事年

数に関わらず、「公費負担医療制度との調整」について詳しく知り

たいとの意見が多く、また、従事年数の少ない参加者においては、

「学校の管理下の範囲」、「進学・転入等による引継ぎ」、「高額療養

費」といった制度の対象や手続きに関する意見が多く見受けられ

た。これらの結果を踏まえ、次年度に実施する説明会に向けて内容

の改善を検討した。 

 

■法制度改正への対応 

【新たな加入対象者への平成 29 年度の加入促進】（平成 29 年 4 月

施行） 

・文部科学省、内閣府及び厚生労働省から提供があった加入対象

となる学校等のリストに基づき、加入意思がある又は加入を検

討する設置者に対して、契約関係書類を送付した。 

・全国高等専修学校協会が主催する会議において、災害共済給付

制度の説明を行った。 

・契約手続の期限を 2ヶ月延長し、7月 31日までとした（平成 29

年度限り）。 

 

【平成 27年度以降の法改正による新たな加入対象者への平成 30年

度に向けての加入促進】 

・都道府県及び市区町村の保育事業担当部署、認定こども園、特

定保育事業、一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主導

型保育施設の未加入施設に対し、加入促進用の災害共済給付制

度の概要を記載したパンフレットを送付した。 

・高等専修学校の未加入学校に対し、「災害共済給付制度」のお知

らせ及び学校安全・災害共済給付ガイドを送付した。 

 

■災害共済給付システムの利用促進状況 

未利用あるいは利用率が低い設置者等に対して重点的な利用勧奨

を行うとともに、新任の養護教諭等へのシステム操作方法の習得等

を目的とした説明を 36回行った。その結果、災害共済給付システム

利用率は前年度と比較して 0.3 ポイント利用促進が進んだ。 

区分 H27 H28 H29 

災害共済給付システム利用率(%) 95.8 96.5 96.8 

 

【完全実施できない特別な事情】 

・インターネットに接続によるデータの送受信について、インタ

知りたい内容は、公費

負担医療制度との調

整に係る事項が多く、

特に、災害共済給付業

務への従事年数の少

ない参加者において

は、制度の対象や手続

き、「高額療養費」に関

する事項が多かった。 

子ども・子育て支援

体制の充実を図るに

当たり、平成 29 年 4

月から、災害共済給付

への新たな加入対象

者に対する加入促進

については制度説明

会等で関係者へ周知

するとともに、加入意

思がある又は加入を

検討する設置者に対

して、契約関係書類を

送付した。また、平成

30 年度の契約に向け、

市区町村担当部署及

び平成 29 年度から災

害共済給付の対象と

なった保育事業者な

どへ制度周知パンフ

レットを配布するな

ど、制度説明・加入促

進に努めた。 

災害共済給付シス

テムの運用において

は、性能維持及び確実

なデータ管理を行い、

年度を通して安定的

に稼働させることが

できた。 

また、災害共済給付

システムの利用促進

においては、未利用あ
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ステム（以下

「災害共済

給付システ

ム」という。）

を継続的・安

定的に運用

するととも

に、国の政策

に基づき災

害共済給付

制度の改正

等に対応す

る災害共済

給付システ

ムに改修す

る。 

③ 災害共済

給付システ

ムの利用促

進 

災害共済

給付システ

ムに関して

学校及び学

校の設置者

に対し説明

会等を実施

し、災害共済

給付システ

ムの更なる

利用促進を

図り、特別な

事情がある

場合を除き、

中期目標の

期間終了時

までにオン

ラインによ

る請求の完

全実施を目

指す。 

を継続的に

提供する。 

また、利用

者に対して

サービスの

向上を図る

ための新た

なシステム

構築に向け

て、システム

内容の精査

及び仕様の

策定等の検

討を行う。 

③ 災害共済

給付システ

ムの利用促

進 

災害共済

給付システ

ムを利用し

ていない又

は特に利用

率が低い学

校の設置者

に対して、利

用勧奨を重

点的に実施

するととも

に、「特定保

育事業」な

ど、平成２７

年度以降法

改正により

新たに災害

共済給付の

加入対象と

なった設置

者等へのシ

ステム利用

周知を図る。 

 

 

ーネット環境整備や自治体の個人情報保護条例等により制約が

あるため。 

 

■災害共済給付システムの運用状況 

災害共済給付システムの性能維持及び確実なデータ管理を行い、

利用者に安全なシステムによるサービスを提供し、年間を通じて安

定的に稼動した。 

・定期メンテナンスの実施（年 1回） 

 ・専用の監視端末による 24時間体制のシステム監視 

 

■災害共済給付システムの改修状況 

１ 法令改正への対応 

高等専修学校、一定の基準を満たす認可外保育施設及び企業主

導型保育施設の制度加入に伴い、アプリケーションを改修し、制

度改正に対応した。 

２ セキュリティ対策   

日々高度化する不正アクセスや改ざん等に対応するため、セキ

ュリティ専門業者による外部からの攻撃に対する脆弱性診断（ネ

ットワーク診断、Web アプリケーション診断）を行い、災害共済給

付システムの安全性を確保した。 

３ 第 4期システムの構築 

第 4 期システムについては、第 3 期システムから機器更新を行

うこととし、コンサルタントと契約の上、機器更新に伴うアプリ

ケーション改修要件の整理等を行った。 

るいは利用率の低い

地域の学校設置者等

に対し、説明会等を通

して重点的に利用勧

奨を行ったところ、災

害共済給付システム

利用率を第2期中期計

画期末（平成 24 年度）

と比較した結果5.7ポ

イント利用促進が進

んだ。 

以上により、年度計

画どおりに業務を実

施し、実績を上げてい

ることから、Ｂ評価と

する。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き公正かつ

適切な給付を着実に

実施するとともに、業

務の質の向上、利用者

サービスの向上を図

る必要がある。 

ついては、次年度も

引き続き計画的な研

修等人材育成に努め、

重要案件等への対応、

不服審査請求への対

応を行うことで、公正

かつ適切な給付事務

を着実に実施すると

ともに、利用者の利便

性の向上や業務の効

率化等の改善の促進

を行うこととする。 
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４．その他参考情報  

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（１） スポーツに関する国内外の情報収集・分析及び提供 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める国際競技力の向上に向けた人材養

成、国際競技大会等の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進

等に資するもので、平成 25 年に法人設置法が改正された項目であ

ることも踏まえ、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

組織間の覚書

(MOU) 締 結 数

（累計）（件） 

－ － 5 6 6 8 8 予算額（千円） 328,251 366,474 685,448 581,739 477,796 

配信メール数

（件） 

－ － 200 248 242 296 247 決算額（千円） 329,661 507,463 617,552 544,486 463,187 

データベース

登 録 情 報 数

（件） 

－ － 1,900 2,037 1,310 1,885 1,456 経常費用（千円） 329,459 504,712 620,204 547,271 462,889 

        経常利益（千円） △6,762 △15,820 △12,513 △10,293 7,521 

        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 11.1 12.3 13.0 13.0 13.5 

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ６ スポーツ及

び児童生徒等

の健康の保持

増進に関する

国内外におけ

る調査研究並

びに資料の収

集及び提供等 

 スポーツ及び

児童生徒等の健

康の保持増進に

関する調査研究

並びに資料の収

集及び提供等を

行うため、次の

事業を行う。 

なお、ニーズ

の把握に努め、

必要に応じて事

業の見直しを図

る。 

（１）国内外の関

係機関とのネ

ットワークを

構築し、我が国

のスポーツ諸

施策の効果的

な推進と充実

に資する国内

外の情報の収

集・分析・提供

と研究を行う。 

 

６ スポーツ及び

児童生徒等の健

康の保持増進に

関する国内外に

おける調査研究

並びに資料の収

集及び提供に関

する事項 

スポーツ及び児

童生徒等の健康の

保持増進に関する

調査研究並びに資

料の収集及び提供

を行うため、次の事

業を行う。 

なお、ニーズの把握

に努め、必要に応じ

て事業の見直しを

図る。 

 

（１）スポーツに関

する国内外の情

報収集・分析及び

提供 

国内外の関係

機関との連携・ネ

ットワークの構

築を進め、国際競

技力の向上、国際

競技大会の招致・

開催の支援その

他のスポーツに

係る国際交流・貢

献の推進など、我

が国のスポーツ

諸施策の効果的

な推進と充実に

資する国内外の

６ スポーツ及び

児童生徒等の健

康の保持増進に

関する国内外に

おける調査研究

並びに資料の収

集及び提供等に

関する事項 

（１）スポーツに

関する国内外の情

報収集・分析及び

提供 

我が国のスポ

ーツ諸施策の効

果的な推進と充

実に資するため

に、以下の取組に

より、国内外の情

報の収集・分析・

提供と研究を行

い、それらの情報

及び研究成果等

を、国やスポーツ

団体、大学、地域

スポーツ関係団

体等の関係団体

に提供する。 

・国際競技力強化

やスポーツ参

加促進、学校体

育・スポーツ、

スポーツを通

じた国際交流・

貢献等のスポ

ーツ政策・施策

に関する国内

外の最新情報

の収集・分析・

＜主な定量的指標＞ 

 

・関係機関との組織

間の覚書(MOU)締結

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■国内外の関係機関との連携・ネットワーク構築状況 

（１）国内外の関係機関との連携・ネットワークの構築 

①組織間の覚書（MOU：Memorandum of Understanding）締結・

推進状況 

 H27 H28 H29 

新規締結数（件） 0 2 0 

MOU 締結数（累計）（件） 6 8 8 

  ・MOU 締結国との連携活動実績 44件 

 （連携の難易度が高い順に、新規共催事業 5件、カンフ

ァレンス共同開催 2 件、人事交流（研修）1 件、アスリ

ート交流プログラム 2 件、競技団体海外合宿実施支援 1

件、現地調査実施 5件、海外事例調査 11件、受入プログ

ラム 5件、情報共有ミーティング 12 件） 

・今後の情報共有先として重要となるフランスとの MOU 再

締結に合意するとともに、ノルウェー、ドイツ、フィンラ

ンドなどの新規ネットワーク開拓に着手した。 

 

②複数国間連携ネットワーク構築・推進状況 

  H27 H28 H29 

新規構築数（件） 0 0 2 

複数国連携ネットワーク数（累計）（件） 2 2 4 

新たに 2件の複数国間連携ネットワーク（Athlete Life 

Asia（JSC 主導による。） 及び APEC Sport Policy Network）

を構築し、以下の新規活動を含む計 17 回の会議を実施し

た。 

・Athlete Life Asia シンポジウム 1回 

・APEC Sport Policy Network 会議 1 回 

 

③MOU 等に基づく情報収集等の実施 

 H27 H28 H29 

海外機関国内受入プログラム（件） 10 7 16 

情報収集・交換機会創出（件） 112 72 108 

海外講師招へい協力（件） 3 2 5 

 

（２）国内関係機関との情報ネットワークの運営 

スポーツ庁、スポーツ統括団体、競技団体、地域スポーツ関

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

国内外のスポーツ諸施

策の最新情報の収集・分

析・提供のため、平成 29年

度は新たに2件の複数国間

連携ネットワークを構築

し、国際会議を通じて様々

な情報交換を行うなど、ア

ジア太平洋地域における

スポーツ関連情報の収集

ネットワークを飛躍的に

拡大した。さらに、既存の

8 件の MOU を活かし、特に

平成 29 年度からの新規取

組として、MOU を締結して

いるオランダオリンピッ

ク委員会とJSNに加盟する

自治体との共同プロジェ

クトをコーディネートし、

JSC の持つ国外と国内の連

携ネットワークを結び付

けた新たな事業展開にチ

ャレンジしており、我が国

のスポーツ諸施策の効果

的な推進と充実のため、主

体的な役割と先進的な取

組を推進している。 

また、国内外から収集し

た最新情報等を、情報ネッ

トワークを通じて配信し、

地方公共団体の9割以上に

利用（購読率 90.5％）され

るなど、JSC が提供した情

報が有用な情報として認

知・活用されていると評価

できる。さらに、海外で効

果が確認された女性のス

評定 Ｂ 

＜評価に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。

自己評価では、Ａ評定であるが、今後の課

題の欄に示す点について、さらなる改善

を期待したい。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・既存の 8 件の MOU を活かし、国外からの

情報収集の枠組みを創出している。 

・スポーツ政策に関する取組事例を情報収

集・分析し、関係者ネットワークの運営と

同時に継続した情報発信を行った。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・今後は、地域スポーツ政策における新た

なスポーツ参加促進等の施策・事業の実

効化に役立つ国内外情報の収集・分析・提

供を目指す。特に、地方自治体個別の状況

や資源に応じた地域政策に関わるインサ

イト分析や政策提案を行う。 

・スポーツ政策・施策の推進・充実に寄与す

るため、現在のスポーツ政策における主

要な観点である、女性や働き盛り世代、子

供のスポーツ参加促進、スポーツツーリ

ズム等に関する情報の収集・分析を充実

させるとともに、新たな観点の特定を図

るための情報収集・分析、及び情報提供先

とのコミュニケーションを強化する必要

がある。 
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情報の収集・分

析・提供と研究を

行う。 

 

提供とこれら

の情報の有効

活用のための

国内外関係組

織との連携の

在り方等に関

する調査研究

を行う。 

・国外の政府系ス

ポーツ機関等

との持続的な

情報連携の枠

組みを構築・強

化し、我が国の

スポーツ政策・

施策の質向上

及び新たな施

策開発に資す

る国外のベス

トプラクティ

ス情報の収集・

分析・提供を推

進する。 

・国際スポーツ統

轄機関や国際

競技連盟、国連

機関等とのネ

ットワークを

構築・強化し、

国際スポーツ

界における我

が国の影響力

の強化及び国

際競技大会等

の招致・開催の

支援その他の

スポーツに係

る国際交流・貢

献を推進する

とともに、その

在り方に関す

 

・配信メール数 

・データベース登録

情報数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他の関係機関

との連携件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係団体等で構成する情報ネットワークに情報を配信した。 

 H27 H28 H29 

配信メール数（件） 242 296 247 

データベース登録情報数（件） 1,310 1,885 1,456 

ネットワーク登録アカウント数 1,566 1,677 1,538 

 

（３）スポーツ参加促進に関する情報収集等の状況 

子供や若者、女性、高齢者のスポーツ参加促進等に関する国

内外の取組について、情報収集・分析及び提供した。 

 H26 H27 H28 H29 

海外情報の収集・分析（件） 363 522 418 380 

スポーツ庁等への情報提供（件） 67 88 65 162 

 

■国内外の関係機関との連携促進 

（１）MOU に基づく連携活動を創出・実施した。 

    - 海外連携国・機関数 22 カ国 44 機関 

    - 海外連携機関情報収集・交換機会創出 161 件 

    - 国内情報収集・提供先 13 部署・組織 

 

（２）MOU に基づく連携活動例 

  - オーストラリアスポーツコミッションとの連携におい

て、同機関に所属するスポーツ栄養分野の世界的権威で

ある専門家との我が国初の国際共同プロジェクトを設

置した。 

  - 香港体育学院との連携において、オリパラ一体型アスリ

ート発掘プロジェクトでの我が国初の海外育成プログ

ラムを構築・実施した。また、日本代表チームの独自の

練習環境（練習会場）として、競技団体が要望する、香

港では希少な天然芝練習場を手配し、日本代表チームの

香港セブンズ 2018 優勝に貢献するとともに、平成 30 年

度以降の同大会の練習環境確保に繋がった。 

  - オランダオリンピック委員会との連携により、地方公共

団体等とのネットワークである JAPAN SPORT NETWORK

（JSN）加盟自治体を含む 3 者による共生社会の実現を

目指すプロジェクトを開始したほか、2020 年までの長期

に渡り、アスリートの行動変容に関する研究を実施する

こととなった。 

 

（３）在英拠点において、英国側政府系スポーツ機関（英国デ

ジタル・文化・メディア・スポーツ省（DCMS）やスポーツ・

ポーツ参加促進に関する

プロジェクトの情報が新

たな事業の企画立案に活

用されるなど、国外のベス

トプラクティス情報の収

集・分析・提供による具体

的な成果が生まれており、

スポーツ政策・施策の推

進・充実に大きく寄与し

た。 

また、学校管理下におけ

る体育活動での事故防止

対策とその成果について

ホームページを活用して

広く情報提供しており、特

に学校の管理下における

過去の死亡・障害事例につ

いて検索できるデータベ

ースは、情報に対するニー

ズが高まっており、多くの

アクセス数が得られた。 

以上により、年度計画に

おける所期の目標を上回

る実績を上げていること

から、Ａ評価とする。 

  

＜課題と対応＞ 

今後は、地域スポーツ政

策における新たなスポー

ツ参加促進等の施策・事業

の実効化に役立つ国内外

情報の収集・分析・提供を

目指す。特に、地方自治体

個別の状況や資源に応じ

た地域政策に関わるイン

サイト分析や政策提案を

行う。 

スポーツ政策・施策の推

進・充実に寄与するため、

現在のスポーツ政策にお

ける主要な観点である、女
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る調査研究等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・スポーツに係る国

際交流・貢献の推進

などの情報の収集・

分析・提供と研究の

実施状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

我が国のスポーツ諸

施策の効果的な推進

と充実に資するもの

か。 

 

 

イングランドなど）からの情報提供やネットワーキングの依

頼に対応した。 

 

（４）2018 年平昌大会における連携活動（MOU 理事長会談 2件、

各種情報収集機会創出 9カ国 15 機関）を実施するとともに、

連携する海外機関から AD カード（22 枚）を取得し、関係各

国のオープンソースでは得られない情報収集の機会を獲得

した。 

 

（５）スポーツ庁国際課との国際スポーツラウンジを 7回実施

した。 

 

■スポーツに関する国内外の情報収集・分析及び提供 

（１）スポーツ参加促進等に関する調査研究等 

・諸外国におけるスポーツ参加促進に関する最新情報の収

集・分析を実施し、特にスポーツ庁には、スポーツ実施率

向上に向けた各種分析手法（インサイト分析等）、スポーツ

実施率向上政策・施策の実施効果、子供や女性、労働者の

スポーツ参加促進に係る取組事例等に関する情報・知見、

助言を提供した。特に英国で効果が確認された女性のスポ

ーツ参加促進に関するプロジェクトに係る情報は、新たな

事業の企画立案に活用された。 

・スポーツ庁の政策会議（スポーツを通じた女性の活躍促

進会議、日本版 NCAA（全米大学体育協会）創設に向けた学

産官連携協議会におけるワーキンググループ、運動・スポ

ーツガイドライン（仮称）策定に向けた作業部会等）に情

報を提供した。 

 

（２）国際スポーツイベント招致・開催支援 

・国際スポーツイベントに関する情報・知見を有している

ことから、北海道庁より、2026 年オリンピック・パラリン

ピック冬季大会招致活動に係るアドバイザー就任依頼を受

け、情報提供、国際会議でのネットワーク形成支援を実施

した。 

・各国の IF役員ポスト獲得状況を調査・分析し、170 カ国

以上を対象とした、日本で唯一となる国際力指標をスポー

ツ審議会スポーツ国際戦略部会に提供した。 

 

（３）スポーツに係る国際交流・貢献の推進 

  ・開発と平和のためのスポーツ（SDP）分野を主導する国際

的な諸機関とのネットワーク強化と SDP 国際政策に係る情

性や働き盛り世代、子供の

スポーツ参加促進、スポー

ツツーリズム等に関する

情報の収集・分析を充実さ

せるとともに、新たな観点

の特定を図るための情報

収集・分析、及び情報提供

先とのコミュニケーショ

ンを強化する必要がある。 
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報提供を行った。 

  ・UNESCO のワーキンググループ（Asia-Pacific Task Force 

for Youth and Sport）において情報を提供した。 

  ・自治体を対象としたスポーツと SDP に関する調査として

は日本初となる「地方スポーツ推進計画と SDP」に関する

アンケート調査を 47 都道府県・791 市・924 町村・23 特別

区を対象に実施し、国際会議での発表及び報告書の発行を

行い、海外機関への情報提供を行った。 

 

（４）国際競技力向上に関する調査研究等 

・スポーツ庁に対して、①重点競技種目評価得点算出のた

めの資料、②2018 年平昌大会メダル有望選手、③戦略的強

化費配分のための選定資料等の基礎情報を提供した。これ

らの情報は、重点競技種目選定の根拠として直接的に活用

されるなど、我が国の競技力の向上に重要な役割を果た

し、国際大会での躍進に寄与した。 

・エリートスポーツに係る各国のメダル獲得の潜在能力を

有するメダルポテンシャルアスリート（MPA）分析を日本で

唯一行っており、国際競技力の向上に寄与した。 

 

（５）スポーツ政策研究 

①欧州スポーツ政策情報研究 

・英国大学スポーツに関する情報をスポーツ庁等の国内外

関係者に対して定期的に提供（120 件）し、関連書籍 (平

成 30年度刊行予定) へも寄稿した。 

 

（６）学校における体育活動での事故防止に関する情報提供 

  （Ⅰ－6－（4）学校安全支援を参照） 

  スポーツ関係者や学校関係者等に対して、学校における体

育活動での事故防止対策推進事業の成果について情報提供

を行った。 

学校における水泳事故防止やスポーツ活動中の眼の事故

防止と発生時の対応などについて、ホームページに掲載する

とともに全国の学校等に配布するなどして、全国の教育員会

等に情報提供を行って周知を図った。また、JSC が提供した

学校安全に関する情報資料の利活用状況を把握して更なる

活用促進を図った。 
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成果物 
配布先及び 

配布部数 

平
成
29
年
度
成
果
物 

成果報告書 A4 判 150 ページ ・教育委員会等 

約 2,000 部 

『学校における水泳事故防止必携

［2018 年改訂版］』B6 判 242 ペー

ジ 

・教育委員会等 

約 2,000 部 

『ゴール等の転倒による事故防止

対策について』資料 A4 判 8ページ 

・教育委員会等 

約 2,000 部 

映像資料（DVD）「これからの組体操

を考える」安全に配慮した楽しい

組立体操（41 分 16 秒） 

・教育委員会等 

約 2,000 部 

平
成
28
年
度
成

果
物
の
増
刷 

スポーツ事故防止 DVD 「スポーツ

活動中の眼の事故防止と発生時の

対応（9分 38 秒）」 

・小学校 

約 22,000 部 

「体育的行事における事故防止事

例集」A4 判 26 ページ 

・中学校 

約 12,000 部 

 

  また、災害共済給付のデータを活用し、学校管理下におけ

る過去の死亡・障害事例が検索できる「学校事故事例検索デ

ータベース」により 6,549 件（平成 17年度～平成 28 年度給

付分）の事例をホームページに掲載し、体育活動を含めて学

校管理下の事故防止に資する情報として公開した。 

 H27 H28 H29 

学校事故事例検索データベ

ースアクセス数（件） 
134,634 145,799 148,053 

 

■提供した情報の評価 

 主要な情報提供先（スポーツ庁及び地方公共団体）に対して、

提供した情報の活用度や今後の期待等についてヒアリング及

びアンケート調査を行い、提供情報の評価を行った。 

（１） スポーツ庁の評価 

・提供した情報に関して、「事業立案に活用した」、「事業化に

つながった」、「分析観点が良い」との評価を得た。また、メ

ーリングリストの登録希望や、事業検討の際の参考とするた

めの、女性、働きざかり、スポーツツーリズムに関する参考

情報について提供希望を受けた。 

 

（２）地方公共団体の評価 

・提供した情報を利用したとの回答は 90.5％であり、「活用

した」と回答した自治体は 47.4%であった。（平成 28 年度

29.1％）。活用先は、スポーツ推進委員会や体育協会との会議

等での基礎資料、自治体内での供覧、地域スポーツクラブや

クラブアドバイザーへの情報提供等であった。 
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■スポーツ庁からの受託事業 

【戦略的二国間スポーツ国際貢献事業（スポーツ・フォー・ト

ゥモロー）】 

 「スポーツ・フォー・トゥモロー」（SFT）プログラムの円滑

な推進のための国際協力事業と SFT コンソーシアム事務局業務

を実施した。（平成 29 年度契約額：230,000 千円） 

 

（１）スポーツ国際協力事業 

年度 H26 H27 H28 H29 累計 

裨益国(ヶ国) 21 36 38 39 74 

裨益者数(人) 4,005 42,337 846,706 180,917 1,073,965 

※裨益国数は、一部重複あり。 

※稗益者数は平成 30 年 5月 8 日時点。 

 

（２）SFT コンソーシアム事務局業務 

①コンソーシアム会員の拡充 

 H26 H27 H28 H29 累計 

会員団体（団体） 53 127 117 83 380 

認定事業（件） 12 70 140 89 311 

認定事業裨者数

（人） 
2,989 76,027 638,859 199,646 917,521 

 ※認定事業稗益者数は平成 30 年 5 月 8 日時点。 

 

【その他の受託事業】 

その他、①スポーツ国際展開基盤形成事業（スポーツ国際

政策推進基盤の形成）、②スポーツキャリアサポート推進戦

略の 2 事業をスポーツ庁から受託し、委託内容に基づき適

切に実施。 

 

４．その他参考情報  

特になし 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（２） 登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定めるライフステージに応じたスポーツ活

動の推進に資するもので、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

登山指導者養成

研修会の受講者

数（人） 

150 人以上 337 363 364 374 328 444 予算額（千円） 102,303 80,868 78,220 76,074 89,102 

伝達講習の受講

者数（人） 

－ 5,500 7,819 5,955 7,671 6,788 5,327 決算額（千円） 158,430 81,393 78,921 91,132 91,231 

一般登山者向け

公開講座の参加

者数（人） 

4,000 人以

上 

－ 7,280 9,373 2,555 4,919 4,464 経常費用（千円） 102,543 82,286 79,690 91,568 93,864 

一般登山者向け

冊子の配布部数

（部） 

200,000 部

以上 

－ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 経常利益（千円） △2,100 △5,133 △3,869 △121 584 

救助活動従事者

養成研修会の受

講者数（人） 

40 人以上 51 54 51 48 47 52 行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 2.9 3.0 3.0 3.0 3.9 

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （２）登山事故を

未然に防止し、

健全な登山の

発展を図るた

め、高い資質を

（２）登山指導者の

養成及び登山に関

する情報の提供 

① 登山指導者等

の養成 

（２）登山指導者の

養成及び登山に関

する情報の提供 

① 登山指導者

等の養成 

＜主な定量的指標＞ 

・研修会の受講者数 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■登山指導者の養成のための研修会実施状況 

（１）登山指導者養成研修会等の開催 

次の研修会を開催し、登山指導者を養成。特に平成 29年

度は、例年行っている研修会に加えて、平成 29 年 3 月に発

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 登山指導者の養成及び登

山に関する情報の提供に関

して年度計画に掲げる 4 つ

評定 Ａ 

＜評価に至った理由＞ 

・評価すべき実績の欄に示すとおり、中期計画 

に定められた以上の業務の進捗が認められ

るため。 
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有する登山指

導者の養成を

行う。これらの

指導者と共に

安全に配慮し

ながら登山す

ることを促進

するとともに、

指導者にはそ

の属する組織

等の構成員へ、

技術・知識を伝

達・指導させ

る。また、指導

者による伝達・

指導状況につ

いて調査を行

い把握し、山岳

遭難事故の抑

止に寄与すべ

く、指導者養成

の改善を図る。 

さらに、登山

者が自らの知

識を向上させ

て登山するこ

とができるよ

う、安全な登山

のための情報

を提供する。 

また、登山事

故が起きた場

合の被害の軽

減を図るため、

救助活動に従

事する者が、よ

り安全・確実に

救助作業に従

事するために

必要な技術・知

識の向上を図

大学山岳部や

中高年登山者の

指導者等の資質

の向上を図るた

めの研修会を開

催する。これら

の指導者と共に

安全に配慮しな

がら登山するこ

とを促進すると

ともに、指導者

にはその属する

組織等の構成員

へ技術・知識を

伝達・指導させ

る。また、山岳遭

難事故の抑止に

寄与すべく、指

導者による伝

達・指導状況に

ついて調査を行

い把握し、状況

に応じて伝達講

習等の見直しを

行う。なお、登山

に関する調査研

究の成果を研修

会等に活用す

る。 

・登山指導者養

成研修会の開

催 年間１５

０人以上を養

成 

② 安全な登山の

ための情報の提

供 

登山スタイル

の多様化による

事故を防止する

ため、登山者が、

大学山岳部や

中高年登山者の

指導者等の資質

の向上を図るた

めの研修会を開

催する。これらの

指導者と共に、事

前に必要な情報

（火山情報など

を含む）を収集し

安全に配慮しな

がら登山するこ

とを促進すると

ともに、指導者に

はその属する組

織等の構成員へ

技術・知識を伝

達・指導させる。

また、山岳遭難事

故の抑止に寄与

すべく、指導者に

よる伝達・指導状

況について調査

を行い把握し、状

況に応じて伝達

講習等の見直し

を行う。なお、登

山に関する調査

研究の成果を研

修会等に活用す

る。 

また、登山者ニ

ーズを的確に捉

え登山指導者等

の養成に関する

事業の見直しを

図る。 

・登山指導者養

成研修会の開

催 年間１５

０人以上を養

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伝達講習の受講者

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生した那須雪崩事故を受け、外部からの要請を踏まえて高

等学校等の山岳部顧問等を対象とした新たな研修会を開催

した。 

  ・大学生登山リーダー養成コース 

  ・中高年安全登山指導者養成コース 

  ・山岳遭難救助従事者コース 

  ・研修会指導者コース 

    ・高等学校等安全登山指導者養成コース(H29 年度～) 

（目標：受講者数年間 150 人以上、達成率 296％） 

区分 H27 H28 H29 

コース数（コース） 4 4 5 

回数（回） 12 12 13 

開催日数（日） 50 50 52 

受講者数（人） 374 328 444 

 

（２）研修・講習内容の改善 

御嶽山の噴火など、一部で火山活動が活発化しているこ

とから、研修会・講習会要項に「登山する前には気象庁発

表の最新火山情報を入手すること」を加え、その重要性を

伝えている。 

 

■指導者による伝達・指導状況 

（１）アンケート調査による状況把握 

 平成 28年度に研修を受講した参加者（195 名）に対して

アンケート調査を実施し、参加者が所属する組織内外への

技術・知識の伝達状況を把握。 

区分 H27 H28 H29 

対象者（人） 212 202 195 

回答率（％） 58 49 57 

伝達講習受講者数

（人） 
 7,671 6,788 

5,327 

 

（２）伝達講習等の見直し状況 

 組織内への伝達講習は、研修参加者が所属する組織内の

メンバーに研修内容を伝えていることが確認でき、十分な

成果が見られる。 

前年度よりアンケート回答率は向上しているが、伝達人

数については、一人当たりの伝達数が昨年より減少したた

め全体の伝達人数が減少となった。 

なお、平成 26 年度からアンケートの配布・回収方法を改

の定量指標（登山指導者養

成研修会の受講者数等）に

ついて、目標の達成率は 4項

目の平均で 172％となって

おり、目標以上の実績を上

げることができた。 

具体的には、国際機関が

認定する国際山岳ガイドの

資格を有するなど、国内外

の第一線で活躍する講師を

迎えて登山指導者養成研修

会を開催し、目標数を上回

る大学山岳部や中高年登山

者の指導者を養成するとと

もに、救助活動従事者に対

しても知識・技術向上のた

めの研修会を開催した。 

特に、平成 28 年度末に発

生した那須雪崩事故を受

け、外部からの要請もあり、

急遽、高等学校等の山岳部

顧問等を対象とした新たな

研修会を開催するととも

に、高等学校等登山指導者

向けテキストや高校生等登

山初心者向け参考資料の作

成も開始し、社会的要請に

対応した取組を行った。 

平成 28年度の研修受講者

に対してアンケート調査を

実施したところ、所属する

組織内での技術・知識の伝

達は十分に行われているこ

とが確認できた。 

 安全な登山のための情報

提供としては、全国 13 会場

で公開講座を開催するとと

もに、一般登山者向け「安全

登山ハンドブック」を関係

機関に配布した。 

 国外との連携では、韓国

＜評価すべき実績＞ 

・登山指導者養成、公開講座等の受講者等につ

いて、目標を大きく上回っている。 

・平成 29 年３月に発生した那須雪崩事故を受

け、新たに高校の山岳部顧問等を対象とした

研修会を開催するほか、指導者向け参考資料

の作成に取り組むなど、社会的要請に対応し

ている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・毎年の遭難者数は高止まりしており、引き続

き一般登山者向けの安全登山に関する啓発

活動が求められているため、各目標値に関し

て、適切な設定となっているか検討する必要

がある。公開講座については引き続き、同時

開催するイベント・団体の検討や、独自開催

の講座の効果的な告知、開催方法・場所等の

検討を強く期待する。一般登山者向け冊子に

ついても配布先の拡大や変更、内容の見直し

等を継続的に実施することを期待する。 

一方で、平成 29 年３月に発生した那須雪

崩事故においては、高校山岳部顧問等の知

見・技術の向上が必要との指摘もあり、高等

学校登山指導用テキスト編集委員にて指導

者向けテキスト及び高校生等向け参考資料

を作成しているが、テキスト、参考資料の活

用等も含めて、高等学校等の山岳部顧問等を

対象とした安全登山指導者研修会の内容の

見直し等の改善を図ることや、一般登山者向

けの安全登山に関する啓発活動への展開を

期待する。 
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る研修会を行

い、その研修会

を通じ、消防や

警察等の職域

間の連携が十

分に図れるよ

う支援する。 

・登山指導者養

成研修会等の

開催 年間１

５０人以上を

養成 

・一般登山者向

け公開講座の

開催 年間４, 

０００人以上

を対象 

・一般登山者向

け冊子の配布   

年 間 ２ ０ ０ , 

０００部以上

を配布 

・救助活動従事

者養成研修会

の開催 年間

４０人以上を

養成 

 

自ら知識を向上

させて登山する

ことができるよ

う、公開講座の

開催や冊子の配

布等を通じて安

全な登山のため

の情報を広く提

供する。 

・一般登山者向

け公開講座の開

催 年間４，０

００人以上を対

象 

・一般登山者向

け冊子の配布   

年間２００，０

００部以上を配

布 

③ 救助活動従

事者の養成等 

救助活動に従

事する者が、よ

り安全・確実に

救助作業に従事

するために必要

な技術・知識の

向上を図る研修

会を行い、その

研修会を通じ、

消防や警察等の

職域間の連携が

十分に図れるよ

う支援する。 

・救助活動従事

者養成研修会の

開催 年間４０

人以上を養成 

成 

 

② 安全な登山の

ための情報の提供 

登山スタイル

の多様化による

事故を防止する

ため、登山者が、

自ら知識を向上

させて登山する

ことができるよ

う、国内外の関

係機関・団体と

連携を密にし

て、公開講座の

開催や冊子の配

布等を通じて安

全な登山のため

の情報を広く提

供する。また、国

立登山研修所や

関係機関・団体

のＨＰにおいて

も一般登山者向

け冊子などによ

り、広い情報提

供を図る。 

・一般登山者

向け公開講座

の開催 年間

４，０００人

以上を対象 

・一般登山者

向け冊子の配

布 年間２０

０，０００部

以上を配布 

 

③ 救助活動従

事者の養成等 

救助活動に従

 

・公開講座の参加者

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・冊子の配布部数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研修会の受講者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・登山事故防止と安

全登山のための情

報提供の状況 

 

 

善しメール等を利用して回収率の向上に努めている。 

 

■一般登山者向けの情報提供状況 

（１）公開講座の開催 

 平成 25 年度から、日本山岳ガイド協会と連携して公開

講座を開催。 

（目標：参加者数年間 4,000 人以上、達成率 112％） 

区分 H27 H28 H29 

開催回数（回） 11 14 13 

参加者数（人） 2,555 4,919 4,464 

平成 26 年度までは、日本山岳ガイド協会などが共催する

集客力のある「夏山フェスタ」と同時開催されていたが、

平成 27 年度は先方主催者の都合により別日程で開催され

たことから目標を大きく下回ったが、平成 28 年度からは、

開催回数も増やし、目標数を達成した。 

 

（２）冊子（安全登山ハンドブック）の配布 

平成 25 年度から、日本山岳ガイド協会と連携して安全な

登山のための冊子を配布。 

（目標：配布部数年間 200,000 部以上、達成率 150％） 

区分 H27 H28 H29 

配布数（部） 300,000 300,000 300,000 

 配布先について、より一般登山者への効果的な情報発信

となるよう見直し検討を行い、また、日本山岳ガイド協会

や国立登山研修所の HP でも冊子の閲覧が出来るよう取組

を行った。 

 

■救助活動従事者養成研修会の開催状況 

 警察・消防・自衛隊・民間救助組織において山岳遭難救

助に携わる者を対象に研修会を開催。受講者はそれぞれの

所属先で救助活動に従事。 

（目標：受講者数年間 40人以上、達成率 130％） 

区分 H27 H28 H29 

回数（回） 1 1 1 

受講者数（人） 48 47 52 

 

■国内外の関係機関との連携状況 

・大韓民国国立公園管理公団北漢山生態探訪研修院との

協約書に基づき、登山事故防止と安全登山の普及のため

の情報提供等を実施。 

の関係機関に対し、登山事

故の防止や安全登山の普及

に関する情報提供を行うと

ともに、韓国側から日本で

は想定できない山域の状況

や登山装備に関する情報を

得ることができ、有意義な

情報交換が実施できた。 

以上により、年度計画に

おける所期の目標を上回る

実績を上げていることか

ら、Ａ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

「山の日」の制定、登山人

口の増といった社会背景の

変化により、安全な登山の

ための取組がより重要なも

のとなっている。 

研修修了者による技術・

知識の伝達については、ア

ンケート調査による状況把

握を行っており、平成 29年

度の回答率は増加したが、

１人当たりの伝達人数が減

少したことから、研修生に

対してより多くの人に伝達

するよう働きかける必要が

ある。今後は組織外の一般

登山愛好家への伝達講習も

活発に行っていくよう、協

力を要請する。 

安全登山の情報を提供し

ている安全のための冊子

（安全登山ハンドブック）

の配布等により、今後もよ

り広く、多くの一般登山者

に対しての情報提供を行う

よう引き続き取り組んでい

く必要がある。 
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事する者が、よ

り安全・確実に

救助作業に従

事するために

必要な技術・知

識の向上を図

る研修会を行

い、その研修会

を通じ、消防や

警察等の職域

間の連携が十

分に図れるよ

う支援する。 

・救助活動従

事者養成研修

会の開催 年

間４０人以上

を養成 

＜評価の視点＞ 

各種研修や情報提供

が安全登山に寄与す

るものであるか。 

・平成 29 年 5 月 31 日～6月 5日の間、担当理事、国立登

山研修所職員及び講師6名が大韓民国国立公園管理公団

北漢山生態探訪研修院へ訪問し、研究協議と技術研修を

行った。また交流事業において、お互いの国の登山事情、

登山技術や知識等の情報交換を行い今後の活動に生か

せるような研修会となった。 

 

 

 
４．その他参考情報  

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（３） 事業の成果を活かしたスポーツに関する情報提供 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定めるライフステージに応じたスポーツ活

動の推進及び地域スポーツ環境の整備に資するもので、重要度が高

い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

講習会等の開

催件数（回） 

4 6 6 6 6 7 8 予算額（千円） 64,118 70,784 82,835 138,990 116,003 

        決算額（千円） 92,800 92,439 118,623 132,758 109,425 

        経常費用（千円） 92,800 93,200 142,933 133,821 109,793 

        経常利益（千円） 24,276 68,119 48,360 48,181 43,935 

        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 3.0 3.0 4.5 4.9 4.0 

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （３）これまでの

国際大会など

の開催実績か

ら得られたノ

ウハウ等を活

用し、スポーツ

ターフの維持

管理等の情報

の提供を行う

ことにより、地

域のスポーツ

（３）事業の成果を

活かしたスポー

ツに関する情報

提供 

① 施設維持管

理情報等の提

供 

スポーツの

普及・振興に資

するため、スポ

ーツターフの

（３）事業の成果を

活かしたスポーツ

に関する情報提供 

① 施設維持管

理情報等の提

供 

ア スポーツの

普及・振興に資す

るため、次に掲げ

る研修会等を開

催し、スポーツタ

＜主な定量的指標＞ 

・講習会等の開催件

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■講習会等の開催状況 

（１）関係団体と連携した講習会等の開催 

・日本体育施設協会との共催事業 

H27 H28 H29 

6 回 7 回 8 回 

※H29 年度実績内訳 

全国体育施設研究協議大会 1回（参加者 253 名） 

水泳指導管理士養成講習会 1回（受講者 58名） 

体育施設管理士養成講習会 2回（受講者 94名、160 名） 

トレーニング指導士養成講習会 1回（受講者 82名） 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

施設維持管理情報等の提

供については、主催講習会

等 2回、共催講習会等 8回、

スポーツ教室 2 種類を実施

し、施設管理運営に関する

情報提供及びスポーツの普

及振興に努めた結果、参加

者から高い満足度を得るこ

とができた。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね

着実に業務が実施されたと認められ

るため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・講習会・研修会等の開催を通じて、法

人が持つ芝生の管理方法や施設の管

理方法等のノウハウの周知・普及に

努めた。 
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施設の環境整

備などを支援

する。 

また、国際競

技力の向上に

係るスポーツ

医・科学の研

究・支援活動の

成果をスポー

ツ事故・外傷・

障害等の防止

等に活用し、

人々の日常の

スポーツ活動

に広く還元す

る。 

 

維持管理方法

等、これまでの

施設管理運営

から得た維持

管理方法に関

する情報提供

を行い、地域の

スポーツ施設

等の環境整備

を支援すると

ともに、関係団

体と連携して

講習会等を開

催し、指導者養

成や生涯スポ

ーツの振興を

図る。 

講習会等の

開催 年４回

程度 

② 研究・支援活

動の成果の還

元 

国際競技力

の向上に係る

スポーツ医・科

学の研究・支援

活動の成果を

スポーツ事故・

外傷・障害等の

防止等に活用

するため、ホー

ムページ等を

通じて情報提

供することに

より、人々の日

常のスポーツ

活動に広く還

元する。 

 

ーフの維持管理

方法等、これまで

の施設管理運営

から得た維持管

理方法に関する

情報提供を行い、

地域のスポーツ

施設等の環境整

備を支援する。 

・主要スタジア

ム情報交換会 

・スポーツター

フ維持管理研

修会 

イ 関係団体と

連携して次に掲

げる講習会等を

開催し、指導者養

成や生涯スポー

ツの振興を図る。 

・全国体育施設

研究協議大会 

・水泳指導管理

士養成講習会 

・体育施設管理

士養成講習会 

・トレーニング

指導士養成講

習会 

・体育施設運営

士養成講習会 

・スポーツター

フ管理者養成

講習会 

・各種スポーツ

教室 

ウ 秩父宮記念

スポーツ博物館

が所蔵する資料

の全国各地の大

学・博物館・公共

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育施設運営士養成講習会 1回（受講者 113 名） 

スポーツターフ管理者養成講習会 1 回（受講者 72 名） 

木製床管理者養成講習会 1回（受講者 137 名） 

 

（２）各種スポーツ教室の開催 

区分 H27 H28 H29 

代々木競技場水

泳教室 

在籍者数（人） 2,498 2,521 618 

参加者数（人） 23,108 23,637 5,901 

代々木競技場フ

ットサル教室 

在籍者数（人） 653 572 656 

参加者数（人）  18,074 20,425 17,413 

※代々木競技場水泳教室は、耐震改修工事のため、第 1期（4-6 月

分）のみ開催。 

 

■スポーツ博物館・図書館を活用した情報提供 

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館が所蔵する資料の貸出等を

行い、並行して、研究者及び一般利用の利便性を図るため、資料の

整理・データ化業務（所在情報の確認、検索性を高めるための再配

架、登録情報の是正など）を行った。 

 また、2020 年東京大会に向け、当館や国内のスポーツ博物館が

所蔵する貴重なスポーツ資料を広く国内外の人々に伝える取組と

して、文化庁文化振興補助金（25,040 千円）を活用し、スポーツ

ミュージアム連携・啓発事業実行委員会を組織して、日本のオリン

ピック歴史を伝える地域と連携した巡回展事業を全国 4 か所で開

催した。 

 博物館の今後の在り方については、法人内のプロジェクトチー

ムで検討を行った。（全 4回） 

区分  H27 H28 H29 

博物館 

入場者数（人） 休館 休館 休館 

資料貸出数 
（件） 9 15 17 

（点） 122 149 77 

図書館 

入場者数（人） 17 37 20 

来館者資料利用数（冊） 310 1,559 309 

資料複写依頼対応数（件） 515 774 895 

レファレンス回答数（件） 112 87 77 

※新国立競技場整備事業に伴い、スポーツ博物館は平成 26年 5月

7 日から休館。また、図書館は平成 25 年 12 月 27 日から休館し

ているが、平成 26 年 9 月から、事前予約の上、閲覧・複写サー

ビスを実施。 

 

 

また、ホームページを通

じて一般向けに情報を提供

することにより、スポーツ

医・科学の研究・支援活動の

成果を日常のスポーツ活動

へ還元することができた。 

その他、スポーツミュー

ジアム連携・啓発事業では、

地域の博物館と連携した巡

回展を通して、来場者へス

ポーツ文化を広く発信し、

スポーツに対する興味や関

心を持っていただく機会を

提供した。 

以上により、年度計画ど

おりに業務を実施し、実績

を上げていることから、Ｂ

評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

秩父宮記念スポーツ博物

館・図書館については、検討

内容を踏まえ、早急に機能

や役割など今後の在り方に

ついて結論を出すととも

に、検討結果を踏まえて具

体的な取組を進める必要が

ある。 

 

 

 

・スポーツ教室の開催等により、スポ

ーツに対する興味・関心を喚起する

とともに、ホームページを活用し法

人の活動成果を情報提供している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 
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機関等への貸出

しや研究者及び

一般利用の利便

性を図るための

資料の分類化、目

録整備及びアー

カイブ化等を行

うことによりス

ポーツの普及・振

興を図る。 

なお、効果的・

効率的に実施す

るため、関係行政

機関等からの外

部資金の獲得に

努める。 

また、博物館の

今後の在り方に

ついて、検討をす

すめる。 

② 研究・支援活

動の成果の還元 

サポートや研

究成果をわかり

やすくまとめた

資料や、アスリー

トのための栄養

管理に関する情

報をウェブサイ

トに掲載する等、

研究・支援の成果

などの一般に向

けた情報提供を

積極的に行う。 

 

＜その他の指標＞ 

・施設管理運営から

得た維持管理方法

に関する情報提供

の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ医・科学の

研究・支援活動の成

果の情報提供の状

況 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

地域のスポーツ施設

の環境整備を支援し

たか。 

人々の日常のスポー

ツ活動に広く還元し

たか。 

■施設の維持管理方法に関する情報提供 

国内主要スタジアムの施設管理・運営担当者を対象に、芝生の管

理方法や施設の管理運営の方策等を検討する研修会等を開催。 

（１）主要スタジアム情報交換会 

（平成 30年 1月 18～19 日／会場：ヤンマースタジアム長居） 

参加者：41施設 135 名 

内 容：基調講演 

『Ｊリーグクラブが主導する官民連携によるスタジ

アム建設～桜スタジアムプロジェクトの目指すとこ

ろ』 

分科会（スポーツターフ部門・管理運営部門） 

満足度：「参考になった」「大変参考になった」     

合わせて 94.9％ 

（２）スポーツターフ維持管理研修会 

（平成 29年 7月 13 日／会場：正田醤油スタジアム） 

参加者:21 施設 45 名 

内 容：事例発表・講演 

満足度：「満足」「やや満足」合わせて 96.8％ 

 

■ホームページ等を活用した成果の普及状況【再掲】 

ホームページを活用し、研究・支援の成果を一般の方にもわかり

やすく提供。・「アスリートのわいわいレシピ」アクセス数 

116,216 件 

・「サポートのたね」アクセス数 12,795 件 

・「ニュースレター」配布数 2,716 部 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（４） 学校安全支援業務 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と

信頼される学校づくり 

  施策目標 2-4 健やかな体の育成及び学校安全の推進 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-1 子供の体力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

閣議決定「学校安全の推進に関する計画」に定める学校安全計画・

安全点検、及び「スポーツ基本計画」に定める子供のスポーツ機会

の充実（安全性の向上）に資するもので、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

情報提供に関

する学校関係

者からのプラ

ス評価（％） 

80％以上 － 98.9 99.15 99.03 98.64 97.58 予算額（千円） 521,083 742,073 891,385 657,275 622,541 

ホームページ

掲載数（件） 

70 件程度 － 83 87 86 103 127 決算額（千円） 504,471 763,940 909,871 649,173 676,777 

        経常費用（千円） 558,557 564,627 649,593 694,242 712,952 

        経常利益（千円） △9,987 △24,124 △19,740 1,713 4,564 

        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数 12.9 13.1 12.8 12.8 10.9 

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 主担当部署 

 （４）「学校安全

の推進に関す

る計画」（平成

２４年４月２

７日閣議決定）

（４）学校安全支援

業務 

「学校安全の

推進に関する計

画」（平成２４年

（４）学校安全支援

業務 

学校における

事故防止のため

の取組を効果的

＜主な定量的指標＞ 

・情報提供に関する

学校関係者からの

プラス評価 

 

＜主要な業務実績＞ 

■情報提供の達成状況 

学校関係者等に対して、学校災害防止調査研究や「教材カー

ド」をはじめとした情報提供の取組が児童生徒等の事故防止の

観点から有意義であったかについて、アンケート調査を実施し

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

災害事例等の整理・分析

については、「学校の管理

下の災害」を作成し、学校

評定 Ａ 
＜評価に至った理由＞ 

・評価すべき実績の欄に示すとおり、中期

目標に定められた以上の進捗が認められ

るため。 



66 
 

及び「スポーツ

基本計画」（平

成２４年３月

３０日文部科

学大臣決定）に

基づき、災害共

済給付事業の

実施によって

得られる災害

事例等を整理・

分析し、学校関

係者等に分か

りやすく提供

することによ

り、学校におけ

る事故防止の

ための取組を

支援する。 

 

４月２７日閣議

決定）及び「ス

ポーツ基本計

画」（平成２４年

３月３０日文部

科学大臣決定）

に基づき、災害

共済給付事業か

ら得られる災害

事例等を、学校

における事故防

止対策に活用で

きるよう整理・

分析し、学校関

係者等に分かり

やすく提供す

る。 

実施に当たっ

ては、学校関係

者等のニーズを

的確に把握する

とともに、国、

関係団体、研究

機関及び専門家

等との連携・協

力並びにセンタ

ー内のスポーツ

医・科学分野の

資源の活用を図

る。 

① 災害事例等

の整理・分析 

災害共済給

付事業から得

られる災害事

例及び実地調

査等により収

集した情報を

整理・分析し、

「災害統計調

査」及び「死

に支援するため、

災害共済給付事

業の実施によっ

て得られる災害

事例等を整理・分

析し、学校関係者

等に分かりやす

く提供する。 

実施に当たっ

ては、関係団体及

び外部有識者で

構成する「学校安

全推進会議」及び

「学校安全業務

運営会議」を開催

するなど、学校安

全の関係機関等

との連携・協力を

通じて、意見・要

望等を把握する

ことにより、事業

を円滑かつ効果

的に実施する。 

① 災害事例等

の整理・分析 

災害共済給

付事業から得

られる災害事

例等を整理・分

析し、「学校の

管理下の災害」

の作成及び「学

校事故事例検

索データベー

ス」の更新等を

行う。また、引

き続き災害共

済給付におけ

る実地調査等

により事故の

詳細情報及び

 

 

 

 

 

 

・学校災害防止に関

する情報のホーム

ページ掲載数 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・災害共済給付事業

から得られる災害

事例等の整理、分

析、提供状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 

調査対象：都道府県教育委員会・医師会・学校関係団体等   

回答数：207 団体 

（調査結果） 

・「大変有意義である」、「有意義である」のプラス評価の合計

が 97.58％となり、目標の「80％以上」を達成。 

・教材カードをタイムリーに掲載（5、7月に熱中症予防、6月

に水泳中の事故防止、9月に運動会での事故防止）する等、

ホームページに掲載する学校災害防止のための有用な情報

等の件数は、127 件となり、目標の年 70 件を達成。 

区分 H27 H28 H29 

ホームページ掲載数（件） 86 103 127 

 

■関係団体との連携 

関係団体との諸会議を通じて、学校関係者等への事故防止情

報の提供と活用方策について意見交換を行った。 

会議名 構成 
委員数 

団体数 

学校安全 

推進会議 

・日本医師会等医療関係団体 

・全日本中学校長会等学校関係

団体 

・外部有識者 

15 名 

学校安全業務 

運営会議 

・各都道府県医師会等の医療関

係団体 

・教育委員会、小・中・高等学校

長会、幼稚園協会、保育協会、

PTA 連合会等の学校関係団体 

23都道府県 

281 団体 

(2年間で全

国一巡) 

学校安全部 

連絡協議会 

・各都道府県教育委員会及び指

定都市教育委員会 67 団体 

学校安全情報

の提供に関す

る協力者会議 

・教育委員会、安全担当教員及び

養護教諭等 
8 名 

 

【学校安全推進会議等での主な意見】 

・契約時、保護者の同意取得について、学校の負担軽減策を

検討してほしい。 

・「スポーツ事故防止ハンドブック」の使い勝手が良い。 等 

 

【学校安全業務運営会議の参加団体との連携】 

学校安全業務運営会議の参加団体の協力を得て、団体の

開催する会議等での「学校安全 Web PR チラシ」の配布な

ど、学校事故防止情報の団体会員への周知促進を図った。 

関係者等に直接提供する

とともに、ホームページに

掲載し、事故防止の啓発資

料として広く活用される

よう公表した。 

調査・研究の推進につい

ては、体育活動中の事故に

よる死亡等の重大事故を

防止するため、「スポーツ

事故防止対策推進事業」を

実施した。医療関係者、法

曹関係者、大学教授等の外

部有識者で構成する「スポ

ーツ事故防止対策協議会」

を設置し、災害共済給付か

ら得られる事故事例の分

析、現地調査の実施、スポ

ーツ事故防止対策推進会

議（セミナー）開催により、

都道府県教育委員会及び

関係団体との研究協議と

情報共有を行った。特に、

セミナーにおいては、座学

における成果発表（全国 9

会場）に加え、2 会場にお

いて、学校現場で直接指導

に当たる教員等を対象と

した組体操の実技講習会

を行うなど、スポーツ事故

防止に必要な取組を強化

し、過去最高の延べ 1,765

名の参加をみた。 

また、「第 2 次学校安全

の推進に関する計画」の策

定や「学習指導要領」の改

訂を踏まえた資料を作成

するため、「学校安全資料

作成のための調査研究事

業」を実施した。学校安全

の 3領域（生活安全、交通

安全、災害安全）の知見を

 

＜評価すべき実績＞ 

・学校関係者等への情報提供については、

「学校の管理下の災害」の刊行物を配布

するとともに、「教材カード」を毎月掲載

する等、学校災害防止のための情報等を

127 件ホームページに掲載し、目標の 70

件を大きく上回っている（目標対比：

181％）。アンケート結果では、その満足度

は目標の 80％を大きく上回る 97.58％と

なっている（目標対比：122％）。目標の

「80％以上」を大幅に上回ったことによ

り、「災害共済給付事業から得られる災害

事例等を、学校における事故防止対策に

活用できるよう整理・分析し、学校関係者

等に分かりやすく提供している」と評価

できる。 

・調査・研究の推進については、「スポーツ

事故防止対策推進事業」を実施し、セミナ

ーの動員数が過去最高であり、アンケー

ト結果において、参加者から高い満足度

が得られていること、また、「学校安全資

料作成のための調査研究事業」の調査研

究を行い、「学校の危機管理マニュアル作

成の手引」を作成し、全国の学校・教育委

員会へ配布し、その成果の普及を行って

いる。 

以上により、中期目標に基づき業務を

実施する中で、中期目標を大きく上回る

成果が得られていると認められるため

「Ａ」評定とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・災害共済給付業務を通じて蓄積された学

校の管理下での事故事例や統計情報等、

事故防止に役立つ情報を教職員まで行き

渡るよう工夫し、学校の管理下の災害の

減少につながる取組を期待する。 
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亡・障害事例

集」を毎年度

作成する。 

② 調査・研究

の推進 

学校災害防

止のための調

査・研究につ

いては、体育

活動中の事故

及び通学中の

事故などその

時々の課題並

びに学校関係

者のニーズ等

を踏まえ、研

究課題を設定

する。 

実施に当た

っては、医学・

歯学、教育、

学校安全等の

外部有識者を

含めた「学校

災害防止調査

研究委員会」

の体制充実、

関係機関との

連携強化及び

内部体制の充

実を図る。 

③ 学校関係者

等への情報提 

供 

学校災害防

止のための有

用な情報及び

調査・研究成

果等につ い

て、ホームペ

ージ、広報誌

事故後の再発

防止策等を収

集・蓄積し、事

故防止対策の

調査研究等に

活用する。 

 

② 調査・研究の

推進 

学校災害防

止のための調

査研究につい

ては、学校安全

推進会議の意

見や学校関係

者のニーズ等

を鑑み、体育活

動中の事故な

どその時々の

課題等を踏ま

え、「学校災害

防止調査研究

委員会」におい

て調査・研究課

題を選定し、学

校における事

故防止対策の

実践に有用な

調査・研究を重

点的に推進す

る。 

なお、効果

的・効率的に実

施するため、セ

ンター内のス

ポーツ医・科学

分野の資源を

活用するとと

もに、外部資金

の獲得に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「学校の管理下の災害」の作成（毎年作成） 

・平成28年度の災害共済給付事業の実施によって得られたデ

ータを整理・分析し、「災害統計調査」及び「死亡・障害事例

集」を合わせた形で「学校の管理下の災害 平成 29 年版」を

作成した。事故防止の啓発資料として、災害共済給付契約し

ている全設置者に配布するとともに、大学関係者、医療関係

者等にも広く活用されるよう、ホームページに掲載した。 

 ・また、学校における重大事故防止に資するため、広報誌「学

校安全ナビ特別号」に、死亡・障害事例を抜粋し掲載した。 

 

■学校災害防止のための調査研究 

１ 調査研究委員会の開催 

 災害共済給付事業の実施によって得られる災害事例等を分

析し、学校における事故防止に資する調査研究を行うため、

「学校災害防止調査研究委員会」を開催。（2回開催） 

平成 30 年度以降の調査研究事業や事故防止のための資料の

活用促進等について意見を得た。 

 

２ スポーツ庁委託事業「学校における体育活動での事故防止

対策推進事業」の実施 

 体育活動中における重大な事故の発生の背景や要因、再発

防止のために留意すべき点や方策について事例ごとに調査研

究を行った。 

（１）研究体制の充実 

・外部有識者 30名（医療関係者、法曹関係者、大学教授等）、

内部委員 1名で構成する「スポーツ事故防止対策協議会」

を設置した。（1回開催） 

・体育活動中に依然と重大事故が発生している「水泳事故」

及び「サッカーゴール等の転倒による事故」の防止を調

査研究課題に選定し、研究課題ごとに分析・研究を行う

ワーキンググループを設置して専門的な議論を行った

（各 2回開催）。 

 （２）研究の実施状況・成果 

・学校の管理下のサッカーゴール等の転倒をはじめ、サッ

カーゴール等に起因する事故災害の分析を行った（医療

費発生件数 計 3,791 件〔平成 25年度～平成 27年度〕） 

・水泳事故の重大事故等の事例について、スポーツ事故防

止対策協議会の委員が現地調査を実施（1回）し、再発防

止等について関係者と連絡・協議を行った。 

・開催地の教育委員会の協力を得て、学校の関係者とスポ

有する外部有識者で構成

する「学校安全資料作成会

議」を設置し、「学校の危機

管理マニュアル作成の手

引」を作成し、学校・教育

委員会へ配布した。 

学校関係者等への情報

提供については、スポーツ

事故防止事例集やDVD等を

配布するとともに広報誌

「学校安全ナビ」で定期的

に周知した。 

教材カードを毎月掲載

する等、学校災害防止のた

めの有用な情報等を127件

ホームページに掲載し、目

標の 70 件を大きく上回っ

た。（目標対比：181％） 

 その結果、情報提供に対

する学校関係者等の満足

度は目標の 80％を大きく

上回る 97.58％であった。

（目標対比：122％） 

 提供情報の活用状況に

ついては、学校事故防止に

関する説明会で実施する

アンケートや、資料を提供

した際の活用報告により、

学校・設置者の利活用状況

の把握に努めた。 

以上により、年度計画に

基づき業務を実施する中

で、中期計画における所期

の目標を大きく上回る成

果が得られていると認め

られることから、Ａ評価と

する。 

 

＜課題と対応＞ 

災害共済給付事業から得

られる災害事例等を学校
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等を活用する

ことにより、

学校関係者等

に分かりやす

く提供する。

また、学校関

係者等が自ら

のニーズに応

じて収集・分

析できる災害

共済給付シス

テムの利用及

び統計情報の

活用方法につ

いて広報に努

め、オンライ

ン機能を活用

した統計情報

の利用拡大を

図る。 

・学校関係者

等に対して、

情報提供に関

するアンケー

ト調査を 行

い、８０％以

上から「有意

義であった」

などプラスの

評価を得る。 

・ホームペー

ジに掲載する

学校災害防止

のための有用

な情報等の新

規又は更新件

数 年７０件

程度 

 

 

③ 学校関係者

等への情報提供 

ア 学校におけ

る事故防止対策

に有効に活用で

きるよう、学校関

係者等のニーズ

に即した実用的

な情報を提供す

るとともに、大学

や研究機関等に

災害共済給付デ

ータから得られ

る災害事例等を

提供し、連携を図

る。 

・災害事例及び

調査・研究成

果等の事故防

止情報につい

ては、ホーム

ページ及び

「学校の管理

下の災害」等

により学校関

係者等に広く

周知する。 

・災害共済給付

における実地

調査及び制度

説明会等にお

いて、事故防

止情報を学校

関係者等へ提

供する。 

・教育委員会及

び関係機関が

開催する教員

及びスポーツ

指導者等を対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーツ事故防止に必要な取組や相互連携について情報の共

有を図るため、全国 11会場（和歌山、奈良、高松、岡山、

静岡、長野、水戸、山形、熊本、東京、神戸 合計 1,765

名参加）でスポーツ事故防止対策推進会議（セミナー）

を開催し、スポーツ事故防止に関する調査、研究・分析

の成果を発表した。また、東京及び神戸会場では、学校

現場で直接指導に当たる教員等を対象として組体操の実

技講習会を行った。 

 H26 H27 H28 H29 

セミナー開催会場数 

【( )は実技講習会場数】 
3 6 8(1) 11(2) 

セミナー参加人数（人） 625 1,139 1,501 1,765 

  ・各セミナー会場ではアンケート調査を実施し、参加者か

ら高い満足度を得た。 

【アンケート集計結果】 

・事故の動向、情報等を把握できた 98.5％ 

・事故防止の新たな知見、情報を得られた 96.2％ 

・パネリストの発表が印象に残った 80.0％ 

 

（３）成果の普及 

・成果報告書等は、ホームページに掲載するとともに全国

の教育委員会等に配布した。また、「学校における水泳事

故防止必携」を改訂し、教育委員会等に配布した。（詳細

は、後述「学校関係者等への情報提供」参照） 

 

３ 文部科学省委託事業「学校安全資料作成のための調査研究

事業」 

各種の学校安全資料について、平成 28 年度に「第 2次学校

安全の推進に関する計画」の策定や「学習指導要領」の改訂

等が行われたことを受け、それらを踏まえた資料を作成する

必要があることから調査研究を行った。 

（１）体制の充実 

・学校安全の 3 領域（生活安全、交通安全、災害安全）の

知見を有する外部有識者 24 名（大学教授、学校関係者等）

で構成する「学校安全資料作成会議」を設置した。 

・調査研究を効果的に進めるため「危機管理マニュアルワ

ーキンググループ（WG）」及び「生きる力 WG」を設置して、

専門的な議論を行った。 

  学校安全資料作成会議      2 回開催 

  危機管理マニュアル WG    3 回開催 

  生きる力 WG         2 回開催 

における事故防止対策に

活用できるよう、教職員ま

でに行き渡るよう工夫す

る必要がある。 

また、全国の都道府県教育

委員会、医療関係団体等と

の新たな連携・協力関係を

構築して学校における事

故防止の取組を促進する

必要がある。 
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象とした研修

会等において

事故防止情報

を提供する。 

・文部科学省・

スポーツ庁等

と連携し、全

国的な会議等

において事故

防止情報を提

供する。 

イ 学校が自ら

の安全対策のニ

ーズに応じて収

集・分析できる災

害共済給付シス

テムの利用及び

統計情報の活用

を促進するため、

災害共済給付制

度に関する説明

会等においてデ

ータ活用事例を

紹介するなど活

用方法を学校関

係者に周知する。 

・学校関係者等

に対して、情

報提供に関す

るアンケート

調査を行い、

８０％以上か

ら「有意義で

あった」など

プラスの評価

を得る。 

・ホームページ

に掲載する学

校災害防止の

ための有用な

情報等の新規

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校における体育

活動での事故防止

対策推進事業の成

果普及・展開 

 

 

 

 

 

（２）成果の普及 

・「学校の危機管理マニュアル作成の手引」を作成し、学校・

教育委員会へ配布した。 

 

４ 共同研究 

 ・産業技術総合研究所と締結している共同研究契約に基づき、

災害共済給付データを活用した学校管理下の傷病予防技術

の研究のために情報提供を行った。 

 ・大阪大学と共同研究のために締結している覚書に基づき、

災害共済給付データと救急蘇生統計とのリンクによる分析

を行い、学校における事故防止に資する調査研究のために

情報提供を行った。 

 

■学校関係者等への情報提供 

１ 学校における体育活動での事故防止対策推進事業の成果の

普及 

ホームページに掲載するとともに全国の学校等に配布し

た。また、学校安全業務運営会議等で収集した関係団体、学

校現場からの要望を踏まえ、これまでの成果物について、増

刷・追加配布を行った。 

成果物 
配布先及び 

配布部数 

平
成
29
年
度
成
果
物 

成果報告書 A4 判 150 ページ ・教育委員会等 

約 2,000 部 

『学校における水泳事故防止必携

［2018 年改訂版］』B6 判 242 ペー

ジ 

・教育委員会等 

約 2,000 部 

『ゴール等の転倒による事故防止

対策について』資料 A4 判 8ページ 

・教育委員会等 

約 2,000 部 

映像資料（DVD）「これからの組体操

を考える」安全に配慮した楽しい

組立体操（41 分 16 秒） 

・教育委員会等 

約 2,000 部 

平
成
28
年
度
成

果
物
の
増
刷 

スポーツ事故防止 DVD 「スポーツ

活動中の眼の事故防止と発生時の

対応（9分 38 秒）」 

・小学校 

約 22,000 部 

「体育的行事における事故防止事

例集」A4 判 26 ページ 

・中学校 

約 12,000 部 

 

２ 学校安全資料作成のための調査研究事業の成果の普及 

「学校の危機管理マニュアル作成の手引」を作成し、学校・

教育委員会へ配布（約 53,700 ヵ所）した。 

 

３ 学校事故事例検索データベース 

障害・死亡事例 6,549 件（平成 17 年度～平成 28 年度給
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又は更新件数 

年７０件程度 

 

付分）をホームページに掲載 

 

４ 教材カード 

学校関係者等のニーズに即した実用的かつタイムリーな情

報（熱中症予防等）を毎月ホームページに掲載することで学

校現場に提供した。（対象は幼稚園・保育所向け、小学生向け、

中学生向け、高校生向け、教職員向け、保護者向け） 

 

５ 災害実地調査の実施学校における事故後の再発防止策の取

組事例等（眼部の事故防止、頭頚部外傷防止等） 

学校事故防止に関する説明会での紹介及びホームページへ

の掲載 99 件 

 

６ 広報誌「学校安全ナビ」 

統計情報や地域情報、その他学校安全に関わる情報等を掲

載した。 

・年 3回発行 （9月・12 月・3月） 

・全国の学校や関係団体に配布（約 80,000 ヵ所）するとと

もに、ホームページに掲載した。 

・学校安全ナビ特別号として、死亡・障害事例の抜粋版を発

行した。（9月） 

 

７ 災害実地調査・説明会等での情報提供 

・災害実地調査（Ⅰ－５－（１）参照） 

・給付制度説明会等（Ⅰ－５－（２）参照） 

・学校事故防止に関する説明会（120 回開催 10,872 名参

加） 

・諸会議に参加した医療関係団体等からの講習会等へ講師

の派遣依頼や資料の提供依頼に対して、事故防止情報を提

供した。なお、説明会や講習会等で使用する情報提供の統

一資料の内容改善を図り、効率的でわかりやすい情報提供

に努めた。また、学校関係者等から要望の多いテーマ（眼

の事故防止）について説明資料を作成した。 

・災害共済給付システムの利用及び統計情報の活用を促進

するため、学校現場でのシステムによるデータ活用事例を

学校事故防止に関する説明会、ホームページ、広報誌「学

校安全ナビ」、関係団体との諸会議にて紹介した。 

 

８ ホームページ（学校安全 Web）の活用方策 

学校安全 Web に掲載している事故防止情報等の活用促進の

ための PRチラシ（Web PR チラシ）を学校事故防止に関する
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説明会、関係団体との諸会議、スポーツ事故防止対策推進事

業セミナーなど、あらゆる機会で学校関係者等に配布し、「学

校の管理下の災害」などの資料や学校事故事例検索データベ

ースの周知を行った。 

 

９ 提供した情報・資料の活用状況の把握 

学校事故防止に関する説明会で実施するアンケートや、学

校事故防止ハンドブック・映像資料（DVD）を追加配布した際

に得た活用報告により、センターが提供した学校安全に関す

る情報資料の利活用状況を把握し、学校等での更なる活用促

進を図った。 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（５） 広報の充実 

業務に関連する政策・施

策 

   

当該項目の重要度、難易

度 

新国立競技場の整備、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催等を踏まえた業務の拡大を踏まえ、さらなる国民の理解

促進及び業務の透明性の確保が必要であり、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 
２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

ニュースリ

リース発信

本数（本） 

－ 24 36 83 103 88 80 予算額（千円） 86,923 78,645 84,780 79,420 66,456 

Facebook 

掲 載 件 数

（件） 

－ 125 148 160 145 183 127 決算額（千円） 72,626 77,420 78,021 78,181 67,274 

ホームペー

ジアクセス

数（万件） 

－ 1,974 2,287 2,108 1,945 1,648 1,258 経常費用（千円） 72,626 77,420 78,021 78,364 67,396 

        経常利益（千円） △1,867 △4,990 △3,918 1,213 1,887 

        行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

        従事人員数（人） 4.5 5.0 5.8 5.5 4.0 

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （５）国民の理解

促進及び業務

の透明性の確

保の観点から、

ホームページ

等における情

（５）広報の充実 

国民の理解促

進及び業務の透

明性の確保の観

点から、ホーム

ページ等におけ

（５）広報の充実 

スポーツを通し

た社会貢献・開発

のための取組を進

める組織であると

の認識のもと、以

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■マスメディアへの情報発信、報道対応及び関係強化 

情報のバリューに応じ、理事長による会見、新国立競技場

整備事業に関する定例ブリーフィング及び各事業が実施す

るセミナー・研修会などを公開するとともに、ニュースリリ

ースの配布など、きめ細かな手法により情報を提供、記事掲

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

記者会見、ブリーフィン

グ及びニュースリリース

による情報発信を通じJSC

の事業について理解促進

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。自己

評価では、Ａ評定であるが、今後の課題の

欄に示す点について、さらなる改善を期待
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報発信を行う

とともに、多様

な媒体を通じ

た広報活動を

実施する。 

 

る情報発信を行

うとともに、マ

スメディアやソ

ーシャルメディ

ア等の多様な媒

体やイベント等

を通じた広報活

動を実施し、セ

ンター及び事業

の認知・理解を

促進する。 

特に新国立競

技場整備を着実

に推進するた

め、平成２７年

度末までに専門

的知識を持った

担当及びスポー

クスマンを明確

化した広報体制

を整備する。平

成２８年度以降

にわたって、新

たな広報体制の

下、国家的プロ

ジェクトとして

幅広く国民の理

解を得るため、

定例的なマスメ

ディア向けブリ

ーフィングの実

施、ホームペー

ジを通じた適時

適切な情報発信

など、プロセス

の透明性確保に

向けた国民への

情報発信の充実

を図る。 

下の広報に関する

取組により、セン

ター及び各事業の

認知向上、理解促

進のための広報活

動を戦略的かつ積

極的に展開する。 

・良好なメディ

アリレーション

による報道対応

の強化 

・法人全体の広

報と各事業の広

報の連携による

広報活動の強化 

・ブランディン

グへの取組 

・社内広報活動

の充実 

・Ｗｅｂサイト

による情報発信

とＳＮＳの活用 

 

なお、新国立競

技場整備事業の情

報発信について

は、引き続き建築

の専門的知識を持

った担当及びスポ

ークスマンを明確

化した広報体制に

より、定例的なマ

スメディア向けブ

リーフィングの実

施、ホームページ

を通じた適時適切

な情報発信など、

プロセスの透明性

確保の充実を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ニュースリリース

発信本数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームページアク

セス数 

 

載化及び理解促進を図り、積極的な情報発信を展開した。具

体的には、平成 28年 1 月より本格稼働させた新国立競技場

の情報発信体制の整備や、新国立競技場設置本部と連携し

た、定例ブリーフィング（11 回）の開催など、平成 29年度

も安定した情報発信を継続的に実施した。 

さらに、新設されたハイパフォーマンスセンター（HPC）

の情報発信については、平成 29 年 7 月より担当役職員が定

期的に情報連絡会を実施し、情報一元化の体制を構築・稼働

させ、HPC が実施する事業をメディアに公開（14 回）し、国

内メディアはもとより、海外通信社などへも報道アプロー

チするなど積極的に情報を発信した。 

また、主要新聞社・テレビ局の論説委員との意見交換会、

及び担当記者などマスメディアとの意見交換会を実施し、

JSC 事業への理解とマスメディアとのコミュニケーション

を促進した。 

マスメディアからの問合せ内容に対しては、的確なキャ

スティングによる対面取材を重視し、あわせて正確な回答

（電話取材など）を実施した。 

 

≪マスメディアへの発信本数≫ 

 H27 H28 H29 

ニュースリリース発信本数 103 本 88 本 80 本 

うち、会見･レクチャー・

公開など、直接的な手段

でも発信した本数 

36 本 40 本 34 本 

※平成 27年度は、新国立競技場の再整備に関する特殊要因

が 15本を占め、平成 28年度は、新国立競技場の起工式、

要人・関係者による工事敷地への視察・公開など、着工前

ゆえに可能な機会が多かった特殊要因が 5本を占める。特

殊要因を除くと発信の実件数は年間80本レベルで推移(月

7 本、週 2本ペース)しており、会見･レクチャー・公開な

ど、直接的な手段による情報発信も積極的に実施。 

 

■ホームページ、ソーシャルメディア等による広報活動 

（１）ホームページを活用した情報発信 

新国立競技場整備事業や学校事故防止に関する情報など

の発信を行うとともに、定期的な更新を通して積極的に情

報を発信した。 

≪ホームページアクセス件数≫ 

H27 H28 H29 

を図り、戦略的・積極的な

広報活動を展開するにあ

たり、可能な限りメディア

に事前レクチャーを行い

丁寧な対応を付加するな

ど、広報担当の要員の削減

を含む効率化を進めなが

らも、情報発信力の維持、

クオリティ水準の向上と

いった生産性の向上を実

現させた。 

新国立競技場の情報発

信体制は、引き続き安定的

に稼働し、定例的にマスメ

ディア向けブリーフィン

グを開催した。また、新た

に英語版ホームページに

おけるイメージムービー

やリーフレット等の掲載、

2018 年平昌大会での新国

立競技場のイメージパー

スの掲出による広報を実

施するなど、国内外への情

報発信を強化、国民の理解

促進及びプロセスの透明

性の確保・充実を図った。 

さらに、効率的な情報の

還流を目指し、2020年東京

大会に向けて注目度の高

い、新国立競技場事業及び

ハイパフォーマンス事業

において、情報の効率的な

入手と迅速なワンボイス

化の仕組み構築を目的と

した「連絡会」を設置、と

もに広報・事業両部門の担

当理事が出席し、経営が関

与した情報一元化体制を

整備した。特に、平成 29年

度より新たに「連絡会」を

設置したハイパフォーマ

したい。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・新国立競技場整備事業については、工事工

程が厳しい中、マスメディア向けに工事現

場の公開を 2回実施するとともに、ホーム

ページで英語版のイメージムービーとリ

ーフレット等の掲載を開始するなど、プロ

セスの透明性を確保しつつ、国内外への情

報発信を充実させた。 

・ＪＳＣ事業の理解促進等を図るため、戦略

的・積極的な広報活動が行われている。 

・特に新国立競技場整備事業やハイパフォー

マンスセンター事業などの注目度の高い

事業については、積極的な広報活動によ

り、プロセスの透明化が図られている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・積極的な広報活動が行われていることは認

められるものの、ニュースリリースの件数

やホームページのアクセス件数等の指標

は全て下落している。これらについては、

考慮すべき事情があり、広報の成果がこの

ような指標のみで判断できるものではな

いことも事実であるため、ホームページの

定期的な更新状況や部署毎のアクセス件

数の取得など、広報の成果が質・量ともに

適切に評価できるような取組が行われる

ことを期待する。 
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・Facebook 掲載件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,945 万件 1,648 万件 1,258 万件 

（注）平成 28年度と比べ 390 万件減少しているが、平成 29

年 7 月から代々木競技場が耐震工事のため休業したこ

とによる（約 335 万件減）。 

 

（２）ソーシャルメディア等を活用した情報発信 

Facebook を活用し、2018 年平昌大会時に設置したハイ

パフォーマンス・サポートセンターや各種セミナー、イベ

ントなど、JSC が行う事業の情報についてタイムリーに発

信。 

≪Facebook 掲載件数≫ 

H27 H28 H29 

145 件 182 件 127 件 

             

■アンバサダーを活用した広報活動 

「SPORTS JAPAN」の理念を広く伝える役割を担う JSC 

SPORTS JAPAN アンバサダーを新たに 4名任命（合計 21名）。 

法人が実施する事業への参加、及び復興支援活動として

熊本県阿蘇市が実施するイベントへの参加など「みんなが

スポーツで笑顔になれる、そんなニッポンをつくろう。」と

いう SPORTS JAPAN の理念を訴求。全国各地で幅広い層を対

象に広報活動を 11回実施。 

 

■社内広報活動の充実 

  風通しの良い組織風土を形成に向け、JSC の事業活動及び

情報について、役職員向けに社内報「JSC ニュース」（Web サ

イトを活用）月 1回発信。 

理事長をはじめ役員の声を定期的に発信し、経営方針の

周知、併せて職員間のコミュニケーションの向上を目的と

した記事掲載などを行った。 

 

■認知度調査 

各事業等の認知・理解度を測り、国民の声及び評価を公聴

し、広報活動の方向性に資するべく、毎年定点による調査を

実施。国立代々木競技場などの施設、スポーツ振興くじ事業

において認知度は高い水準を維持しており、また、これまで

認知度の低かった施設・事業の認知度が向上したことによ

り、全体的な底上げを図ることができた。 

 

《法人名称の認知度》           （単位：％） 

ンス事業では、メディアに

14回公開し、国内メディア

はもとより、海外通信社な

どへも報道アプローチす

るなど積極的に情報発信

ができた。 

また、主要メディアの論

説委員等との意見交換、及

び担当記者との懇談を通

じ公聴の機会を設けると

ともに、JSC 事業への理解

を促進とコミュニケーシ

ョンの強化を行っている。 

認知度は国立代々木競

技場などの施設、スポーツ

振興くじ事業などで高い

水準を維持しているもの

の、法人名称（JSC）は平成

28 年度より 4 ポイントほ

ど下がった。これは、新国

立競技場整備事業が安定

的に推移しているためマ

スメディアへの露出が減

ったことによる影響が考

えられる。しかしながら、

これまで認知度の低かっ

た施設・事業の認知度が向

上したことにより、全体的

な底上げを図ることがで

きた。 

以上により、年度計画に

おける所期の目標を上回

る実績を上げていること

から、Ａ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

新たな事業の展開や、ス

テークホルダーとの接点

の増加が想定され、レピュ

テ－ション（評判）・マネジ

メントのさらなる向上が
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＜評価の視点＞ 

国民の理解促進及び

業務の透明性の確保

に資する広報を実施

したか。 

 

 

 

 

法人名称 H27 H28 H29 

独立行政法人日本スポーツ振興センター

（JAPAN SPORT COUNCIL 通称：JSC） 
29.9 25.8 21.4 

《施設・事業の認知度》          （単位：％） 

施設／事業名 H27 H28 H29 

国立代々木競技場 

（第一体育館・第二体育館） 
70.3 70.8 68.8 

スポーツ振興くじ toto・BIG 71.8 72.7 68.7 

新国立競技場の建設 65.1 64.3 61.3 

秩父宮ラグビー場 49.5 45.6 43.7 

スポーツ振興くじの助成 29.9 31.2 33.4 

味の素フィールド西が丘 

（西が丘サッカー場） 
27.6 23.2 26.5 

味の素ナショナルトレーニングセンター

（味トレ） 
21.7 22.2 25.9 

スポーツ振興基金 25.8 21.8 23.6 

国立スポーツ科学センター（JISS） 20.2 18.9 20.0 

災害共済給付・学校安全支援 13.7 13.4 14.3 

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館 15.1 12.7 13.5 

国立登山研修所 7.1 8.5 8.8 

※下線部は平成 28年度から認知度の向上した施設・事業 

 

■新国立競技場整備事業関係 

新国立競技場担当理事、専門的な知識を有する総括役、及び

企画調整役によるスポークス体制の下で、適時適切に情報発

信を実施。また、広報室と新国立競技場設置本部が連携し、新

国立競技場建設工事現場の公開（2回）及び毎月 1回程度、マ

スメディア向けに定例ブリーフィング（11 回）を開催し、情

報発信を行った。さらに、ホームページを通じて、定例ブリー

フィング資料及び新国立競技場整備事業記録として建設工事

の状況を動画で発信するなど、プロセスの透明性の確保・充実

を図り、新国立競技場整備事業のホームページへのアクセス

も増加した。（平成 28 年度 494,704 件→平成 29 年度 564,477

件） 

平成 29 年度の新規取組としては、ホームページで英語版の

新国立競技場整備事業イメージムービーとリーフレット等の

掲載を開始し、さらに 2018 年平昌大会時に東京 2020 組織委

員会の依頼に応じて Tokyo 2020 JAPAN HOUSE でのイメージパ

ースの掲出による広報を実施する等、国外への情報発信を充

実させることができた。 

必要である。 

危機管理広報では、体制

と基盤は年度当初構築さ

れたが、更なる強化が求め

られる。 

新国立競技場整備事業

に関しては、国家的プロジ

ェクトとして幅広く国民

の理解を得るため、引き続

き定例的なマスメディア

向けブリーフィングを実

施するなど、情報発信の充

実を図る。 

さらに、2020 年東京大会

に向けた強化拠点を目指

すハイパフォーマンスセ

ンターの広報についても、

連絡会などを通じ情報の

一元化を行い、適切・迅速

な情報開示をより一層推

進していく。 

社会から法人に対する

理解促進、好意好感の更な

る獲得に向け、引き続きマ

スメディア、ホームページ

及び Facebook を通じた情

報発信を展開することに

より、ブランド向上に資す

る各種広報活動を展開す

る。 

また、内部統制の一環と

して、風通しの良い組織風

土の形成及び社内コミュ

ニケーション促進のため

社内広報活動の充実を図

る。 

 

 
４．その他参考情報  
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特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（６） 関係団体等との連携 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める関係者の連携・協働に資するもので、

重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

 － － － － － － － 予算額（千円） 66,066 48,985 68,999 70,652 71,030 

 － － － － － － － 決算額（千円） 85,439 75,845 71,145 72,145 70,449 

 － － － － － － － 経常費用（千円） 85,439 75,845 71,145 72,150 70,456 

 － － － － － － － 経常利益（千円） △1,726 △3,530 △2,514 △49,926 △47,505 

 － － － － － － － 行政サービス実施コス

ト（千円） 

－ － － － － 

 － － － － － － － 従事人員数（人） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

※従事人員数について、各事業の取組の一環として実施しており専任の職員がいないため０となっている。 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （６）スポーツ及

び児童生徒の

健康の保持増

進を図る中核

的専門機関と

して、関係機関

との連携・協働

及び関係機関

相互の連携・協

働を推進する

枠組みの構築

を図る。 

（６）関係団体等と

の連携 

スポーツ及び

児童生徒の健康

の保持増進を図

る中核的専門機

関として、公益

財団法人日本体

育協会、ＪＯＣ、

公益財団法人日

本障害者スポー

ツ協会、公益財

（６）関係団体等と

の連携 

スポーツ関係団

体及び関係機関と

の連携・協働及び

関係機関相互の連

携・協働を推進す

るため、以下をは

じめとした取組を

実施する。 

・地方公共団体

等に参考となる

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

・関係機関との連携

協働の取組の状況 

・関係機関相互の連

携・協働を推進す

る枠組みの構築の

状況 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■関係機関との連携に関する検討及び構築状況 

（１）競技力向上に関する国内外の連携 

 ①国際機関への加盟 

 ・国際コーチング・エクセレンス評議会（ICCE）の Aカテゴ

リに昨年度に引き続き加盟登録 

  コーチ教育・養成に関する国際情勢等の情報の収集・提供

を通して、国内のコーチ教育・養成に関係する諸機関（日本

スポーツ協会（JSPO）、JOC、大学、日本障害者スポーツ協会

（JPSA）等）の連携・協働を促進するため。 

 ②「スポーツ国際開発共同学位プログラム」によるインター

ンシップの受入 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 「国際コーチング・エク

セレンス評議会」（ICCE）へ

の加盟や「ワールドクラ

ス・パスウェイ・ネットワ

ーク」の運営等により、国

際競技力向上に関する諸

機関（JSPO、JOC、JPSA、

JADA、NF、大学、地方公共

団体等）の連携・協働を促

進することができた。 

評定 Ｂ 

＜評価に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・JAPAN SPORT NETWORK を通じた地方自治体

との取組、大学との連携協定による取組を

通じて、連携強化に努めている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 
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団法人日本アン

チ・ドーピング

機構等のスポー

ツ関係団体及び

地方公共団体、

大学等の関係機

関との連携・協

働及び関係機関

相互の連携・協

働を推進する枠

組みの構築を図

る。 

情報の提供及び

関係者相互の情

報交換の機会創

出等、地方公共

団体等との連携

ネットワークで

ある「ＪＡＰＡ

Ｎ ＳＰＯＲＴ 

ＮＥＴＷＯＲ

Ｋ」の推進 

・国際競技力向

上に関する人

材・ノウハウ等

の開発・活用に

向けた枠組みの

拡充・推進 

・体育の日の行

事の円滑な開催 

 

 

＜評価の視点＞ 

中核的門機関として

の役割を果たすこと

に資するものか。 

 

 

  筑波大学、鹿屋体育大学との連携による「スポーツ国際開

発共同学位プログラム」を設置し、3名の大学院生をインタ

ーンシップとして受入。 

 ③JADA との連携 

 ・ドーピングの防止活動におけるインテリジェンス活動の

実施に当たり、JADA が保有するドーピング検査関連情報の

共有に関する枠組みを整備した。また、ドーピング通報窓

口の設置後、JADA 加盟 NF に周知した。 

 

（２）地方公共団体との連携 

①JAPAN SPORT NETWORK（JSN） 

・参加自治体数：615 団体（平成 30 年 3 月末現在） 

 H27 H28 H29 

JSN 参加自治体数（累計） 580 595 615 

 参加自治体は、昨年度比で 20 団体の増加であった。 

ア 情報発信 

 H27 H28 H29 

メール配信（件） - 87 139 

ニュースレター（件） - 7 12 

Facebook 投稿記事数（件） - 102 35 

イ 共催事業の実施 

・Active For Sleep(A4S)プロジェクト（9/27-3/19） 

スポーツ・運動未実施者の参加促進と地域のスポーツ政

策イノベーションを目指した事業を 3 自治体（北海道、名

寄市、宗像市）で実施し、2自治体において本プロジェクト

をモデルとした平成 30年度新規事業を創設した。 

・オランダ連携プロジェクト（10/1-平成 30年度継続） 

 オランダオリンピック委員会・スポーツ連合（NOC*NSF）

との MOU に基づき、共生社会の促進を目指すモデル事業

を、足立区、江戸川区、西東京市において実施し、全て

の自治体で平成 30年度の事業予算を獲得した。 

・朝倉市（福岡県）において、九州北部豪雨被災地支援プロ

ジェクトを実施した（1/14）。 

 ウ JSN セミナーの開催 

 次のセミナー等を開催し、地域スポーツ政策イノベーシ

ョンに関する知識と情報を提供した。 

・地域スポーツ政策イノベーターカレッジ 2017FUKUOKA 

（福岡、19 名） 

・地域スポーツ政策イノベーションセミナー（高知県、和歌

山県、茨城県：合計 158 名） 

 「JAPAN SPORT NETWORK」

では、政策に直結する有用

な国内外の最新事例を定

期的な情報発信により自

治体に提供した。これによ

り、活用率が増加し（昨年

度比+18.3Pt）、購読率も 9

割を超えていること、ま

た、提供した情報は自治体

内で広く共有されている

ことから、新規事業の企画

や地域のスポーツ政策の

立案のための情報として

活用されていると評価で

きる。また、Active For 

Sleep(A4S)プロジェクト

やセミナーをモデルに、平

成 30 年度新規事業を 6 自

治体で創設したほか、JSN

参加自治体の新規事業の

創設率は非参加自治体よ

りも高値であったことか

ら、JSN での取組は地方自

治体のスポーツ政策イノ

ベーションに効果的に働

いていると考えられる。 

 体育の日中央記念行事

は、多くの参加者を受け入

れ、主催団体連携の下、各

プログラムとも予定どお

り実施した結果、過去最高

の来場者数となり、スポー

ツの周知・普及に貢献し

た。 

 大学との連携について

は、新たに包括連携協定を

締結した大学はないが、

HPC カンファレンス開催の

機会を活かした意見交換

会を開催する等、スポーツ

振興等による社会貢献を



79 
 

 福岡県は、本カレッジをモデルに「地域スポーツイノベー

ターカレッジ福岡」を平成30年度新規事業として創設した。 

エ JSN 参加全自治体に対する調査研究 

・「地域におけるスポーツ政策イノベーション」に関する実

態調査 

 JSN 参加自治体における新規事業の創設率は 38%であ

り、未参加自治体のそれよりも 6ポイント高かった。 

・「JSN に関するアンケート調査」結果（抜粋） 

JSN に対するイメージ等 

（5段階評価／1：そう思わない～5：そう思う） 

 H28 事

前 

H28 事

後 
H29 

最新・新しい 3.62 4.00 3.73 

高品質・良質 3.56 3.62 3.61 

最大規模のネットワーク 3.65 3.79 3.68 

加入に対する満足度 3.34 3.41 3.44 

  

配信情報を政策・事業立案や関係者への回覧等で活用し

ている自治体の割合（％） 

 H28 H29 

活用をしている自治体 29.1 47.4 

 ニュースレターや配信メールの購読率 90.5%とほとんどの

自治体が購読していた。またその活用率については、昨年度

比で 18.3 ポイント上昇し、局内での供閲・共有、新規事業の

企画の参照、地方スポーツ推進計画策定の参考、政策会議（推

進委員会や協議会）での参考情報として活用されたほか、新

規予算獲得にも寄与した。 

 ②地域タレント発掘・育成事業との連携 

 将来性の豊かなジュニアアスリートを発掘 ・育成してい

くための育成システムを支援することを目的に、地域タレ

ント発掘・育成事業や競技団体などとの連携・協働のプラッ

トフォームである「ワールドクラス・パスウェイ・ネットワ

ーク」を運営し、地域のタレント発掘事業の高度化に関する

助言やアドバイス、新任スタッフに対する研修会などを実

施した。前年度は B カテゴリだった 9 団体に対し、新たに

Aカテゴリに認定した。 

・平成 30年 3月末現在の参加団体（公益法人、自治体、ス

ポーツ団体）：Aカテゴリ 23、Bカテゴリ 1 

※A カテゴリ：タレント発掘・育成事業を実施している団体 

B カテゴリ：タレント発掘・育成事業を企画、実施しよう

進めるための連携の強化

を図った。 

以上により、年度計画ど

おりに業務を実施し、実績

を上げていることから、Ｂ

評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

スポーツ基本計画を踏

まえ、関係団体との連携の

拡大を図るとともに、連携

を活かした取組を実施し

ていくことが必要である。 

「JAPAN SPORT NETWORK」

では、企業等からの協賛金

や寄附金付自動販売機収

入による財源の充実、ネッ

トワークへの加盟自治体

数増加が必要である。 
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としている団体 

 

（３）体育の日中央記念行事の開催 

 平成 28年度に引き続き、スポーツ庁、JSPO、JOC、JPC、日

本レクリエーション協会等と連携し、「体育の日中央記念行事 

スポーツ祭り 2017」を実施。各種スポーツ教室を開催した。 

・日時：平成 29 年 10 月 9 日 

・会場：JISS・NTC 他 

・来場者数・報道露出獲得数：下表参照 

 H27 H28 H29 

来場者数（人） 14,000 12,000 17,000 

報道露出獲得数（件） 151 66 433 

 

（４）大学との連携 

 平成 29 年度に新たに包括連携協定を締結した大学はない

が、既に締結している大学との連携を充実させることを主眼

に取り組んだ。各大学との意見交換の場を設け（11 大学、20

名参加）、大学連携の在り方について共通認識をもって取り組

むこととした。 

 H27 H28 H29 

連携大学数（累計） 7 9 9 

①包括連携協定による取組 

JSC 及び各大学の持つそれぞれの持つ強みを活かし、事業

効果をより高められるよう、連携して以下の取組を実施した。 

・JSC 事業に関する広報協力（ナショナルタレント発掘・育

成 (NTID)プログラム、JSC 主催セミナー） 

・NTC で開催する「アドバイザー養成研修プログラム」での

参加受け入れ（3大学、3名） 

・HPC カンファレンス参加呼びかけ、意見交換（11大学、20

名） 

・インターンシップの受け入れ（3大学、8名） 

・連携大学間の共同学位専攻運営委員会委員として協力

（JSC 職員 2名） 

・大学主催セミナーへの JSC 職員の講師派遣 

・学校における事故防止に資する調査研究のために大学の

研究者に情報提供した。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１  経費の抑制 

当該項目の重要度、難易

度 

新国立競技場の整備、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催等を踏まえた業務量の増への対応が求められ、難易度が

高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年度

値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費及び事業

費の削減率（％） 

△6.0 7,896,075 千円 

（平成 24年度の予算

額） 

△3.0 △2.6 △4.52 △5.22 △7.07  

総人件費（千円） － 2,522,044 2,505,017 2,853,782 3,126,715 3,272,431 3,372,137  

特殊経費等を除く  － 2,505,017 2,833,799 2,969,547 2,937,000 2,974,713  

事務・技術職員給与

水準（％） 

－ 国家公務員の水準 99.7 99.0 99.2 99.2 98.7  

研究職員給与水準

（％） 

－ 国家公務員の水準 93.8 97.0 97.2 95.5 92.9  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ 経費の抑

制 

法人の行う

業務について、

次の具体的な

措置を講ずる

ことにより経

費の抑制を図

る。 
（１）運営費交

付金を充当

して行う業

務について

は、業務の質

１ 経費の抑制 

法人の行う業

務について、次

の具体的な措置

を講ずることに

より経費の抑制

を図る。 
（１）経費の削

減 

運営費交付

金を充当して

行う業務につ

いては、業務

の質の確保に

１ 経費の抑制 

（１）経費の削減 

運営費交付

金を充当して

行う業務につ

いては、業務の

質の確保に留

意しつつ、一般

管理費及び事

業費（スポーツ

振興基金業務

並びに新規に

追加される業

務、拡充業務及

＜主な定量的指標＞ 
・一般管理費及び事

業費の削減率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■一般管理費及び事業費の削減状況 

一般管理費及び事業費の削減状況について、平成 24 年度に対して 7.07％削

減することができ、目標（H29 年度:6％以上削減）の達成に向けて着実に削減

することができた。 

（単位：千円） 

区分 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

予算額 7,433,238 7,458,117 7,122,256 

実績額 7,539,095 7,484,161 7,338,121 

・H29 実績額／H24 予算額…7.07％削減 

※運営費交付金の特殊経費分や新規に追加された業務などの経費は含まない。 

※予算額に対して実績額が上回っている（H29）要因は、主に 2020 年東京大

会に向けた選手強化に係る事業費が増加したことによる。 

（参考） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
【経費の抑制】 
業務の効率化などの取組によ

り、一般管理費及び事業費の削減

率は平成 24年度に対して7.07％

となり、目標を上回る削減を進め

ることができた。 
 新国立競技場の整備に関して

は、工事の進捗に合わせた設計の

見直しにおいて、コスト、工期、

要求水準への影響が生じないこ

とを都度確認するとともに、建築

の専門家等で構成される「新国立

評定 Ｃ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとお

り、概ね着実に業務が実施さ

れたと認められるため。自己

評価では、Ａ評定であるが、今

後の課題・指摘事項の欄に示

す点について、さらなる改善

を期待したい。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・法人全体として経費削減に努

めるとともに、新国立競技場
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の確保に留

意しつつ、一

般管理費及

び事業費（ス

ポーツ振興

基金業務並

びに新規に

追加される

業務、拡充業

務及び廃止

される業務

分等に係る

経 費 を 除

く。）の合計

について、中

期目標期間

を通じて効

率化を進め

ることとし、

中期目標期

間の最後の

事業年度に

おいて平成

２４年度比

６％以上の

削減を図る

ことを目標

とする。 
特に新国

立競技場の

整備等につ

いては、「新

国立競技場

の整備計画」

及び新国立

競技場整備

事業の優先

交渉権者か

ら提出され

た技術提案

書の内容を

留意しつつ、

一般管理費及

び事業費（ス

ポーツ振興基

金業務並びに

新規に追加さ

れる業務、拡

充業務及び廃

止される業務

分等に係る経

費を除く。）の

合 計 に つ い

て、中期目標

期間を通じて

効率化を進め

ることとし、

中期目標期間

の最後の事業

年度において

平成２４年度

比６％以上の

削減を図るこ

とを目標とす

る。 
特に新国立

競技場の整備

については、

「新国立競技

場 の 整 備 計

画」及び新国

立競技場整備

事業の優先交

渉権者から提

出された技術

提案書の内容

を踏まえ、完

成が大会に確

実に間に合う

よう着実に推

進するととも

に、事業費に

び廃止される

業務分等に係

る 経 費 を 除

く。）の合計に

ついて中期計

画に定めた削

減率の達成を

目指す。 
そのため、役

員の責による

予算配分及び

執行管理の厳

格化、（２）に掲

げる業務運営

の効率化等の

措置を講じる。 
特に新国立

競技場の整備

については、

「新国立競技

場の整備計画」

及び事業者と

の間で締結し

た「事業協定

書」の内容を踏

まえ、完成が大

会に確実に間

に合うよう着

実に推進する

とともに、事業

費について適

切なコストマ

ネジメントを

行い、計画を着

実に実行する。 
また、総人件

費については、

政府の方針に

基づき人件費

改革の取組み

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総人件費 

 

 

 

 

 

 

 

・職員給与水準 

 

 

 

（単位：千円） 

区分 

H24 年度 

予算 

（A） 

H29 年度 

実績 

（B） 

増減率（%） 

（（B－A）÷

A）×100 

一般管理費 986,626 1,024,064 3.79 

人件費（管理系） 657,055 573,768 ※1 △12.68 

  物件費 329,571 455,157 38.11 

  （その他）※3 - △4,861 - 

業務経費 6,909,449 6,314,058 △8.62 

  人件費（事業系） 2,616,089 2,593,992 ※1  △0.84 

  国立競技場運営費 954,604 587,853 ※2 △38.42 

  JISS 運営費 1,688,134 1,580,058 △6.40 

  NTC 運営費 981,272 921,263 △6.12 

  国立登山研修所運営費 57,496 54,933 △4.46 

  スポーツ及び健康教育普

及事業費 
629,852 614,849 △2.38 

  （その他）※4 △18,000 - - 

  （その他）※3 - △38,890 - 

合計 7,896,075 7,338,121 △7.07 

※1 新国立競技場整備事業及びハイパフォーマンスセンターの体制整備な

ど、国立競技場の耐震改修工事に伴う人員配置の見直しを行ったことによ

り、各人件費に増減が生じたものである。 

※2 国立競技場運営費が減少したのは、国立霞ヶ丘競技場及び国立代々木競

技場の休業に伴い、経費が減少したことによるものである。 

※3 平成 26 年 4 月 1 日に消費税率が 5％から 8％へ引き上げられたことによ

る影響額を控除したものである。 

※4 過年度運営費交付金債務を評価対象外経費（スポーツ振興基金事業）に充

当したものである。 

 

■総人件費の見直し 

社会一般の情勢を踏まえながら、人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定を

参考として、必要な措置を講じている。 

総人件費については、新国立競技場整備事業に対応するための専門的人材の

配置など、必要な人員配置を行った結果、前年度比 3.0％増となっており、引

き続き見直しを図ることとする。 

・総人件費（給与・報酬等支給総額） 3,372,137 千円（前年度比 3.0％増） 

 

■職員の給与水準の状況 

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標 

ア 事務・技術職員 

ⅰ 対国家公務員 109.7 

競技場整備事業に係るアドバイ

ザリー会議」においても見直し内

容の妥当性について確認を受け

ており、引き続き、アドバイザリ

ー会議の助言を得ながら、事業の

進捗やコスト管理の状況につい

て、継続的な確認を行う。 
 総人件費は、新国立競技場整備

事業やハイパフォーマンスセン

ター機能強化などの新規事業に

対応したことなどの影響を大き

く受けているが、社会一般の情勢

を踏まえながら必要な措置を講

じ、国家公務員との比較において

事務・技術職員、研究職員ともに

給与水準は適正な水準を確保し

ている。 
 
【業務の効率化】 
調達については、規程に基づき

原則一般競争入札等により実施

しており、コストの削減や透明性

の確保に努めている。なお、競争

性のない随意契約の割合は、件

数・金額ともに昨年度に比べ減少

した。 
また、一者応札の件数は昨年度

より増加した要因は、HPC にお

ける特殊な研究、トレーニング及

び医療機器の購入に係る一般競

争入札において一者応札が多か

ったことによるものである。引き

続きウェブサイトに掲載する「発

注見通し」の毎月の更新及び仕様

の見直しなどの改善に向けた取

組を行うこととする。 
平成 29 年度調達等合理化計画

の重点的に取り組むべき課題に

ついては、全て実施することがで

きた。 

平成 27 年 11 月の会計検査院

整備事業についても、コスト

マネジメントがしっかり機能

している。 

・総人件費については、新規事

業の対応が必要になったこと

は事実ではあるものの抑制に

は至っていない。 

・会計検査院からの指摘事項を

踏まえた再発防止策について

も、取組が適切に行われてい

る。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・総人件費については、新規事

業の影響があったとはいえ、

前年度比３％増となってい

る。この要因をしっかりと分

析した上で適切な人員配置計

画を作成する等の人件費の抑

制が図られるような取組が行

われることを期待する。 

  また、一者応札・応募につい

ては、改善方策が効果的にな

っているのか等の検証を行う

など、速やかに対策を講じる

ことを期待する。 
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踏まえ、完成

が大会に確

実に間に合

うよう着実

に推進する

とともに、事

業費につい

て適切なコ

ストマネジ 
メントを行

い、計画を着

実に実行す

る。 
また、総人

件費につい

ては、政府の

方針を踏ま

え、厳しく見

直しをする

ものとする。 
なお、給与

水準につい

ては、国家公

務員の水準

を十分考慮

し、当該給与

水準につい

て検証を行

い、適正化に

取り組むと

ともに、その

検証結果や

取り組み状

況について

は公表する。 
 
 
 

 

ついて適切な

コストマネジ

メ ン ト を 行

い、計画を着

実 に 実 行 す

る。 
また、総人

件費について

は、政府の方

針を踏まえ、

厳しく見直し

をするものと

する。 
なお、給与

水準について

は、国家公務

員の水準を十

分考慮し、当

該給与水準に

ついて検証を

行い、適正化

に取り組むと

ともに、その

検証結果や取

り組み状況に

ついては公表

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

なお、給与水

準については、

国家公務員の

水準を十分考

慮し、必要な場

合は制度等の

見直しを行い、

適正化に取組

むとともに、そ

の検証結果や

取組み状況に

ついて公表す

る。 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
＜その他の指標＞ 
・経費を抑制するた

めの取組を進めた

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）地域勘案 99.6、学歴勘案 107.8、地域・学歴勘案 98.7 

イ 研究職員 

ⅰ 対国家公務員 97.2 

（参考）地域勘案 93.0、学歴勘案 96.9、地域・学歴勘案 92.9 

【国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由】 

・国家公務員と JSC 職員の勤務地域及び学歴の構成が大きく異なることか

ら、対国家公務員指数が高くなっているが、地域・学歴を勘案した指数は

100％以下となっている。引き続き、社会一般の情勢や国家公務員の状況

を参考として、必要な措置を講じていく。 

 

■新国立競技場整備事業費に関するコストマネジメント 
 平成 29年度においては、工事の進捗に合わせて、建築部材の形状や納まり、

色彩などの詳細な検討を行い、当初の設計に必要な見直しを行っている。これ

らの見直しについては、コスト、工期、要求水準への影響が生じないことを都

度確認するとともに、建築の専門家等で構成される「新国立競技場整備事業に

係るアドバイザリー会議」においても見直し内容の妥当性について確認を受け

ている。（見直しに伴う契約金額、工期の変更はない。） 

 

■効率化の方策 

以下の取組により、業務の効率化を図るとともに経費の削減を行うことがで

きた。 

・年度計画予算・予算執行計画作成時に、各部署に対し予算上の課題などを明

示するとともに、予算管理部署による厳格なヒアリングを実施し業務の見直

しを含めた支出内容の詳細な点検を行った。 

・執行計画予算の見直しを年 2回実施し、予算の執行管理を効果的に行った。 

 

■会費の見直し状況 

 会費の支出については、業務の遂行に必要最低限なものとし、また、規程に

基づき適切に運用した。日本体育施設協会、日本博物館協会等への支出がある

が、全て年 10万円未満の支出である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

による指摘も踏まえた、再発防止

の対策については、継続的に取り

組んでおり、適正な業務執行に努

めることができた。 
季節業務のうち定型的な業務

について人材派遣の導入を実施

するなど、外部委託を推進し、効

率的な業務執行を行うことがで

きた。 
経費の抑制全体としては当初

の計画が達成され、また、調達に

ついては必要な改善が図られた。 
以上の取組により、業務の効率

化を行うとともに所期の目標を

上回る経費削減を達成したこと

からＡ評価とする。 
 
＜課題と対応＞ 
経費の節減については引き続

き業務の効率化を図る一方、新国

立競技場の整備、2020年東京大会

開催などを踏まえた業務量の増

に対応した適切な体制整備も必

要となる。 
 調達については、引き続き、平

成 27 年 5 月総務大臣決定「独立

行政法人における調達等合理化

の取組の推進について」に関して

適切に対応していくことが必要

である。 
平成 27 年 11 月の会計検査院

による指摘に関して、今後も再発

防止に向けた取組を適切に実施

していくことが必要である。 
 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・給与水準を検証

し、適正化に取り

組んだか。 

 

 

＜評価の視点＞ 
業務の質の確保に留

意しつつ、効率化が

図られているか。 

 

■役員の報酬等の状況 

役員の報酬等の支給状況 

                   （単位：千円） 

役名 
平成 29 年度年間報酬等の総額 

 報酬(給与) 賞与 その他(内容) 

理事長 18,318 11,004 5,114 
2,200 （特別地域手当） 

0 （通勤手当) 

理事 
59,408 36,529 14,684 

7,305 (特別地域手当) 

(5 名) 891 (通勤手当) 

監事 
13,861 8,244 3,831 

1,648 （特別地域手当） 

(1 名) 137 (通勤手当) 

監事 
936 936 0 

0 （特別地域手当） 

(非 1名) 0 (通勤手当) 

 

■役員の報酬及び職員の給与等への業績及び勤務成績等の反映状況 

① 役員報酬 

平成 28 年度評価結果において役員の評価につながる業績評価はなかった

ことから、評価結果を踏まえた増減は行わなかった。 

② 職員給与 

勤務評定等による勤務成績を、勤勉手当の成績率及び昇給に反映した。 

勤務評定制度は、業績評価と能力評価による評価制度とし、評価者及び被

評価者双方の納得性が高く、より職員個々の能力開発及び組織全体の業務遂

行能力の向上を図るため、評価者と被評価者の面談を実施。また、契約研究

員、契約職員、契約職員（事務）、事務補助者を対象に、同様の勤務評定を実

施した。 

 

■給与水準の適切性に関する検証状況 

・支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 8.5％ 

・累積欠損額 0円（平成 29 年度決算） 

【検証結果】 

国からの財政支出に係る人件費については、運営費交付金の算定ルールに

基づき算定され、削減してきている。国から財政支出を受けている状況を踏

まえ、給与水準について、国家公務員を含めた社会一般の情勢に適合したも

のになるよう、引き続き適切な対応を行うこととする。 

 

■給与水準に関する公表状況 

「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等につい

て（ガイドライン）（総務省）」に基づき、平成 29 年度に JSC で支払われた役

職員の報酬・給与等について、文部科学省及び JSC のホームページにおいて、

平成 30 年 6 月 29 日に公表予定。 
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■法定外福利費の見直しの状況 

 法定外福利費に関しては、国家公務員において支出されていない費用につい

ては、すべて廃止している。現状では、医療・健康費用（メンタルヘルス相談

業務、産業医、衛生管理、定期健康診断等）の支出を行っている。 

（２）業務のう

ち、低コスト

かつ高品質

のサービス

の提供が可

能な業務に

ついては、外

部委託を図

る。 
また、業務

運営の効率

性及び国民

の信頼性の

確保の観点

から、「独立

行政法人に 
おける調達

等合理化の

取組の推進

について」

（平成２７

年５月２５

日総務大臣

決定）に基づ

く取組を着

実に実施す

ることとす

る。随意契約

の適正化を

推進し、契約

は原則とし

て一般競争

（２）業務運営

の効率化 

経 費 の 抑

制、業務の効

率化及び国民

へのサービス

提供の維持向

上の観点から

業務内容を随

時検討し、低

コストかつ高

品質のサービ

スの提供が可

能な業務につ

いては、外部

委託を推進す

る。 
また、「独立

行政法人にお

ける調達等合

理化の取組の

推 進 に つ い

て」（平成２７

年５月２５日

総 務 大 臣 決

定）に基づく

取組を着実に

実施すること

とする。調達

に 当 た っ て

は、原則とし

て一般競争入

（２）業務運営の

効率化 

経費の抑制、

業務の効率化

及び国民への

サービス提供

の維持向上の

観点から業務

内容を随時検

討し、低コスト

かつ高品質の

サービスの提

供が可能な業

務については、

外部委託を推

進するととも

に、定型業務を

はじめとした

業務プロセス

を見直すため

の検討を行い、

必要・可能な方

策から実現に

向けて取り組

む。 
また、「独立

行政法人にお

ける調達等合

理化の取組の

推進について」

（平成２７年

５月２５日総

＜主な定量的指標＞ 

・契約件数 

・契約金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調達の現状及び前年度比較 

（単位：件、千円） 

 
平成 28 年度 平成 29 年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入札等 
127 13,207,486 191 26,874,810 64 13,667,324 

46.0% 7.8% 52.6％ 65.1％ 50.4％ 103.5％ 

企画競争・公

募等 

15 322,917 27 594,309 12 271,393 

5.4% 0.2% 7.4％ 1.4％ 80.0％ 84.0％ 

競争性のある

契約（小計） 

142 13,530,403 218 27,469,120 76 13,938,717 

51.4% 8.0% 60.1％ 66.6％ 53.5％ 103.0％ 

競争性のない

随意契約 

134 156,228,758 145 13,798,927 11 △142,429,831 

48.6% 92.0% 39.9％ 33.4％ 8.2％ △91.2％ 

合 計 
276 169,759,161 363 41,268,047 87 △128,491,114 

100% 100% 100% 100% 31.5％ △75.7％ 

※各積算欄と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

 

■調達の現状に係る要因の分析 

・平成 29年度については、競争性のある契約において次期 toto 販売払戻シ

ステムの構築及び運用保守契約（121.9 億円）などがあったため、前年度と

比較し契約金額が大幅に増加している。 

・競争性のない随意契約については、平成 28 年度に公募型プロポーザル方

式により優先交渉権者と締結した新国立競技場整備事業（第Ⅱ期）契約

（1504.9 億円）があったため、前年度と比較し契約金額が大幅に減少して

いる。 
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入札等によ

ることとす

る。 
さらに、入

札及び契約

の適正な実

施について

は、監事によ

る監査を受

けることは 
もとより、平

成２７年１

１月の会計

検査院によ

る指摘も踏

まえ、契約等

の手続につ

いて、適正な

手続の徹底

や相互牽制

体制確立・内

部監査強化

等の再発防

止策を講じ

るとともに、

適正化の取

組状況をホ

ームページ

により公表

する。 
特に、施設

管理業務及

びスポーツ

振興投票業

務について

は、「業務効

率化ワーキ

ンググルー

プ報告書」

（平成２４

年８月２９

札等によるこ

ととし、競争

性を確保する

ことにより、

コストの削減

や透明性の確

保を図る。 
入札及び契

約の適正な実

施 に つ い て

は、事務処理

の点検や運用

体制の強化等

の取組を進め

ることはもと

より、平成２

７年１１月の

会計検査院に

よる指摘も踏

まえ、契約等

の手続につい

て、適正な手

続の徹底や事

業担当部署・

契 約 担 当 部

署・出納担当

部署間の相互

牽 制 体 制 確

立、内部監査

部署による重

点監査の実施

等の内部監査

強化及び役職

員に対する意

識啓発等の再

発防止策を講

じ る と と も

に、監事によ

る 監 査 を 受

け、適正化の

取組状況をホ

務大臣決定）に

基づく取組を

着実に実施す

ることとする。

調達に当たっ

ては、原則とし

て一般競争入

札等によるこ

ととし、競争性

を確保するこ

とにより、コス

トの削減や透

明性の確保を

図る。 
入札及び契

約については、

事務処理の点

検や下記の取

組等を行う。 
・監督・検査

の適正化 
・契約マニ

ュアルの整

備 
・公正入札

調査委員会

等による談

合防止対応 
・発注者綱

紀の厳格な

保持 
また、契約監

視委員会によ

る審議及び監

事による監査

を受け、適正化

の取組状況を

ホームページ

により公表す

る。 
なお、会計検

・一者応札の件数及

び金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一者応札・応募の状況及び前年度比較 

（単位：件、千円） 

 平成 28 年度 平成 29 年度 比較増△減 

２者以上 
件数 78 54.9% 105 48.2% 27 34.6%

金額 8,779,096 64.9% 16,124,843 58.7% 7,345,747 83.7%

１者以下 
件数 64 45.1% 113 51.8% 49 76.6%

金額 4,751,307 35.1% 11,344,276 41.3% 6,592,970 138.8%

合計 
件数 142 100% 218 100% 76 53.5%

金額 13,530,403 100% 27,469,120 100% 13,938,717 103.0%

※各積算欄と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

 

■一者応札・応募の原因、改善方策 

（原因） 

・前年度と比較して一者応札・応募の件数が増加した要因は、ハイパフォ

ーマンスセンターにおける特殊な研究、トレーニング及び医療機器の購

入に係る一般競争入札において一者応札が多かったことによるもので

ある。 

（改善方策） 

 ・JSC ウェブサイトに掲載する「発注見通し」について、毎月の掲載内容

を更新する。 

 ・仕様内容が過度に限定的となっていないかについて、見直しを行ってい

く。 

 

■一般競争入札における制限的な応札条件の有無と適切性 

（競争参加資格） 

・競争参加資格については、真に必要な資格等を条件としており、必要に

応じて事前に契約審議委員会の意見を聴取し、決定している。 

 

■平成 29年度調達等合理化計画の取組の推進について 

 （自己評価） 

 ・平成 29 年度調達等合理化計画については、重点的に取り組むべき課題に

ついて、全て実施できたことから達成できたものと評価している。 

＊平成29年度調達等合理化計画自己評価表（参考データ 資料５のとおり） 

 

■入札及び契約の適正化実施状況 

 ・監督及び検査については、平成 28年度に制定した「独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター契約に係る監督及び検査に関する細則」、及び契約マニ

ュアル（監督編、検査編）に基づき適正に実施した。 

・契約マニュアル（総合評価落札方式編、企画競争編）を規定した。 

・平成 29 年度については、入札談合に関する情報又は入札談合に関する疑
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日文部科学

省独立行政

法人評価委

員会スポー

ツ・青少年分

科会 日本ス

ポーツ振興

センター部

会業務効率

化ワーキン

ググループ）

（以下「業務

効率化ＷＧ

報告書」とい

う。）に基づ

き、次をはじ

めとした効

率化策を着

実に実施す

る。 
・ 随意契

約により

調達して

いる業務

のうちＪ

ＩＳＳの

栄養指導

食堂の運

用業務、Ｎ

ＴＣの物

品管理シ

ステムの

保守業務、

スポーツ

振興投票

の事務処

理支援業

務につい

て、一般競

争入札に

移行する。 

ームページに

よ り 公 表 す

る。 
特に施設管

理業務及びス

ポーツ振興投

票業務につい

ては、業務効

率化ＷＧ報告

書に基づき、

次をはじめと

した効率化策

を着実に実施

する。 
① 随意契約

により調達

している業

務のうちＪ

ＩＳＳの栄

養指導食堂

の 運 用 業

務、ＮＴＣ

の物品管理

システムの

保守業務、

スポーツ振

興投票の事

務処理支援

業務につい

て、一般競

争入札に移

行する。 
② 性質が類

似する業務

（ＪＩＳＳ

の基幹ネッ

トワーク機

器等保守業

務と基幹サ

ーバ機器等

保 守 業 務

査院による指

摘を踏まえた、

再発防止の取

組み及び業務

効率化ＷＧ報

告書に基づく

効率化策を継

続して実施す

る。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

・低コストかつ高品

質のサービスの提

供が可能な業務に

ついて、外部委託

を推進したか。 

・契約方式等、契約

に係る規程類につ

いて、整備内容や

運用は適切か。 

・原則として一般競

争入札等によるこ

ととしているか。 

 

・ 契約事務手続に

係る執行体制や審

査体制について、

整備・執行等は適

切か。 

義事実はなかった。 

 ・発注事務を行うに当たっては、発注者綱紀の厳格な保持に努めた。 

 

■会計検査院による指摘を踏まえた再発防止対応 

 平成 27年度及び平成 28 年度の会計検査院による指摘を踏まえ、指摘以降に

取り組んでいる不適正な契約手続の再発防止に継続的に取り組むとともに、役

職員の意識・教育の徹底を図った。 

（１）不適正な契約手続きの再発防止 

  公印押印手続における日付確認や支払手続の際の契約書の確認の徹底な

ど、不適正な契約が行われないよう引き続き内部牽制を働かせ、再発防止に

取り組んだ。また、会計経理に関する監査及び資産管理の状況に関する監査

の重点実施、月例の契約監査の実施など、内部監査機能の強化に努めた。 

 

（２）役職員の意識・教育の徹底 

  平成 28 年度に作成し全職員に配布した「行動指針広報カード」を新入職

員に全員配布し、JSC 役職員としての行動指針について周知を徹底した。ま

た、理事長と職員（管理職を除く）が対話をする「車座ミーティング」を前

年度に引き続き実施（全 18 回、189 名参加）し、組織の風通しをより良くす

るための取組を進めた。このほか、現場の職員を指導する立場である課長職

を対象としたコンプライアンス研修（平成 30 年 1 月、2 月）を実施するな

ど、職員のコンプライアンス意識の向上に努めた。 

 

■外部委託の推進状況 

 ・国立霞ヶ丘競技場、国立代々木競技場、国立スポーツ科学センター・ナシ

ョナルトレーニングセンターの維持・管理業務委託については、包括業務

として外部委託を実施。 

・その他業務についても継続的に外部委託を実施。 

 

■契約に係る規程類の整備及び運用状況 

 契約に係る規程類は、国の基準に準拠して整備・運用。 

 

■契約の競争性・透明性の確保の状況 

・「JSC 会計規則」において、契約をする場合においては、原則として公告し

て申込みをさせることにより競争に付さなければならないと規定（原則と

して一般競争入札によることとしている。）。 

 

■契約事務手続きに係る執行体制 

決裁権者及び予定価格決定者（少額の随意契約範囲を超えるもの） 

・競争性のない随意契約： 理事長 

・一般競争入札等（予定価格 5千万円を超える契約）：総務・財務業務担当理

事 
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・ 性質が

類似する

業務（ＪＩ

ＳＳの基

幹ネット

ワーク機

器等保守

業務と基

幹サーバ

機器等保

守業務等）

について、

包括して

調達する。 
・ スポー

ツ振興投

票業務に

ついて、広

告宣伝業

務の効果

の検証を

第三者に

よるもの

を含めて

適確に行

い、その効

率性・有効

性を高め

る。 
・ いずれ

の業務に

ついても、

単年度契

約とする

か、複数年

度契約と

するか契

約期間を

検討する。 
 

等）につい

て、包括し

て 調 達 す

る。 
③ スポーツ

振興投票業

務 に つ い

て、広告宣

伝業務の効

果の検証を

第三者によ

るものを含

めて適確に

行い、その

効率性・有

効性を高め

る。 
④ いずれの

業務につい

ても、単年

度契約とす

るか、複数

年度契約と

するか契約

期間を検討

する。 
 

 

 

・ 監事・監査室によ

る監査を受けてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再委託の必要性等

について、契約の

競争性、透明性の

確保の観点から適

切か。 

・法人の特定の業務

を独占的に受託し

ている関連法人に

ついて、当該法人

と関連法人との関

係が具体的に明ら

かにされている

か。 

・当該関連法人との

業務委託の妥当性

についての評価が

行われているか。 

・関連法人に対する

・一般競争入札等（予定価格 5千万円以下）：財務部長 

 

■契約事務に係る審査体制  

（１）個々の契約に関する審査（監事・監査室による監査） 

監事には役員会において審議された契約案件の契約手続に関する決裁文書、

監査室へは少額随意契約を除く全ての契約案件について回付を行い、契約の適

正化の観点から審査。 

 

（２）契約監視委員会の審議状況 

平成 29 年度は 3 回開催し、審議案件についての競争性の確保、随意契約事

由の妥当性などに関する点検を行った。また、平成 28 年度調達等合理化計画

の実施結果に関する点検と平成 29 年度調達等合理化計画の策定に関する点検

を行った。 

〈審議案件〉 

（第 1回） 

 ・平成 28 年度契約案件のうち、3件を抽出して審議 

 ・平成 28 年度調達等合理化計画の実施結果に関する点検 

（第 2回） 

 ・平成 29 年度調達等合理化計画の策定に関する点検 

 ・2か年連続一者応札・応募となった契約案件の点検（13 件） 

（第 3回） 

 ・平成 29 年度契約案件のうち、5件を抽出して審議 

 

■再委託の有無と適切性 

・平成 29 年度においては、再委託割合が高率（50%以上）となる契約はなか

った。 

 

 

■関連法人の有無 

・関連法人との業務委託はなし。 
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出資、出えん、負担

金等（以下「出資

等」という。）につ

いて、法人の政策

目的を踏まえた出

資等の必要性の評

価が行われている

か。 

・施設管理業務及び

スポーツ振興投票

業務については、

業務効率化ＷＧ報

告書に基づき、効

率化策を実施した

か。 

・入札および契約に

ついて、適正化の

取組状況をホーム

ページにより公表

したか。 

 

＜評価の視点＞ 

業務運営の効率化及

び国民の信頼性の確

保が図られている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■業務効率化 WG 報告書に基づく効率化取組状況 

・業務効率化 WG 報告書（平成 24 年 8 月 29 日）に基づき、スポーツ振興投

票業務におけるデビット決済について、平成 32 年 1 月に予定しているくじ

販売・払戻システムの更改に合わせて廃止することを検討している。 

 

■適正化の取組状況のホームページによる公開 

（１）調達等合理化の取組に関する公表 

  ・平成 28年度調達等合理化計画自己評価の公表 

  ・平成 29年度調達等合理化計画の公表 

  ・平成 29年度契約監視委員会の審議概要を公表 

（２）入札の公告 

入札公告については、ホームページに掲載し、競争性の確保に努めている。 

（３）契約実績に係る公表 

センター契約事務取扱規程において、国の「公共調達の適正化について」（平

成 18 年 8 月 25 日付け財計第 2017 号）に基づく項目を公表する旨を定め、公

表。 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２ 組織及び定員配置の見直し 

当該項目の重要度、難易

度 

新国立競技場の整備、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催等を踏まえた業務量の増への対応が求められ、難易度が

高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

1 人 1 月あたりの平

均超過勤務時間（Ｈ） 

－ 18.48 20.03 22.83 23.58 22.36 22.03  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 組織及び定員

配置の見直し 

業務執行が効果

的・効率的に行える

よう、組織体制及び

定員配置を見直す。 
特に新国立競技

場の整備を着実に

推進するため、適切

な権限と責任を有

するプロジェクト・

マネージャーを配

置し事業全体を統

括させるとともに、

これを支える外部

専 門人材を配置す

るなど必要な体制

を整備する。 

２ 組織及び定員

配置の見直し 

社会的ニーズの

変化に応じて、業

務執行が効果的・

効率的に行えるよ

う、業務量等を随

時検証し、組織体

制及び定員配置を

見直す。 
特に新国立競技

場の整備を着実に

推進するため、平

成２７年度末まで

に適切な権限と責

任を有する「プロ

ジェクト・マネー

ジャー」を明確化

して事業全体を統

括させるととも

に、事業の進捗に

２ 組織及び定員

配置の見直し 

社会的ニーズの変

化に応じて、業務執

行が効果的・効率的

に行えるよう、超過

勤務時間の調査等に

より業務量を随時検

証し、必要に応じて、

組織体制及び定員配

置を見直す。 
特に新国立競技場

の整備を着実に推進

するため、事業の進

捗に応じて、専門人

材の配置等による体

制の強化を図るな

ど、組織体制を整備

する。 
 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・超過勤務時間 

 

 

＜その他の指標＞ 

・組織体制の見直し実

績 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

新国立競技場整備事業などの進捗に応じた業務遂

行に必要な建築などの専門的知識・資格を有する専門

人材の配置に努めるとともに、超過勤務時間の調査を

通じて、業務量を適切に測定しつつ、効果的・効率的

な組織体制の維持を図るため、官房部門において、必

要な情報を収集し、JSC の人員配置・組織体制の見直

しを行った。 

 

■超過勤務の状況 

１人１月平均：22.03 時間 

（平成 28年度：22.36 時間） 

 

■組織体制の見直し状況  

（１）新国立競技場設置本部の体制強化 

・事業運営に係る企画・立案や広報・情報公開など

の業務を一体的に実施するため企画課と事業運

営企画課を統合し、「企画・事業運営課」を新設

（H29.4）。 

・工事施工及び工事監理を担当する部署として、施

設部に「工事監理課」を新設（H29.4）。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

超過勤務時間については、1人 1月

平均で 0.33 時間の減となっており、

全体として微減の状況であるが、主に

新国立競技場整備に関係する業務の

繁忙、ハイパフォーマンスセンターの

業務量増加に対応した人員配置の見

直しを継続し、業務量の平準化を図っ

た。 

組織体制の見直しについて、新国立

競技場設置本部については、工事の進

捗に合わせて工事監理など必要な体

制整備を行うとともに、新国立競技場

の整備と大会後の運営に関する検討

を着実に推進するための体制の整備・

強化を図った。 

国立競技場については、耐震工事の

着実な推進のための体制の整備・強化

を図った。 

また、国際競技力向上のための取組

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着

実に業務が実施されたと認められる

ため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・新国立競技場整備事業については、事

業の進捗に応じた人材配置、組織体制

の見直しを行った。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 
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応じて、専門人材

の配置等による体

制の強化を図るな

ど、組織体制を整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定員配置の見直し実

績 

 

 

＜評価の視点＞ 

見直しが、効果的・効

率的な業務運営と事

業成果の最大化の両

立の実現に資するも

のか。 

（２）国立競技場の体制強化 

 ・代々木競技場耐震改修工事業務を着実に推進する

ため「建築課」を新設（H29.4）。 

 

（３）ハイパフォーマンスセンターの体制強化 

ハイパフォーマンスセンターの機能をさらに強

化するとともに、業務規模を勘案して以下の組織改

編を実施。（H29.4） 

・「スポーツ研究部」を新設 

・スポーツ開発事業推進部の業務の一部（ハイパフ

ォーマンスサポート事業）をスポーツ科学部に移

管し、分野別にハイパフォーマンスサポート事業

を推進する 3 課（「ハイパフォーマンスサポート

事業推進第一～三課」）を新設（スポーツ開発事業

推進部は「スポーツ開発部」に改称） 

・西が丘管理部に「IT推進課」を新設 

・ハイパフォーマンスセンターの機能強化を着実に

推進するため、「機能強化ユニット」を新設 

・「スポーツ・インテグリティ・ユニット」の所管を

ハイパフォーマンスセンターに変更 

 

■定員配置見直しの状況 

新設部署や業務輻輳部署に対し、超過勤務時間など

の実績を考慮しつつ業務量を検証し、繁忙部署の配置

人員を見直し。 

 

をさらに推進するため、ハイパフォー

マンスセンターについては、機能強化

に取り組むとともに業務規模を勘案

して部・ユニットの新設や業務移管な

どを行い、西が丘地区全体で効率的に

業務を行うための体制整備を図った。 

業務量については全体として増加

しているが、新国立競技場の整備を着

実に推進するための体制の整備・強

化、2020 年東京大会開催などの社会

的ニーズへの対応が図られた。 

以上により、年度計画どおりに業務

を実施し、実績を上げていることか

ら、Ｂ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

新国立競技場の整備、2020 年東京

大会開催などを踏まえた業務量の増

及び事業の進捗に応じて、専門人材の

配置等による体制の強化を図るなど、

適時・適切な体制整備が必要である。 

 

 
４．その他参考情報 
特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―３ 内部統制の強化 

当該項目の重要度、難易

度 

独立行政法人通則法改正によって内部統制システム整備が求めら

れ、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

内部統制委員会実施

回数（回） 

 － － － 1 5 5  

運営点検会議実施回

数（回） 

 － － － 1 4 4  

役員会実施回数（回） － 18 22 24 39 41 36  

自己評価委員会実施

回数（回） 

－ 3 3 3 3 2 2  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ 内部統制の強

化 

内部統制につい

ては、「独立行政法

人における内部統

制と評価について」

（平成２２年３月

独立行政法人にお

ける内部統制と評

価に関する研究会）

を参考にしつつ、更

に充実・強化を図る

ものとする。 
なお、情報通信技

術の活用に当たっ

ては、セキュリティ

の確保を図るなど、

適正な運用を行う

３ 内部統制の強

化 

内部統制につい

ては、法令等を遵

守しつつ業務を行

い、法人の目的を

有効かつ効率的に

果たす観点から、

次の取組等により

充実、強化を図る。 
① 役員会、法

人の長による

ヒアリング等

において、業

務運営に係る

経営方針を明

確化する。 
② 業務運営に

３ 内部統制の強

化 

内部統制につい

ては、法令等を遵守

しつつ業務を行い、

法人の目的を有効

かつ効率的に果た

す観点から、センタ

ー内の「内部統制委

員会」を中心に次の

取組等により充実、

強化を図る。 

また、新国立競技

場の整備をはじめ

とする事業全体に

係るガバナンスの

強化を図るため、外

部有識者による「運

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内部統制委員会実施

回数 

 

 

・運営点検会議実施回

数 

＜主要な業務実績＞ 

 平成 27 年度以降、優先課題として取り組んできた内部統制システ

ムの整備について、内部統制委員会を中心に計画的に取り組み、課題

について対応できた。 

また、外部有識者で構成する運営点検会議を活用し、内部統制シス

テムについて点検・助言を受け、必要な見直しを行うなど内部統制の

充実、強化を図った。 

 これらの取組により、職員意識調査の結果、内部統制に関する職員

の意識が高まっており、運営点検会議の委員から高評価を得るなど、

着実に成果が上がっている。 

 

■内部統制システムの構築状況 

（１）内部統制委員会（年 5回開催） 

 内部統制システム整備のための取組内容をまとめた内部統制アク

ションプランの進捗を確認し、必要な対策を講じた。 

 

（２）運営点検会議（年 4回開催） 

 外部有識者による委員からの助言などを踏まえ、必要に応じて内部

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 業務方法書に基づく内部統

制システムの整備を計画的に

進めるため、平成 27 年度以

降、内部統制委員会を中心に

内部統制アクションプランに

よる取組を進めてきたが、平

成 29 年度において対応すべ

き課題については整理するこ

とができた。 

また、以下に記載のとおり

年間を通して内部統制に関す

る様々な取組を行い、その効

果を測るために実施した職員

意識調査の結果について運営

点検会議の委員から高い評価

を得ており、年度計画におけ

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

・評価すべき実績の欄に示すとお

り、中期計画に定められた以上

の業務の進捗が認められるた

め。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・検証委員会及び会計検査院から

の指摘事項を踏まえて、理事長

のリーダーシップの下、経営方

針等の明確化、行動指針の周知、

リスク管理・危機対応ガイドの

作成等、様々な内部統制の強化

に取り組んでいる。 

・これらの取組については、法人

内部に設置された「内部統制委

員会」においてアクションプラ
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とともに、関係機関

との連携強化、情報

管理体制の強化な

ど、情報管理の 徹
底を図る。 
また、新国立競技

場の整備をはじめ

とする事業全体に

ついて、理事長によ

るガバナンスの点

検や必要な助言を

実施するため、外部

有識者が参加する

運営点検会議を設

置する。運営点検会

議については、毎年

度４回程度実施す

ることとし、その結

果を踏まえ、法人の

業務運営及び内部

統制の仕組みの見

直しを行う。 

あたり、危機

管理体制、意

思決定に関す

る体制、業務

に関する情報

をタイムリー

に共有する体

制の整備を図

る。 
③ センター内

部の評価委員

会により、定

期的に業務の

進行管理を行

い、毎年度、自

己 評 価 を 行

う。 
また、業務

運営全般につ

いて、法人の

長によるヒア

リング及び監

事による監査

を実施し、そ

の結果を反映

させることに

より、改善を

促進する。 
なお、情報通信

技術の活用に当た

っては、セキュリ

ティの確保を図る

など、適正な運用

を行うとともに、

関係機関との連携

強化、責任体制の

明確化をはじめと

した情報管理体制

の強化及び役職員

に対する意識啓発

など、情報管理の

営点検会議」を年４

回程度実施し、法人

のガバナンスに係

る重要事項等につ

いて点検や助言を

受け、その結果を踏

まえ法人の業務運

営及び内部統制の

仕組みの見直しを

行う。 

（１）業務運営に係

る経営方針の明確

化 

理事長による平

成２９年度の業務

運営に係る方針の

説明会を開催する

ことにより経営方

針の明確化と浸透

を図るとともに、役

員と職員の意見交

換の場を設けるな

ど、センターの基本

理念、運営方針及び

役職員の行動指針

の周知徹底を図る。 

（２）危機管理体

制、意思決定体制、

情報共有体制の整

備 

①危機管理体制の

整備 

センター内の「リ

スク管理委員会」を

中心とし、平成２８

年度に策定したア

クションプランの

取組状況の検証・モ

ニタリング結果を

踏まえ、リスク対策

を着実に実施する。 

＜その他の指標＞ 

・内部統制システムの

構築状況 

＜主な定量的指標＞ 

・役員会実施回数 

・自己評価委員会実施

回数 

＜その他の指標＞ 

・経営方針・ミッショ

ン等の明確化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規程の見直しを行うなど内部統制に関する各種取組を推進 

 

■役員会等の開催状況 

役員会実施回数：36 回（定期 12：臨時 24） 

自己評価委員会実施回数：2回 

 

■経営方針の明確化と浸透 

（１）理事長による経営方針等の発信 

重要な経営方針については理事長から職員に対して直接説明を行

い、経営トップの考えを明確に発信した。 

・経営方針を明確に伝達するため、平成 29 年度の業務運営に係る方

針を理事長が直接、職員に対して説明した。（4月） 

・平成 30 年度から始まる第 4 期中期目標期間を見据え、既存業務の

見直し（経費節減、業務効率化等）に向けた役員決定方針について、

管理職に対し直接説明するとともに、職員にメッセージを発信して

認識の共有を図った。（11 月） 

 

（２）経営方針、行動指針等の浸透 

・経営方針や重要事項について、すべての職員が確認できるようイン

トラネットを有効活用して経営方針などを周知 

・JSC 役職員行動指針をすべての職員が認識するよう、新入職員全員

に対して携帯用「行動指針カード」を配布 

・車座ミーティング（組織の風通しを良くすることを目的に役員と職

員が少人数で対話する場）を前年度から継続して実施し、理事長か

ら行動指針の重要性などを伝達（H29 年：18 回開催、計 189 名参

加） 

・「車座ミーティング」で挙がった課題や意見、要望などを基に、具

体的な対策を部署横断的なプロジェクトチーム（「風通し検討プロ

ジェクトチーム」）において検討し、平成 29 年 6 月に研修の充実な

どを盛り込んだ提言書を理事長に報告 

・Web 社内報において理事長のメッセージを毎月発信し、経営者の考

え方を分かりやすく職員に伝えるツールとして風通しの良い組織

風土の形成に役立てるとともに、社内報に業務報告の他に職員に関

する業務外の情報も幅広く掲載し、職員間のコミュニケーションツ

ールとして活用 

 

（３）職員意識調査の実施 

  内部統制の強化に関する取組の結果、職員の内部統制に関する意識

について状況を把握するため、全職員を対象とした意識調査を実施

（平成 30 年 1～2 月）。行動指針に対する意識度はポジティブな回答

が高い傾向が見られた。 

る所期の目標を上回る実績を

上げていることから、Ａ評価

とする。 

 

4 回開催した運営点検会議

においては、外部の視点から

内部統制推進に関する意見・

助言を受け、取組内容の見直

しや充実を図り、計画に沿っ

て内部統制システムの整備を

進めることができた。 

経営方針の明確化について

は、特に平成 30 年度からの第

4 期中期目標期間に向けて人

員や予算が厳しいことを受

け、既存業務見直しと経費節

減等に関する経営方針を理事

長から職員向けに発信し、厳

しい課題に役職員一体となっ

て取り組めるよう方針の明確

化を図った。このほか、役職

員間のコミュニケーションを

円滑化するための車座ミーテ

ィングを精力的に実施し、そ

こで出された要望等を基に対

応を「風通し検討プロジェク

ト」において提言として取り

まとめるなど、前年度以上に

理事長がリーダーシップを発

揮し、内部統制の充実、強化

に取り組んだ。 

リスク管理については、リ

スク管理アクションプログラ

ムに基づきリスクの洗い出し

や評価を継続して行うととも

に、危機発生時の通報フロー

見直しを行い、規程の改正及

びリスク対応の強化のために

リスク管理・危機対応ガイド

の改訂を行うとともに、初め

て全職員にガイドの冊子を配

ンを作成し、進捗状況を把握す

ることにより、取組が適切に進

むよう対策を行っている。 

・外部有識者で構成される「運営

点検会議」において、法人の内

部統制の取組の結果として、職

員の意識が向上していることが

高い評価を受けている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・職員意識調査の回答率が向上し

たことは評価できることである

が、回答率の向上を目指すだけ

でなく、ネガティブな回答をし

っかり把握し、法人として適切

な対応を行うことこそが重要で

あり、そのための体制整備等が

なされることを期待する。 
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徹底を図る。 
また、新国立競

技場の整備をはじ

めとする事業全体

に係るガバナンス

の強化を図るた

め、平成２７年度

末までに外部有識

者による「運営点

検会議」を設置す

る。平成２８年度

以降、同会議を年

４回程度実施し、

法人のガバナンス

に係る重要事項等

について点検や助

言を受け、その結

果を踏まえ法人の

業務運営及び内部

統制の仕組みの見

直しを行う。 

②意思決定に関す

る体制 

役員会の開催、文

書決裁に関する規

則の適正な運用等

により、適切かつ迅

速な意思決定を図

るとともに、適正な

決裁手順・手続の徹

底を行う。 

③情報共有体制の

整備 

必要な情報をタ

イムリーに共有す

るため、伝達のため

の会議やグループ

ウェアの掲示板機

能を積極的に活用

する。 

（３）内部の評価委

員会による自己評

価  

理事長及び理事

への定期的な業務

報告を行うととも

に、理事長を長とし

たセンター内部の

評価委員会におい

て、定期的に業務実

施状況のヒアリン

グ及び進行管理を

行い、毎年度、自己

評価を行う。 

また、業務運営全

般について監事・監

査室による監査を

実施し、その結果を

反映させることに

より、改善を促進す

る。 

（４）情報通信技術

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・組織全体で取り組む

べき重要な課題（リ

スク）の把握、危機

管理体制等の対応

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、運営点検会議（平成 30 年 3 月）において意識調査結果を報

告し、委員から高い評価を受けている。 

  

【結果概要】 

 ・回答率 85％（昨年回答率 66％） 

 ・行動指針に対する意識（5項目） 

行動指針 
意識して

いる 

時々意識

している 

意識したこ

とがない 

公正・誠実に行動 58％ 37％ 5％ 

誇りと責任感を持って行動 67％ 31％ 3％ 

人々から共感を得られるよう行動 56％ 38％ 5％ 

より良い社会づくりに貢献 43％ 47％ 10％ 

活力ある組織をつくる 62％ 35％ 3％ 

 ・規程の遵守 

  「規程を遵守しつつ期日も守りながら対応している」：76％ 

 ・担当業務のリスクへの意識 

  「担当業務のリスクを意識して行動している」：84％ 

 ・バッドニュースファーストの意識 

  「悪い情報があったとき、上司に速やかに報告しやすい」：76％ 

 

■組織全体で取り組むべき重要な課題（リスク）の把握・対応状況 

（１）リスク管理・危機対応 

①リスク対策の着実な実施 

・リスク管理委員会において策定した「平成 29 年度リスク管理基

本計画」に基づき、各部において関連するリスクの洗い出し・評

価を行い、リスク管理アクションプログラムに沿ってリスク対策

を推進 

②「リスク管理・危機対応ガイド」の策定 

・リスク管理及び危機管理の関係・用語を明瞭に整理し、危機発生

時の通報フローの見直しを行い「リスク管理・危機対応規程」を

改正。あわせて、規程内容をより分かりやすく全職員に周知する

ため、「リスク管理・危機対応ガイド」を改訂し、冊子を全役職員

へ配布することで、危機が発生した際に迅速に通報できるよう徹

底した。また、管理職研修において内容を説明、イントラネット

への掲載、ガイドの全役職員への配布、研修会等での説明などを

実施し、周知を図った。 

③総合訓練等の実施 

・平成 28 年度に策定した事業継続計画（BCP）に基づき、「職員行

動マニュアル」を作成。説明会、震災を想定した総合訓練などを

実施した。 

付するなど更なる取組の強化

を行った。 

内部監査については左記の

実績に記載のとおり着実に実

施しており、PDCA サイクルを

踏まえた見直しも行ってい

る。 

情報通信技術の運用状況に

ついては、政府機関等の情報

セキュリティ対策のための統

一基準に準拠する取組を推進

し、特に各部等の事務を統括

する責任者を課長職以下から

部長職を部門情報セキュリテ

ィ責任者に指名する体制に平

成 29年度から見直し、情報セ

キュリティに関する責任体制

の一層の強化を図った。また、

平成 29 年度は全職員を対象

に情報セキュリティ研修にお

いて初めて統一基準の解説を

実施するなどこれまで以上に

実効性を高めるための取組を

強化した。標的型攻撃メール

訓練では、個人情報を多く取

り扱う部署の職員を対象に実

施した。そのほか、政府統一

基準への対応にとどまらず、

情報セキュリティ対策の強化

として、PC のログ等の一元管

理を効率的に行うソフトの導

入や次世代型アンチウィルス

ソフト導入を検証する等の対

策を進めた。 

これらの取組を進めつつ、

内部統制に関する職員の意識

を調査したところ、全職員の

85％、723人から回答を得るこ

とができた。前年の回答率が

66％だったことを踏まえる

と、意識調査が浸透してきた



95 
 

の適正な運用 

政府統一基準に

準拠したセキュリ

ティポリシーに基

づき、引き続き、管

理運用規則を周知

徹底させ、自己点検

及び監査を実施し、

また、役職員のセキ

ュリティ教育を実

施する。これらを通

して、運用管理能力

を向上させると共

に、関係機関との連

携強化を図り、セキ

ュリティの確保を

図る。 

 

 

 

 

 

・意思決定・法人の長

のリーダーシップ

に関する体制の整

備状況 

 

 

 

 

・業務に関する情報を

共有する体制の整

備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中期目標・計画の達

成状況に関する進

行管理・自己評価の

実施状況 

 

 

・監事による監査の実

施状況、把握した改

善点に対する対応

状況 

 

 

 

 

 

 

・安否確認システムを活用した安否確認テストを年間通じて複数

回実施 

 

■意思決定に関する体制 

・「役員会に付議すべき事項について」（平成 27 年 2 月役員会決定）

に基づき、重要事項に関する役員会での審議を徹底 

・運営点検会議での助言などに基づき、案件ごとの決裁権限を見直

し、文書決裁に関する規則を改正。あわせて、案件によって適切な

決裁権者が確認できるよう運用ガイドラインを策定（平成 30 年 3

月） 

 

■業務に関する情報を共有する体制 

（１）重要な情報等の把握 

・役員会、役員ミーティング、担当理事主体のミーティングで定期

的に業務実施状況の報告を実施 

 

（２）情報共有体制 

・部長等会議を毎月役員会後に開催し、役員会の議事及び各部の情

報を部署横断的に共有 

・部内・課内会議による伝達 

・重要な情報に職員が直接アクセスできるよう、役員会資料をはじ

め各種情報をグループウェアや掲示板に掲載 

・グループウェア上で業務マニュアルなどを掲載しているページ

をリニューアルし、必要とする情報にアクセスしやすいよう改善 

 

■業務の進行管理・自己評価の実施状況 

・自己評価委員会を年 2回実施し、前年度の業務実績の自己評価を行

うとともに、業務の実施状況について確認 

・自己評価委員会のほか、中期計画・年度計画などの進捗・達成状況

を担当理事が検証し、役員間で課題を確認 

 

■監事による監査の実施状況 

（１）監事監査の実施 

平成 29 年度の監事監査計画を策定して、業務監査及び会計監査を

実施 

 

（２）理事長との意見交換等の状況 

①理事長との定期的会合の実施 

 ・四半期ごとに、監査の結果について意見交換を実施。監事の意見

は、理事長から内部統制の推進に係る総合調整を行っている部署

を通じて関係部署に伝えられ、理事長は次の会合時に各部署で執

こと、また内部統制の重要性

の気づきや意識の向上の結果

であると思われる。なお、運

営点検会議（平成 30 年 3月）

において意識調査結果を報告

したところ、「行動指針を意識

している人の割合やバッドニ

ュースファーストの意識が高

い」、「結果を見て素晴らしい

と思う。」など、委員から高い

評価を受けた。 

 なお、平成 30年 4 月に、JSC

の内部統制の取組、特にミッ

ション浸透に関する取組につ

いて、総務省独立行政法人評

価制度委員会から好事例収集

のためのヒアリングを受け、

職員意識調査や車座ミーティ

ング等の取組について、理事

長の強いリーダーシップの

下、組織風土改革に精力的か

つ継続的に取り組んでいるこ

とについて、他法人にとって

も参考となる好事例であると

のコメントを得ている。 

 

＜課題と対応＞ 

 内部統制システムの適正な

運用と必要に応じた改善が今

後は重要であることから、運

営点検会議による点検や監事

監査等によるモニタリングを

通じて、リスク管理やコンプ

ライアンス推進のための取組

を充実・強化するなど、職員

意識調査の結果を踏まえつつ

継続的な取組を引き続き行っ

ていく。 

また、情報通信技術の運用

状況については、今後も引き

続き政府機関等の情報セキュ
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・監査室による内部監

査の実施状況、内部監

査の結果を踏まえた

対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

られた対応などについて報告 

②監査報告についての説明 

・以下の 6 項目などについて記載した平成 28 年度の監査報告を作

成し、理事長及び役員会にその内容を説明 

ア 業務の適正かつ効率的な実施 

イ 内部統制システムの整備及び運用 

ウ 役員の職務の遂行 

エ 会計監査人による財務諸表等の監査 

オ 事業報告書の内容 

カ 過去の閣議決定において定められた監査事項 

イ以外の 5項目については適正である旨の意見を、イについては

会計検査院指摘事項の再発防止の取組について引き続き確認が

必要であるほか、適正である旨の意見を記載 

 

（３）監査の結果に基づく意見への対応状況 

 （主な監事の意見／意見への対応） 

 ・公的研究資金及び研究活動上の不正行為の防止対策の実施／誓約

書の提出を徹底、倫理研修を実施等 

 ・情報管理・情報システムのリスク管理において進捗が遅れている

項目についての適切な取組の実施／優先度を勘案して順次実施 

 ・新国立競技場の事故報告に係る取扱いの適切な運用の実施／事故

発生時の発注者に対する報告のルールを再整理 

 

■監査室による内部監査の実施状況 

（１）内部監査 

 平成 29 年度の監査室監査計画を策定し、以下の監査項目について

内部監査等を実施 

・会計経理に関する監査及び資産管理の状況に関する監査（重点監

査項目） 

・契約に係る決裁文書の確認や月例での契約監査（重点監査項目） 

・競争的資金等に関する監査 

・各部等の監査 

・支所の監査 

・法人文書、保有個人情報及び特定個人情報の管理に関する監査 

・情報セキュリティに関する監査のための体制整備（外部機関によ

る監査に同席し、状況を把握するとともに監査に必要なスキルを

向上させた。） 

 

（２）内部監査報告書の提出 

平成 28 年度の内部監査報告書を理事長に提出し、役員会に報告。

監査の結果を踏まえた主な対応は次のとおり。 

リティ対策のための統一基準

が求める水準や取るべき対策

に準拠するだけでなく、2020

年東京大会に向けて法人に対

する情報セキュリティの脅威

がより高まる中で、セキュリ

ティ事故を防止するため、必

要な予算を確保しつつ、脅威

の変化や技術の進展を的確に

とらえ、それに応じて情報セ

キュリティ対策の見直しを図

ることで情報セキュリティの

水準を適切に維持し、セキュ

リティ維持管理能力のレベル

アップを図っていく必要があ

る。 
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・情報通信技術の適正

な運用状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

中期目標等の達成に

寄与し、業務の適正を

確保するものか。 

 

・資産管理の状況に関する指摘事項について所定の手続を完了 

・競争的資金等に係る不正防止活動に関する指摘事項について追

跡調査を実施し対象者全員の履行（研修の受講）を確認 

・法人文書の管理に関する指摘事項について職員研修の場で注意

喚起 

・情報セキュリティに関する指摘事項を踏まえ、関係規程等の改正

を順次実施 

 

■情報通信技術の運用状況 

（１）情報セキュリティ体制の強化 

①情報セキュリティ委員会等 

  JSC内の情報セキュリティ対策基準の策定を行う組織として平成

28 年 12 月に設置した情報セキュリティ委員会において、情報セキ

ュリティ関連規定の整備を推進した。また、昨年度までは情報セキ

ュリティ対策に関する事務を課長職以下で実質的に処理していた

が、平成 29 年度から部等における情報セキュリティ対策に関する

事務を統括する部門情報セキュリティ責任者として部長職を充て

ることとし、情報セキュリティに対する責任体制の更なる強化を図

った。 

②ハイパフォーマンスセンター（HPC）内の体制強化 

  HPC に西が丘管理部 IT 推進課を新設（H29.4.1）し、情報セキュ

リティ管理体制を強化 

 ③リスク管理・評価の実施 

  リスク管理委員会が実施するリスク管理の一環として、情報セキ

ュリティに関するリスク管理・評価を実施。 

 ④情報セキュリティ対策の強化 

  法人の情報セキュリティ環境を強化するため、以下システムやソ

フトなどを導入。 

・次世代型アンチウィルスソフトの導入検証（H30 年度全面導入予

定） 

・ログ管理、ライセンス管理など、法人内の情報機器を一元管理す

るクライアント運用管理ソフトの導入 

・外部からの不正アクセスなどのアラート検知時に、アクセス制御

としてメールのみを残してインターネットから切り離せるシス

テムの導入 

 

（２）情報セキュリティ研修・訓練等 

・外部講師による研修会（初級前期 3回・後期 2回、システム管理

者向け 1回） 

・内部研修会（全役職員向け 14 回、課長職向け 1回） 

・外部関係団体が主催する研修などに参加 
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・標的型攻撃メール訓練実施（対象者：学校安全部、スポーツ振興

事業部職員 約 230 名） 

・情報セキュリティの強化及び情報システムの適切な管理運用に

係る必要事項について、定期的に、電子掲示板・社内メールを活

用し役職員に周知・徹底 

 

（３）監査、点検等 

・情報セキュリティマネジメント監査 

・「システム評価」（経費・運用・セキュリティ管理状況の調査） 

 
４．その他参考情報 

特になし  
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―１ 自己収入の確保 

当該項目の重要度、難易

度 

新国立競技場の整備、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催等を踏まえた業務量の増に応じた自己収入の確保が求

められ、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

自己収入金額（千円） － － 6,613,607 6,085,462 5,737,222 6,561,591 5,354,125 平成 29 年度は、7月から国立代々木競

技場が工事で休業となったため、前年

度と比較して自己収入金額が大きく減

少している。 

        

        

        

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ 自己収入の確

保 

運営費交付金の

一層の削減及び資

産の有効活用の観

点から、固定公告

物及び命名権の導

入を実施していな

い施設についての

導入の検討、業務

効率化ＷＧ報告書

に基づく施設のさ

らなる効率的・効

果的な活用等によ

り、自己収入の増

加を図る。 

１ 自己収入の確

保 

業務効率化ＷＧ

報告書に基づく施

設のさらなる効率

的・効果的な活用

を行う。さらに、

競争的資金及び寄

附金の積極的な獲

得等により、運営

費交付金以外の自

己収入の増加を図

る。 

 

１ 自己収入の確

保 

業務効率化ＷＧ

報告書に基づく施

設のさらなる効率

的・効果的な活用に

ついては、スポーツ

利用の促進を第一

とし、民間事業者の

ノウハウを活用し

つつ推進する。さら

に、競争的資金等の

外部資金及び寄附

金の積極的な獲得

等により、運営費交

付金以外の自己収

入の増加を図る。 

なお、ＮＴＣ及び

ＪＩＳＳサッカー

＜主な定量的指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

■運営費交付金以外の自己収入の増加を図るための取組状況 

（国立競技場運営収入） 

代々木競技場において、スポーツ競技大会の開催に支障のない範囲

で文化的行事などの利用促進を行い、計画額を上回った。 

（JISS 運営収入） 

施設利用などの増により計画額を上回った。 

（国立登山研修所運営収入） 

施設利用などの増により計画額を上回った。 

（基金運用収入） 

平成 28 年度に行った国庫納付に伴う債券の売却により生じた簿価

超過額について、独立行政法人通則法第 46条の 2第 3項に基づき国庫

納付しないことについて主務大臣の承認を受けた（H29.8）ため、目的

積立金を取り崩して基金事業費に充てた。これにより、当初予定して

いた運用目的の債券の売却を行う必要性がなくなったため、計画額と

の差が生じた。（売却に係る予算額：349,568 千円） 

（その他の自己収入） 

受託事業収入については、効率的・効果的に事業を遂行したことな

どにより事業経費を縮減することができたため、それに見合う収入が

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

業務効率化 WG に基づく施

設の活用については、各施設

とも民間事業者のノウハウ

を活用し、収入基準額を超え

る収入を得ることができた。 

特に、国立代々木競技場フ

ットサルコートでは、個人フ

ットサルの民間事業者から

の提案による新たな取組を

実施し、収入基準額を上回っ

た。 

民間研究助成金の採択件

数・金額は今期最大であり、

受託研究の受入、大型共同プ

ロジェクトの実施も合わせ

て競争的資金の獲得を推進

できた。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

・評価すべき実績の欄に示すとおり、

中期計画に定められた以上の業務

の進捗が認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・新たなネーミングライツ契約を締

結することにより、８年間という長

期間にわたる収入を獲得している。 

・法人の事業を通じて、新たな民間企

業から寄附金・協賛金を獲得してい

る。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 
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場のネーミングラ

イツについて、次期

契約に向けた契約

手続を行う。 

 

 

 

 

 

・自己収入金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減となり計画額を下回った（△329,507 千円）ものであるが、実施した

受託事業は文部科学省又はスポーツ庁の委託によるものであり、政策

目的の達成に資するよう JSC のもつ専門的能力を活用し、実施してい

る。 

区分 

計画額 

(千円) 

(A) 

実績額 

(千円) 

(B) 

(参考) 

H28 年度 

実績額 

(千円) 

増減率(%) 

((B-A)÷ 

A)×100 
※３ 

国立競技場運営収入 852,938 971,860 2,404,228 13.9 

JISS 運営収入 374,835 405,603 413,567 8.2 

NTC 運営収入 530,194 531,327 509,701 0.2 

国立登山研修所運営

収入 
1,324 2,087 1,622 57.6 

基金運用収入 629,033 283,042※1 563,750 △55.0 

 利息収入 279,465 283,042 563,750 1.3 

運用目的の売却 

益…① 
349,568 － － △100.0 

その他の自己収入 3,443,771 3,160,205 2,668,723 △8.2 

普及事業収入 67,931 65,042 131,577 △4.3 

受託事業収入 

…② 
3,086,018 2,756,510 2,478,464 △10.7 

寄附金収入 23,195 52,961 55,912 128.3 

営業外収入 266,040 285,130 1,971 7.2 

利息収入 587 562 22,199 △4.3 

合計 5,832,095 5,354,125 6,561,591 △8.2 

合計（上記①②を除

く）※2 
2,396,509 2,596,614 － 8.3 

※１ 基金運用収入に、不要財産の国庫納付に係る債券の売却による

簿価超過額（332,148 千円）は、含めていない。 

※２ 計画額と実績額に差が生じている特殊要因として、運用目的の

売却益の予算額、受託事業収入の予算額及び実績額を除いた合

計（上記「運営費交付金以外の自己収入の増加を図るための取

組状況」の各収入の説明を参照） 

※３ 増減率は、四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

 

■業務効率化 WG に基づく施設の活用状況 

代々木競技場フットサルコート・JISS フットサルコート管理・運営

業務においてインセンティブを導入し、民間事業者のノウハウを活用

して利用条件設定（営業時間・利用料金）、教室・大会開催、営業活動

などを行い、収入基準額を上回った。 

【稼働率向上のための新たな取組】 

寄附金及び協賛金におい

ては、新たな収入を獲得し

た。 

命名権の導入については、

ナショナルトレーニングセ

ンターとサッカー場の命名

権を一本化し、従来の契約と

比較して 2,000 万円増額し

て契約更新を行った。 

国立競技場運営収入につ

いては国立代々木競技場が

耐震改修等工事により営業

期間が約 3 か月と短く厳し

い条件の中でイベントを追

加して計画額を上回る収入

を確保した。 

以上の取組の結果、計画額

と実績額に差が生じている

特殊要因を除いた自己収入

の合計は 8.3%増加した。 

施設が休業となり厳しい

条件の中で、民間研究助成金

の採択件数・金額は今期最大

であったこと、新たに民間企

業からの寄附金及び協賛金

などの競争的資金を獲得し

たことなど様々な努力を通

じて、計画を上回る成果が得

られたことから、Ａ評価とす

る。 

 

＜課題と対応＞ 

自己収入の確保に当たっ

ては、引き続き民間事業者の

ノウハウの活用や寄附金収

入・競争的資金の獲得額の増

加を図っていくことが必要

である。 

平成 29 年度から実施する

耐震改修工事に伴う国立

代々木競技場の休業により、
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・競争的資金の獲得

額 

 

 

＜評価の視点＞ 

運営費交付金以外の

収入の増加が図られ

ているか。 

（代々木競技場フットサルコート） 

・個人プログラムの増設（ソサイチ、早朝親子サッカー教室） 

（JISS フットサルコート） 

・NISHIGAOKA フットサル大会 

 

（施設利用収入額）               （単位：千円） 

施設名 
収入基準

額（A） 

H29 

実績(B) 

収益 

増加額 

(B)-(A) 

（参考） 

H28 実績 

代々木競技場フッ

トサルコート 
128,362 135,552 7,190 139,037 

JISS フットサルコ

ート 
15,200 15,078 △122 15,033 

※インセンティブにより、収入基準額（（A）過年度の平均収入）を超え

る収入が得られた場合は、その超過金額（（B）-（A）収益増加額）の

50％を民間事業者に支払う。 

 

（施設利用者数）                 （単位：人） 

施設名 Ｈ27 H28 H29 

代々木競技場フットサルコート 119,662 120,522 119,272 

JISS フットサルコート 18,425 16,686 16,395 

※代々木競技場フットサルコートは、H29 年度は一部コートの人工芝

張替工事を実施。 

 

■競争的資金の獲得状況 

（科学研究費助成事業（科研費）） 

 採択件数  30 件（新規 9、継続 14、分担 4、延長 3） 

 獲得金額  30,095 千円（内、直接経費 23,150 千円） 

区分 H27 H28 H29 

採択件数（件） 36 31 30 

獲得金額（千円） 41,946 40,793 30,095 

（民間研究助成金） 

  採択件数  9 件（団体 1件、個人 8件） 

  獲得金額  4,190 千円（内、直接経費 4,144 千円） 

区分 H27 H28 H29 

採択件数（件） 3 5 9 

獲得金額（千円） 2,170 3,160 4,190 

（受託研究） 

  採択件数 2 件（内、分担 1） 

  獲得金額 2,374 千円（内、直接経費 2,164 千円） 

（共同プロジェクトの実施） 

大塚ホールディングス株式会社と共同で JSC ハイパフォーマンスセ

大幅な収入減が見込まれる

ため、引き続き、新たな収入

の獲得を図るとともに業務

の見直しによる支出の削減

に努めることが必要である。 
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ンターTotal Conditioning Research Project を実施し、4年間で 1億

3,500 万円を獲得した。 

 

■寄附金の獲得状況 

（１）スポーツ振興基金  

スポーツ振興基金の寄附金は、Ⅰ－３－（Ａ）－（１）参照 

 

（２）JAPAN SPORT NETWORK 

 ①寄附金付自動販売機による寄附 

 平成26年9月から地方公共団体の協力により地域のスポーツ施設

などに寄附金付自動販売機を設置。平成 29 年度は新たに 2 団体、3

台を設置し、より多くの寄附金の獲得に努めた。 

区分 H26 H27 H28 H29 

設置団体数（自治体） 6 17 21 23 

設置台数（台） 10 30 43 46 

獲得金額（千円） 250 1,252 1,683 1,642 

 ②民間企業からの寄附 

・寄附件数  1 件（株式会社エアウィーヴ） 

 ・獲得金額  4,000 千円  

 

■協賛金の獲得状況 

（１）体育の日中央記念行事 

 ・協賛社数 3社（読売新聞社、味の素株式会社、ミズノ株式会社） 

 ・協賛金額 13,920 千円 

 

（２）JAPAN SPORT NETWORK 事業 

 ・協賛社数 1 件（大日本印刷株式会社） 

 ・協賛金額 500 千円 

 

■命名権の導入に関する検討状況 

 「味の素ナショナルトレーニングセンター」の命名権（平成 25年 5

月 11 日導入）及び「味の素フィールド西が丘」の命名権（平成 24 年

5 月 1 日導入）が平成 29 年 4 月 30 日に契約満了となることから、西

が丘地区全体の命名権について、金額を増額し、契約更新を行った。 

 期間 約 8年間（平成 29 年 5 月 1 日～平成 37年 3月 31 日） 

 対価 年額 7,500 万円（税抜） 

    ※前契約金額（NTC:4,000 万円、サッカー場 1,500 万円） 

 

 

 
 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―２ 資金の運用及び管理 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 予算の効率的

な執行、資金の運

用及び管理 

（１）予算の執行に

当たっては、運営

費交付金債務を

含めた財務に係

る情報を把握し、

予算配分等を行

うことにより、効

率的な執行を図

る。 

２ 予算の効率的

な執行、資金の

運用及び管理 

（１）予算の執行

に当たっては、

運営費交付金債

務を含めた財務

に係る情報を把

握し、予算配分

等を行うことに

より、効率的な

執行を図る。 

２ 資金の運用及び

管理 

（１）予算の執行に当

たっては、財務会計

システムを活用し、

定期的に予算執行

状況を把握すると

ともに、役員会審議

を経て執行予算配

分等を行うことに

より、効率的な執行

を図る。また、運営

費交付金について

は、独立行政法人会

計基準に基づき、適

切な管理を行う。 
なお、運営費交付

金債務についても

留意する。 

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
・予算の効率的な執

行のための取組状

況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 

■予算の効率的な執行状況 （Ⅲ－３参照） 
 
■予算の効率的な執行のための取組 
・予算の管理方針を明確に示したうえで、具体的な収支見

込に基づく執行計画を作成し、事業を実施した。 
・事業の実施に伴う予算の執行に当たっては、各事業部門

において財務会計システムを活用し、執行状況を把握し

た。 

・一般勘定については、予算管理部署において 7月末時点

及び 10 月末時点の予算執行状況を取りまとめた。 
・上記の取りまとめを踏まえ、役員会審議を経て執行予算

配賦の見直しを行い、予算の効率的な執行を図った。 
 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
予算の執行については、

具体的な収支見込に基づく

執行計画予算を作成し、適

時、予算執行状況の取りま

とめ及び役員会審議による

執行予算配賦の見直しによ

り、効率的な執行を行うこ

とができた。 
資金管理については、資

金管理委員会の開催等によ

り安全かつ安定的な資金運

用を行うことができた。 
以上により、年度計画ど

おりに業務を実施し、実績

を上げていることから、Ｂ

評価とする。 
 
 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・予算の管理方針を明確にした上で具体的な

執行計画を作成し、事業を実施しており、

計画的かつ効率的に予算を執行している。 

・余裕資金については、金利情報等を収集し

た上で、計画的かつ安定的な資金運用に努

めた。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 
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 （２）資金の運用及

び管理において、

運用基準等に基

づき、安全かつ安

定的な運用を図

る。 

（２）資金管理委

員会等により、

継続的に金利情

報等の収集及び

分析を行うとと

もに、運用基準

等に基づき、安

全かつ安定的な

運用を図る。 

（２）資金管理委員会

等により、継続的に

金利情報等の収集

及び分析を行うと

ともに、運用基準等

に基づき、安全かつ

安定的な運用を図

る。 
 

・資金の運用状況 
 
 
＜評価の視点＞ 
予算の効率的な執

行、安全活安定的な

資金運用が図られて

いるか。 

■資金管理体制（情報収集・委員会開催等） 
・証券会社などから金利情報などの収集、インターネット

を利用した取引金融機関の格付け情報及び経営状況な

どの資料の収集・分析を行った。 
・安全かつ安定的な資金の運用を図るため、半期ごとに資

金管理委員会を開催し、資金の運用状況の確認や運用計

画を審議した。 
・「独立行政法人日本スポーツ振興センターにおける資金

の管理及び運用に関する基準を定める要綱」などにより

運用方針を明確化して、資金運用を実施した。 
 
■基金等の運用実績（Ⅰ－３－（Ａ）－（１）参照） 

＜課題と対応＞ 
引き続き、効率的な予算

執行及びより安全かつ安定

的な資金運用を実施してい

くことが必要である。 
特に、運営費交付金につ

いては、独立行政法人会計

基準に基づき、適切な予算

管理に努める。 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―３～５ 予算、収支計画、資金計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

運営費交付金未執行

率（％） 

－ － 7.4 10.8 15.2 14.1 2.2  

         

         

         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ３ 期間全体に係る

予算（人件費の見積り

を含む。） 

（１）総計 別表－１

のとおり 

（２）投票勘定 別表

－２のとおり 

（３）災害共済給付勘

定 別表－３のと

おり 

（４）免責特約勘定別

表－４のとおり 

（５）特定業務勘定別

表－５のとおり 

（６）一般勘定 別表

－６のとおり 

 

 

３ 平成２９年度の

予算（人件費の見積り

を含む。） 

（１）災害共済給付勘

定  別表－１のと

おり 

（２）免責特約勘定    

別表－２のとおり 

（３）特定業務勘定  

別表－３のとおり 

（ ４ ） 一 般 勘 定        

別表―４のとおり 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・収入 

・支出 

 

＜主要な業務実績＞ 

■予算、収支計画及び資金計画と実績の対比 

（１）平成 29年度予算（総計） ※別表１参照 

【主な増減理由】 

・国立競技場運営収入は、施設利用の増により、計画額に比べて

増加した。 

・スポーツ振興投票事業収入は、投票券発売収入の減により、計

画額に比べて減少した。 

・新国立競技場整備事業の事業量の増により、新国立競技場整

備事業費が計画額に比べて増加するとともに、特定業務特別

準備金戻入が計画額に比べて増加した。 

・特定業務の改正に伴い、新たに国立代々木競技場耐震改修等

工事費と NTC 拡充整備用地取得等費が計上されるとともに、

民間資金の借入れによる長期借入金などが計上された。 

・競技力向上事業費は、前年度からの事業継続に伴う業務経費

の繰越により、計画額に比べて増加した。 

・スポーツ振興投票助成事業費は、助成事業費の減により、計画

額に比べて減少した。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 予算及び収支計画は、ス

ポーツ振興投票事業収入が

減少したものの、国立競技

場運営収入等が増加したこ

とにより、全体的には収入

が支出を上回り、総利益を

計上している。 

また、資金計画において

は主に有価証券の償還によ

る収入（投資活動による収

入）が増加したことから、次

年度への繰越額が計画額を

上回った。その他、運営費交

付金債務の執行、各種資産

の保有状況についても適切

に管理されている。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね

着実に業務が実施されたと認められる

ため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・独立行政法人会計基準に基づき、適

切に会計処理が行われている。 

 

＜今後の課題と指摘事項＞ 

 － 
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   以上の取組により、独立

行政法人会計基準に基づ

き、適切な予算管理に努め、

計画を達成していることか

らＢ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

 運営費交付金について

は、独立行政法人会計基準

に基づき、適切な予算管理

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４ 期間全体に係る

収支計画 

（１）総計 別表－７

のとおり 
（２）投票勘定 別表

－８のとおり 
（３）災害共済給付勘

定 別表－９のと

おり 
（４）免責特約勘定別

表－１０のとおり 
（５）特定業務勘定別

表－１１のとおり 
（６）一般勘定 
別表－１２のとお

り 

４ 平成２９年度の

収支計画 

（１）災害共済給付

勘定  別表－５

のとおり 

（２）免責特約勘定    

別表－６のとおり 

（３）特定業務勘定    

別表－７のとおり 

（４）一般勘定      

別表－８のとおり 

 
 
 

・収支計画 
 
 
 
 
 
 
 

（２）平成 29年度収支計画（総計） ※別表７参照 

【主な増減理由】 

収支状況における増減理由に同じである。 

 

  

  ５ 期間全体に係る

資金計画 

（１）総計 別表－１

３のとおり 
（２）投票勘定 別表

－１４のとおり 
（３）災害共済給付勘

定 別表－１５の

とおり 

５ 平成２９年度の

資金計画 

（１）災害共済給付

勘定  別表－９

のとおり 

（２）免責特約勘定    

別表－１０のとお

り 

（３）特定業務勘定    

・資金計画 
 
 
 
 
 
 
・当期総利益（又は当

期総損失）の発生要

（３）平成 29年度資金計画（総計） ※別表１３参照 

【主な増減理由】 

 収支状況における増減理由に加え、資金支出は、定期預金の預入

れの減により、計画額を下回った。また、資金収入は、定期預金の

払戻しによる収入の減により、計画額を下回った。なお、資金管理

は適正に実施した。（取組内容はⅢ－２－（２）参照） 

 

■当期総利益（△当期総損失）の状況 

区分 金額（千円） 
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（４）免責特約勘定別

表－１６のとおり 
（５）特定業務勘定別

表－１７のとおり 
（６）一般勘定 別表

－１８のとおり 

別表－１１のとお

り 

（４）一般勘定      

別表－１２のとお

り 

 

因が明らかにされ

ているか。 
・また、当期総利益（又

は当期総損失）の発

生要因は法人の業

務運営に問題等が

あることによるも

のか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 利益剰余金が計上

されている場合、国

民生活及び社会経

済の安定等の公共

上の見地から実施

されることが必要

な業務を遂行する

という法人の性格

に照らし過大な利

益となっていない

か。 
・ 繰越欠損金が計上

されている場合、そ

の解消計画は妥当

か。 
・ 当該計画が策定さ

れていない場合、未

策定の理由の妥当

性について検証が

行われているか。さ

らに、当該計画に従

投票勘定 1,317,955 

災害共済給付勘定 △1,183,303 

免責特約勘定 242,528 

特定業務勘定 13,342,715 

一般勘定 377,797 

 

【当期総利益（△当期総損失）の発生要因】 

・投票勘定 

固定資産（くじ販売システム）の取得によるもの。 

・災害共済給付勘定 

支払備金の繰入による費用が増加及び給付金などの支出が

共済掛金等の収入を上回ったことによるもの。 

・特定業務勘定 

特定業務特別準備金を財源として固定資産を取得したこと

によるもの。 

・一般勘定 

業務達成基準（管理部門の活動については期間進行基準）に

よる利益及び運営費交付金の精算収益化により生じた利益で

ある。 

■利益剰余金状況 

区分 金額（千円） 

投票勘定 7,706,818 

災害共済給付勘定  △433,949 

免責特約勘定 2,412,538 

特定業務勘定 18,477,484 

一般勘定 2,368,894 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

い解消が進んでい

るか。 
・ 当該年度に交付さ

れた運営費交付金

の当該年度におけ

る未執行率が高い

場合、運営費交付金

が未執行となって

いる理由が明らか

にされているか。 
 
・ 運営費交付金債務

（運営費交付金の

未執行）と業務運営

との関係について

の分析が行われて

いるか。 
 
 
 
 
 
 
 
・ いわゆる溜まり金

の精査において、運

営費交付金債務と

欠損金等との相殺

状況に着目した洗

い出しが行われて

いるか。 
 
・ 実物資産について、

保有の必要性、資産

規模の適切性、有効

活用の可能性等の

観点からの法人に

おける見直し状況

及び結果は適切か。 
・ 見直しの結果、処分

等又は有効活用を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運営費交付金債務の執行状況 

一般勘定において平成 29 年度に交付された運営費交付金は

14,976 百万円である。そのうち未執行額は 333 百万円であり、未

執行率は 2.2％である。未執行額は、主に競技力向上事業費などに

係る事業の継続により未執行となったもの及び予備費を執行しな

かったことによるものである。 

 

（業務運営に与える影響の分析） 

・運営費交付金収益化においては業務達成基準を採用しており、

運営費交付金の未執行は上記理由によるものである。未執行に

よる運営費交付金の残額は、中期目標期間最終年度のため、精算

のために収益化する。 

 

■溜まり金の精査の状況 

・運営費交付金債務の振替については、財務諸表＜附属明細書

＞に明記しており、その内容は監査法人の監査を受けている。そ

の結果、運営費交付金債務と欠損金などの相殺はなく、特段の指

摘は受けていない。 

 

 

 

■実物資産の保有状況 

（１）遊休資産の有無 

平成 29 年度の決算にあたり、実物資産の活用状況及び減損に

ついて確認を行ったが、減損すべき遊休資産はなかった。 
（２）職員宿舎の見直し 

・宿舎の入居基準は、独立行政法人の宿舎見直し計画に基づき、

運用を行っている。   

（３）管理の効率化及び自己収入の向上に係る取組 

管理の効率化については、Ⅱ-１-（２）「業務運営の効率化」

参照。 
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行うものとなった

場合は、その法人の

取組状況や進捗状

況等は適切か。 
・ 「勧告の方向性」や

「独立行政法人の

事務・事業の見直し

の基本方針」、「独立

行政法人の職員宿

舎の見直し計画」、

「独立行政法人の

職員宿舎の見直し

に関する実施計画」

等の政府方針を踏

まえて、宿舎戸数、

使用料の見直し、廃

止等とされた実物

資産について、法人

の見直しが適時適

切に実施されてい

るか（取組状況や進

捗 状 況 等 は 適 切

か）。 
・ 実物資産について、

利用状況が把握さ

れ、必要性等が検証

されているか。 
・ 実物資産の管理の

効率化及び自己収

入の向上に係る法

人の取組は適切か。 
 
・ 金融資産について、

保有の必要性、事

務・事業の目的及び

内容に照らした資

産規模は適切か。 
・ 資産の売却や国庫

納付等を行うもの

となった場合は、そ

の法人の取組状況

自己収入の向上については、Ⅲ-１「自己収入の確保」参照。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■金融資産の保有状況 

（１）金融資産の名称と内容、規模 

ア 現金     5,188 千円 

国立競技場・JISS などの施設における利用料収入などに係

る現金。 

イ 預金     101,552,392 千円 

事業運営に係る支出の資金のほか、スポーツ振興投票事業

準備金、災害共済給付事業に係る支払備金などの給付資金、特

定業務特別準備金など。 

ウ 有価証券   20,190,622 千円 
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や進捗状況等は適

切か。 
・ 資金の運用状況は

適切か。 
・ 資金の運用体制の

整備状況は適切か。 
・ 資金の性格、運用方

針等の設定主体及

び規定内容を踏ま

えて、法人の責任が

十分に分析されて

いるか。 
・ 貸付金、未収金等の

債権について、回収

計画が策定されて

いるか。回収計画が

策定されていない

場合、その理由は妥

当か。 
・ 回収計画の実施状

況は適切か。ⅰ）貸

倒懸念債権・破産更

生債権等の金額や

その貸付金等残高

に占める割合が増

加している場合、

ⅱ）計画と実績に差

がある場合の要因

分析が行われてい

るか。 
・ 回収状況等を踏ま

え回収計画の見直

しの必要性等の検

討が行われている

か。 
 
・ 特許権等の知的財

産について、法人に

おける保有の必要

性の検討状況は適

切か。 

事業運営に係る支出の資金のほか、スポーツ振興投票事業

準備金、特定業務特別準備金など。また、スポーツ振興基金に

係る地方債などの有価証券など。 

エ 貸付金等 

貸付金などの債権はなし。 

（２）資金運用の実績等 

Ⅲ－２－（２）参照 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

■知的財産の保有状況 

JISS における研究活動に係る知的財産について、「独立行政法人

日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター職務発明規

程」に基づき、必要があると認められたものについて特許権を出願

することとし、特許権 4件を所有している。なお、特許権の更新に

当たっては職務発明審査会を開催し、ライセンス契約などの可能
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・ 検討の結果、知的財

産の整理等を行う

ことになった場合

には、その法人の取

組状況や進捗状況

等は適切か。 
・ 特許権等の知的財

産について、特許出

願や知的財産活用

に関する方針の策

定状況や体制の整

備状況は適切か。 
・ 実施許諾に至って

いない知的財産の

活用を推進するた

めの取組は適切か。 

性について、特許維持コスト等を勘案しながら判断している。 

また、スポーツ振興くじ販売に係る特許（1件）を所有している。 

そのほか、ロゴマーク等の商標権について28件を所有している。 

 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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*様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

短期借入金の額 ― ― ― ― ― ― ―  

         

         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  Ⅳ 短期借入金の限

度額 

業務運営上必要な

短期借入金の限度額

は、１０億円とする。 

Ⅳ 短期借入金の限

度額 

業務運営上必要な

短期借入金の限度額

は、１０億円とする。 

＜主な定量的指標＞ 
短期借入金の額 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
■短期借入金の有無及び金額 
借入の実績はなかった。 

＜評定と根拠＞ 
評定：－ 
 
 

評定 － 
＜評定に至った理由＞ 

－ 

 

＜評価すべき実績＞ 

－ 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

不要財産の額（千円） ― ― ― ― 1,250,000 15,000,000 2,500,000  
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  Ⅴ 不要財産又は不

要財産となること

が見込まれる財産

の処分に関する計

画 

不要財産又は不要

財産となることが見

込まれる財産はな

い。ただし、これら

の財産が生じた場合

は、その処分等に関

する計画を定めるこ

ととする。 

Ⅴ 不要財産又は不

要財産となること

が見込まれる財産

の処分に関する計

画 

不要財産又は不要

財産となることが見

込まれる財産はな

い。ただし、これら

の財産が生じた場合

は、その処分等に関

する計画を定めるこ

ととする。 

＜主な定量的指標＞ 
・不要財産の額 
 
＜その他の指標＞ 
・不要財産が生じた場

合、その処分に関す

る計画の策定状況 
 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 

■不要財産または不要資産の処分に関する状況 
スポーツ振興基金に充てるために政府から出資を受け

た金額 250 億円について、国の財政資金の有効活用を図る

ため、平成 27 年度から平成 32年度までの間に段階的に国

庫納付し、新国立競技場の建設費用と選手強化事業に 125

億円ずつ予算措置されることが、平成 27 年 9 月に決定し

た。これを受け、所定の手続きを経て、平成 30 年 3 月に

25 億円を不要財産として国庫納付した。 

 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 決定した事項について、

期日までに国庫納付を行っ

たため、Ｂと評価する。 
 
＜課題と対応＞ 
 今後も、返納計画に従い、

平成 32年度までに国庫納付

を行っていく。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・適切に手続きを行い、期日までに定められ

た金額を国庫納付している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞  

 － 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

重要な財産の処分額 ― ― ― ― ― ― ―  
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  Ⅵ 重要な財産を譲

渡し、又は担保に

供する計画 

重要な財産等を譲

渡し、又は担保に供

する計画はない。 

Ⅵ 重要な財産を譲

渡し、又は担保に

供する計画 

重要な財産等を譲

渡し、又は担保に供

する計画はない。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

■重要な財産の処分に関する計画の有無及びその進捗状

況 

重要な財産の譲渡及び担保に供することはなかった。 

＜評定と根拠＞ 

評定：― 

 

 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

－ 

 

＜評価すべき実績＞ 

－ 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0081・0335  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 
利益剰余金の額（特
定業務勘定）（千円） 

― ― ― 398,344 3,635,507 5,134,769 18,477,484  

利益剰余金の額（一
般勘定）（千円） 

― 1,028,944 194,861 227,226 432,171 2,286,083 2,368,894  

目的積立金の額（一
般勘定）（千円） 

― ― ― ― ― ― 1,450,964  

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  Ⅶ 剰余金の使途 

決算において剰余金

が生じたときは、次

の事項に充てる。 

１ スポーツ施設の

保守・改修 

２ スポーツ振興基

金助成事業の充実 

３ 情報通信技術関

連機器の整備 

４ 人材育成、能力

開発 

５ 職場環境の改善 

６ 広報、成果の発

表・展示 

７ 主催事業及び調

査研究事業の充実 

Ⅶ 剰余金の使途 

１ スポーツ施設の

保守・改修 

２ スポーツ振興基

金助成事業の充実 

３ 情報通信技術関

連機器の整備 

４ 人材育成、能力

開発 

５ 職場環境の改善 

６ 広報、成果の発

表・展示 

７ 主催事業及び調

査研究事業の充実 

 

＜主な定量的指標＞ 
・利益剰余金の額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・目的積立金の状況 
＜評価の視点＞ 
－ 

＜主要な業務実績＞ 
■利益剰余金の有無及びその内訳 
Ⅲ－３～５参照 
・運営費交付金を受けている勘定は特定業務勘定及び一般

勘定である。 
・特定業務勘定における利益剰余金は 18,477,484 千円。そ

の内訳は、特定業務特別準備金を財源として固定資産を

取得したことによる利益で翌事業年度以降の減価償却

費と相殺されるものと、新国立競技場整備事業の旧計画

に係る固定資産（建設仮勘定）で資本剰余金の損益外減

損損失累計額の内数と対応関係にあるものである。 
・一般勘定における利益剰余金は 2,368,894 千円。その内

訳は、主として有価証券の売却等に係るスポーツ振興基

金による利益であり、翌事業年度以降の事業費（助成金

の支払）に充てられる予定のものである。 
・一般勘定における目的積立金は 1,450,964 千円。スポー

ツ振興基金助成の充実に充てるため、平成 29 年 8 月 31

日付にて主務大臣から承認を受けた積立金である。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
利益剰余金については、

適法・適切に処理し計画を

達成したことから、Ｂ評価

とする。 
 
＜課題と対応＞ 
引き続き、適法・適切に処

理していくことが必要であ

る。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・利益剰余金について、法令等に基づき、適

切に使用されている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 

 
４．その他参考情報 

特になし  
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ－１ 施設及び設備に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定める国際競技大会等の招致・開催等に資

するもので、重要度が高い。 

特に新国立競技場の整備は、2020 年東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会開催に確実に間に合うよう完成させる必要があるこ

とから重要度、難易度ともに極めて高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0326・0327・0335  

 
２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 １ 長期的視野

に立った施設整

備・管理の実施 

施設の運営に

当たっては、長期

的視野に立った

整備計画を策定

し、新国立競技場

等の施設整備を

推進する 
また、利用者本

位の立場から施

設整備を進める

こととし、障がい

者等の利便性の

向上を図るよう

努める。 

１ 施設及び設備

に関する計画 

別表－１９のと

おり 

施設整備・管理

の実施に当たって

は、業務実施上の

必要性及び施設の

老朽化が進行して

いることにかんが

み、長期的視野に

立った整備計画を

策定し、計画的に

新国立競技場等の

施設整備を推進す

る。 
また、利用者本

１ 施設及び設備

に関する計画 

別表－１３のとお

り 
施設整備・管理の

実施に当たっては、

業務実施上の必要性

及び施設の老朽化が

進行していることに

かんがみ、長期的視

野に立った整備計画

を策定し、計画的に

新国立競技場等の施

設整備を推進する。 

また、利用者本位

の立場から施設整備

を進めることとし、

＜主な定量的指標＞ 
なし 
 
＜その他の指標＞ 
・施設及び設備に関す

る計画の進捗状況 
・新国立競技場の整備

については、「新国

立競技場の整備計

画」に基づく整備事

業の進捗状況、推進

体制の整備等の状

況 
 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 

■長期的視野に立った整備計画に基づく施設整備の執行状況 

（１）新国立競技場の整備 

①新たな整備計画に基づく新国立競技場整備事業の推進 

  新国立競技場の整備については、平成 27 年 8 月 28 日に新国立競

技場整備計画再検討のための関係閣僚会議（以下「関係閣僚会議」と

いう。）において決定された新たな整備計画に基づき事業を推進し、

平成 28 年 12 月の本体工事着工後、現在までスケジュールどおりに

進捗。平成 29 年度は、4 月から基礎などの地下躯体工事、8 月から

地上鉄骨工事などの地上躯体工事、平成 30 年 2 月から屋根工事を実

施しており、平成 31 年 11 月末の竣工に向けて、順調に進捗してい

る。 

また、平成 29 年度においては、工事の進捗に合わせて、建築部材

の形状や納まり、色彩などの詳細な検討を行い、当初の設計に必要

な見直しを行っている。これらの見直しについては、コスト、工期、

要求水準への影響が生じないことを都度確認するとともに、建築の

専門家等で構成される「新国立競技場整備事業に係るアドバイザリ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

新国立競技場の整備

については、「新国立競

技場の整備計画」に基づ

き、平成 29年度は、4月

から基礎などの地下躯

体工事、8月から地上鉄

骨工事などの地上躯体

工事、平成 30 年 2 月か

ら屋根工事を実施して

おり、平成 31年 11 月末

の竣工に向けて、順調に

進捗している。 

工事の進捗に合わせ

た設計の見直しにおい

ては、コスト、工期、要

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着

実に業務が実施されたと認められる

ため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・新国立競技場整備事業については、検

証委員会の指摘を踏まえながら、「整

備計画」に基づき、着実に整備事業を

推進している。また、敷地南西部のペ

デストリアンデッキについては、形状

の見直しを行うこととし、整備事業の

工事費を3億円程度減額できる見通し

となった。 

・代々木競技場耐震改修等工事について

は、工事を着実に推進するために必要
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さらに、管理運

営においては、維

持保全を確実に

実施することで、

安全の確保に万

全を期する。 
新国立競技場

の整備について

は、「新国立競技

場の整備計画」

（※）に基づき、 
着実に推進する。

また、「新国立競

技場整備に係る

財政負担につい

て」に基づき、 必
要な財源を確保

する。その際、「検

証委員会報告」を

踏まえて、必要な

体制を整備する。 
「新国立競技

場の整備計画」に

おいて「大会後は

（中略）民間事業

へ の 移 行 を 図 
る」とされてお

り、今後の政府に

おける検討に参

画し、所要の対応

を行う。 
 

（※）「新国立競

技場の整備計画

（抄）」  
３．工期 
（１）新国立競

技場の完成

が大会に確

実に間に合

うよう、工期

位の立場から施設

整備を進めること

とし、特に障がい

者等の利便性の向

上を図るよう努め

る。 
さらに、施設の

管理運営に当たっ

ては、維持保全を

確実に実施するこ

とにより、利用者

の安全の確保に万

全を期する。 
新国立競技場の

整備については、

「新国立競技場の

整備計画」に基づ

き、着実に推進す

る。また、「新国立

競技場整備に係る

財政負担につい

て」に基づき、スポ

ーツ振興くじの売

上確保等により必

要な財源を確保す

る。その際、検証委

員会報告等を踏ま

え、プロジェクト

推進体制の整備等

を図るため、平成

２７年度末までに

以下の取組を実施

する。 
・事業全体を統

括する、適切

な権限と責任

を有する「プ

ロジェクト・

マ ネ ー ジ ャ

ー」の明確化 
・専門的知識を

特に障がい者等の利

便性の向上を図るよ

う努める。 

さらに、施設の管

理運営に当たって

は、維持保全を確実

に実施することによ

り、利用者の安全の

確保に万全を期す

る。 

新国立競技場の整

備については、「新国

立競技場の整備計

画」に基づき、着実に

推進する。また、「新

国立競技場整備に係

る財政負担につい

て」に基づき、スポー

ツ振興くじの売上確

保等により必要な財

源を確保する。その

際、検証委員会報告

等を踏まえて整備し

た新たなプロジェク

ト推進体制の下、以

下の取組を行い、引

き続き、関係機関と

の適切な連携･協議

を図りながら、新国

立競技場の整備を着

実に推進する。 

・専門人材の配置

等による体制の強

化 

・「新国立競技場

の整備計画」にお

いて設定された上

限に基づくコスト

マネジメントの実

施 

・定例的なマスメ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・障がい者等の利便性

の向上等、利用者本

位の立場からの施

設整備の実施状況 
 
 

ー会議」においても見直し内容の妥当性について確認を受けている。 

（見直しに伴う契約金額、工期の変更はない。） 

さらに、敷地南西部のペデストリアンデッキについては、周辺環

境との調和等の観点から、関係機関とも協議した上で、一部を地表

化するデッキ形状の見直しを行うこととし、それに伴い、整備事業

の工事費を 3億円程度減額できる見通しとなった。 

②関係閣僚会議等への報告 

  平成 29 年 11 月 14 日開催の関係閣僚会議（第 8回）において、工

事の進捗にあわせた設計の見直しなど、新国立競技場整備事業の進

捗状況について JSC から説明、点検を受けた後、平成 30 年 3 月 30

日開催の関係閣僚会議（第 9 回）では、デッキ形状の見直しに係る

進捗その他の新国立競技場整備事業の進捗状況について JSC から報

告し、整備事業が順調に進捗しているとの点検がなされた。 

  また、文部科学副大臣が主宰する「新国立競技場整備事業に関す

る連絡会議」において、適宜、進捗状況等を報告し、関係者間での情

報共有を図った（平成 30年 3月 27 日）。 

③大会後の運営管理に関する検討への参画 

  平成 27 年 12 月 22 日開催の関係閣僚会議（第 5回）において設置

が決定された「大会後の運営管理に関する検討ワーキングチーム」

（座長：文部科学副大臣）に、メンバーとして新国立競技場担当理事

が参画している（平成 29 年 7 月 26 日、8 月 25 日、11 月 13 日の計

3回）。 

④専門人材の配置等による体制の強化 

  Ⅷ－２人事に関する計画を参照 

⑤広報・情報発信の充実 

  １－６－（５）広報の充実を参照 

⑥その他工事等 

・日本青年館・日本スポーツ振興センター本部棟新営工事 

平成 27 年 6 月～平成 29年 7 月 

・旧国立競技場敷地下水管の迂回路設計等の業務委託 

平成 28 年 5 月～平成 30年 5 月 

・旧国立競技場敷地排水管の迂回路試掘調査 

平成 29 年 1 月～平成 29年 4 月 

 

（２）その他特定業務における施設整備の状況 

独立行政法人日本スポーツ振興センター附則第 8 条の 3 第 1 項の規

定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務（以下「特

定業務」という。）については、平成 29年 3月 30 日付けの改正に基づ

き国立代々木競技場の耐震改修等工事に必要な業務及びナショナルト

レーニングセンター拡充整備のための用地取得等に必要な業務が追加

された。 

求水準への影響が生じ

ないことを都度確認す

るとともに、建築の専門

家等で構成される「新国

立競技場整備事業に係

るアドバイザリー会議」

においても見直し内容

の妥当性について確認

を受けており、引き続

き、アドバイザリー会議

の助言を得ながら、事業

の進捗やコスト管理の

状況について、継続的な

確認を行う。さらに敷地

南西部のペデストリア

ンデッキについては、周

辺環境との調和等の観

点から、関係機関とも協

議した上で、一部を地表

化するデッキ形状の見

直しを行うこととし、そ

れに伴い整備事業の工

事費を 3 億円程度減額

できる見通しとなった。 

 また、担当理事が新国

立競技場設置本部長を

兼務するマネジメント

体制の下で、設置本部内

の組織改編を実施（平成

29年4月より、「企画課」

及び「事業運営企画課」

を「企画・事業運営課」

に統合及び「工事監理

課」の新設）するなど体

制の強化を図った。 

 さらに、新国立競技場

担当理事、専門的な知識

を有する総括役、企画調

整役によるスポークス

体制の下で、引き続き

「マスメディア向け定

な体制を整備し、事業に取り組んでい

る。 

・ＮＴＣ共用コートにおいて発生した事

故については、発生原因の調査・分析

を行った上で、再発防止のための取組

を徹底している。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 
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の期限は、平

成３２年(２
０２０年)４
月末とする。 
また、国際オ

リンピック

委員会(ＩＯ

Ｃ)等の要請

を踏まえ、同

年 1 月末を

工期短縮の

目標とした

技術提案を

求め、 工期

を極力圧縮

するものと

する。 
４．コストの上限 
（１）新国立競

技場のスタ

ジアム本体

及び周辺整

備に係る工

事費の合計

額（施工前に

先行実施す

る予定の関 
連工事を含

む）は、上記

２．及び３．

を前提とし

て、１，５５

０億円以下

とする。な

お、賃金又は

物価等の変

動が 生じた

場合の工事

請負代金額

の取扱いに

ついては、公

有する広報担

当及びスポー

クスマンを明

確化した広報

体制の整備 
また、平成２８

年度以降にわたっ

て、新たな推進体

制の下、以下の取

組を行い、新国立

競技場の整備を着

実に推進する。 
・専門人材の配

置等による体

制の強化 
・「新国立競技場

の整備計画」

において設定

された上限に

基づくコスト

マネジメント

の実施 
・定例的なマス

メディア向け

ブリーフィン

グの実施、ホ

ームページを

通じた適時適

切な情報発信

などによるプ

ロセスの透明

性の向上 
・関係閣僚会議

の点検を受け

るための、整

備の進捗状況

の報告 
 
「新国立競技場

の整備計画」にお

いて「大会後は（中

ディア向けブリー

フィングの実施、

ホームページを通

じた適時適切な情

報発信などによる

プロセスの透明性

の向上 

・関係閣僚会議の

点検を受けるため

の、整備の進捗状

況の報告 

「新国立競技場の

整備計画」におい

て「大会後は（中

略）民間事業への

移行を図る」とさ

れており、政府に

おける検討に参画

し、所要の対応を

行う。 

 

なお、平成２５年

度補正予算(第１号)

により追加的に措置

された運営費交付金

については、「好循環

実現のための経済対

策」(平成２５年１２

月５日閣議決定)の

「オリンピック・パ

ラリンピック施設の

整備等」のために措

置されたことを認識

し、新国立競技場の

整備に向けた対応に

資する経費に充て

る。新国立競技場の

整備に必要な業務

（上記の補正予算に

より措置された事業

を含む。）の実施に当

 
 
 
 
・施設の管理運営に当

たっての維持保全

の実施状況 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
長期的視野に立った

施設整備が行われて

いるか。 
利用者本位の施設整

備が行われているか。 
安全の確保に万全を

期しているか。 
 

特定業務の追加に伴い、国立代々木競技場耐震改修等工事を行うと

ともにナショナルトレーニングセンター拡充整備に必要な用地を取得

した。 

■利用者本位の立場からの施設整備状況 

（１）国立競技場  

 ・霞ヶ丘競技場ラグビー場グラウンド芝生張替工事 

 ・霞ヶ丘競技場ラグビー場人工芝張替工事 

・代々木競技場フットサルコート人工芝更新工事（1番コート） 

 

（２）JISS・NTC  

・JISS 栄養指導食堂床改修工事 

・NTC 屋内トレーニングセンターバレーボール練習場コートライン

等増設工事 

 

■施設の維持保全に関する状況 

各施設の施設管理担当部門を中心として「施設保全マニュアル」に

基づく定期点検及び日常的な点検を行い危険箇所の早期発見に努めて

おり、必要に応じて修繕を実施。 

（１）平成 29年度に実施した主な安全対策工事 

・霞ヶ丘競技場ラグビー場受変電設備改修工事 

・代々木競技場蓄電池設備の交換工事 

・NTC 屋内トレーニングセンター共用コート床材等の張替及び再塗

装等作業 

・NTC 屋内トレーニングセンターバスケットボール練習場床の再塗

装作業 

 

（２）平成 29年度に実施した主な施設維持保全工事 

・JISS 非常放送設備更新工事 

・NTC 屋内トレーニングセンタートレーニングルーム床下地改修工

事 

・NTC4 階ハイパフォーマンスジム床改修工事 

・JISS トレーニング体育館スポーツ用長尺シート設置工事 

・国立登山研修所高圧気中開閉器・避雷器取替工事 

・国立登山研修所高圧ケーブル更新工事 

 

■NTC 共用コートにおける事故対応 

JSC が管理運営する施設のうち、平成 29年 6月に NTC 共用コートに

おいて合宿中の選手が剥離した床板で怪我をする事故が発生してしま

ったことから、直ちに危機管理対策本部を設置して対応した。類似施

設の緊急点検を行うとともに、次のとおり原因の調査・分析及び再発

防止に向けて対応した。 

例ブリーフィング」（毎

月 1回程度）を実施、ホ

ームページにおいて整

備工事の記録映像を順

次公開するなど情報発

信の取組を行っている。 

施設の維持保全に関

しては、JSC の各施設の

施設管理部門を中心に

点検を行い、必要に応じ

て修繕など安全対策工

事を実施した。ナショナ

ルトレーニングセンタ

ー共用コートにおいて

発生した床板の剥離に

よる事故については、事

故原因調査等委員会に

よる調査の結果原因の

特定には至らなかった

ものの、事故が起きてし

まったことは遺憾であ

り、今後二度とこのよう

な事故が起こらないよ

う、点検及び事故発生時

の対応の明確化を進め、

施設の安全管理と事故

の再発防止のための体

制強化を図った。 

 

以上のとおり、新国立

競技場の整備について

は、「新国立競技場の整

備計画」（平成 27年 8月

28 日新国立競技場整備

計画再検討のための関

係閣僚会議決定）に基づ

き、着実に推進してお

り、特にデッキ形状の見

直しによる整備事業の

工事費の減額にも努め

ているなど年度計画を
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共工事標準

請負契約約

款（昭和２５

年２月２１

日中央建設

業審議会作

成）第２５条

（賃金又は

物価の変動

に基づく請

負代金額の

変更）に準ず

るものとす

る。 
（２）上記（１） 
の工事費と

は別途必要

となる当該

工事に係る

設計・監理等

の費用は、４

０億円以下

とする。 

略）民間事業への

移行を図る」とさ

れており、今後の

政府における検討

に参画し、所要の

対応を行う。 
なお、平成２５

年度補正予算(第１

号)により追加的に

措置された運営費

交付金について

は、「好循環実現の

ための経済対策」

(平成２５年１２月

５日閣議決定 )の
「オリンピック・

パラリンピック施

設の整備等」のた

めに措置されたこ

とを認識し、新国

立競技場の整備に

向けた対応に資す

る経費に充てる。

新国立競技場の整

備に必要な業務

（上記の補正予算

により措置された

事業を含む。）の実

施に当たっては、

定期的に文部科学

省に報告し、文部

科学省から改善を

求められた場合に

は、これに適切に

対応する。 

たっては、定期的に

文部科学省に報告

し、文部科学省から

改善を求められた場

合には、これに適切

に対応する。 

 

① 「事故原因調査等委員会」による原因分析等 

法人内に外部有識者 4名、JSC2 名で組織した「事故原因調査等

委員会」を設置して発生原因を調査・分析した結果、床板が剥離し

た物理的な原因の特定には至らなかったものの、施設の所有者と

して日常点検等が十分でなかったとの指摘を受け、計画的な改修、

日常点検・専門家による定期点検の実施、各団体の役割分担・責任

関係の明確化等について提言された。 

② 再発防止に向けた取組 

JOC、JPC、関係する中央競技団体、スポーツ庁、JSC で組織するワ

ーキンググループを設置し、「事故原因調査等委員会」の提言に基づ

き、各団体の役割分担、点検の在り方、事故発生時の対応等について

協議し、「NTC 共用コートの利用について」を取りまとめ、関係者に

周知するとともに、再発防止に向けた取組を徹底した。 

また、事故発生直後から負傷した選手の競技復帰までの間、本人、

家族、所属先に対し、誠実に対応した。 

上回る実績を上げてい

るが、一方で、施設の維

持保全については、ナシ

ョナルトレーニングセ

ンター共用コートにお

いて事故が発生し、その

原因として日常点検の

不備について事故原因

調査等委員会から指摘

を受けたこと、その他の

JSC が管理運営する施

設全般の施設整備・管理

の実施に当たっては、利

便性の向上に努めると

ともに、必要な施設の補

修を行い、施設の安全管

理を徹底するなど、安全

確保の観点から整備を

実施できたことから、総

合的に判断し、年度計画

どおりに業務を実施し

ており、Ｂ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、新国立競技

場の整備及び国立代々

木競技場の耐震改修等

工事について、2020 年

東京大会の開催に確実

に間に合うよう、国と一

体となって計画的に整

備を進めていく必要が

ある。 

このため、2020 年東

京 2020 大会組織委員会

等の関係機関と連携を

図っていくとともに、こ

れまでにない規模の複

数の工事に適切に対応

するため、必要な体制等

を整備していく。 
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さらに、ナショナルト

レーニングセンター共

用コートの事故を教訓

として、今後事故が発生

しないように施設の点

検・整備を着実に実施

し、共用コート以外の他

の施設についても同様

に安全対策を徹底して

いく必要がある。 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ－２ 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

新国立競技場の整備、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競

技大会開催等を踏まえた業務量の増への対応が求められ、難易度が

高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

総人件費（千円） ― 2,522,044 2,505,017 2,853,782 3,126,715 3,272,431 3,372,137  

特殊経費等を除く ― ― 2,505,017 2,833,799 2,969,547 2,937,000 2,974,713  

研修参加者数 ― 698 946 1,382 1,495 1,375 1,979  

採用に占める女性の

割合（％） 

30.0 37.5 38.5 58.6 35.7 22.7 23.3  

         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ２ 人事に関す

る事項 

総人件費の抑

制に留意しつつ、

質の高い業務運

営を推進するた

め、研究・支援や

施設運営等の多

様な業務に必要

な優れた人材の

確保及び研修の

実施等による資

質向上を図る。 
特に新国立競

技場の整備を着

実に推進するた

め、適切な権限と

２ 人事に関する計画 

（１）職員の採用等 

総人件費の抑制に

留意しつつ、質の高

い業務運営を推進す

るため、研究・支援や

施設運営等の多様な

業務に必要な優れた

人材の確保を図る。 
特に新国立競技場

整備を着実に推進す

るため、平成２７年

度末までに適切な権

限と責任を有するプ

ロジェクト・マネー

ジャーを配置し事業

全体を統括させると

２ 人事に関する計画 

スポーツ基本法・ス

ポーツ基本計画等に基

づくセンターの役割を

踏まえ、平成２５年度

に新たにセンター内で

整理した「人事・人材育

成の基本的な考え方」

に基づき、次の採用・育

成等の取組を行う。 
（１）職員の採用等 

職員の採用は、総

人件費の抑制に留意

しつつ、研究・支援や

施設運営等の多様な

業務に必要な優れた

人材を確保するた

＜主な定量的指標＞ 
・総人件費 
 
 
 
 
 
 
 
 
・研修実施回数・参

加者数 
 
 
 
 
 

＜主要な業務実績＞ 

■総人件費（給与・報酬等支給総額） 

 3,372,137 千円（前年度比 3.0％増） 

総人件費については、新国立競技場整備事業の進捗に

応じて業務遂行に必要となる専門的人材の配置やハイ

パフォーマンスセンターの機能強化などの新規事業に

対応した人員配置を行ったことが大きく影響し、前年度

比 3.0％増加しているが、引き続き見直しを図ることと

する。 

 

■研修等の実施状況 

全体における研修実施回数：297 回 

参加者数：1,979 人 

（主な研修） 

・新入職員研修 

・中間管理者研修（文部科学省文教団体共同） 

・情報セキュリティ関係研修 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

総人件費の増については

新規事業に対応した人員配

置が主な要因であるが、全

体の予算を考慮し適切な人

件費管理に努めた。 

男女共同参画について

は、基本方針を定め、女性の

採用及び役職登用を推進

し、概ね計画の値を達成し

ている。 

職員の採用については、

法人の各事業を適正に実施

するため、スポーツの振興

等に強い興味と関心を有

し、業務へ貢献できること

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実

に業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・女性職員の採用、幹部職員への登用状況

については、前年度よりも取組が推進さ

れている。 

・職員の資質向上のために様々な研修を

実施するとともに、働きやすい職場環境

づくりのために各種の取組を行ってい

る。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 
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責任を有するプ

ロジェクト・マネ

ージャーを配置

し事業全体を統

括させるととも

に、これを支える

外部専門人材を

配置するなど必

要な体制を整備

する。 

ともに、これを支え

る外部専門人材を配

置するなど必要な体

制を整備する。 

（参考） 
中期目標期間中の

人件費総額見込み 

１３，７８２百万円 
ただし、上記の額

は、役員報酬並びに

職員基本給、職員諸

手当、超過勤務手当

及び休職者給与に相

当する範囲の費用で

ある。 
（２）人材の育成等 

① 人材育成 

職員の能力向上

に重点をおいた研

修の内容や体系の

充実等により、職

員の能力開発及び

高度な専門知識や

技術を持った人材

の育成を図る。 
② 職場環境の充実 

ハラスメントの

防止、メンタルヘ

ルスについての管

理体制の充実及び

男女共同参画の推

進のための措置等

により、職場環境

の充実を図る。 
このうち、男女

共同参画の推進に

ついては、中期目

標期間における職

員の採用（出向者

を除く。）に占める

女性の割合を３

め、人事交流、専門的

分野での個別試験、

内部登用試験等によ

る採用方法の複線化

を図る。また、適正な

人員管理を行い、計

画的な採用を行う。

特に新国立競技場整

備を着実に推進する

ため、専門的知識を

有する外部人材を配

置するなど必要な体

制を整備する。 
多くの応募を得る

ため、就職サイトの

利用等により、広く

職員募集について広

告を行い、優れた人

材の確保に努める。 
（２）人材の育成等 

① 職員の能力開発

及び高度な専門知

識や技術を持った

人材を育成するた

め、「人事・人材育成

の基本的な考え方」

に基づき、職員の昇

任について人材育

成を踏まえた制度

運用を行うほか、必

要な研修及び自己

研鑽の促進策等を

効果的に実施する。

特に、内部統制の推

進に係る研修等を

重点的に実施する

ほか、「女性の職業

生活における活躍

の推進に関する法

律」に基づき策定し

た行動計画により

 
 
・職員の採用に占め

る女性の割合 
その他男女共同参

画の推進状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜その他の指標＞ 

・人事に関する計画

の進捗・人事管理

の適切な実施状況 
 
 
 
 
・優れた人材の確保

の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各事業スキルに関する研修 

 

■男女共同参画の推進状況 

「男女共同参画基本方針」に基づき、女性職員の採用、

管理職及び課長補佐職の登用を実施。 

区分 計画 H27 H28 H29 

採用 30％以上 

35.7% 

20 名/56

名 

22.7％ 

10 名/44

名 

23.3％ 

7 名/30 名 

管理職員 7%以上 
8.9% 

7 名/79 名 

8.5％ 

7 名/82 名 

15.2％ 

14 名/92

名 

課長補佐 12%以上 

27.8% 

20 名/72

名 

29.3％ 

24 名/82

名 

29.6％ 

24/81 名 

※平成 28年 6月以前は、「採用 30％程度」、「管理職員 

13％」、「課長補佐 20％以上」を計画上の目標としてい

た。 

 

■人事に関する計画の進捗・人事管理の実施状況 

・職員採用は、今後の職員退職見込を勘案した人員見通

しを基本とし、専門的人材の必要性を勘案しつつ、公

募を実施。 

・「人事・人材育成に関する基本的な考え方」に基づき、

今後の採用方針、人事異動に関する方針に沿って運

用。 

 

■優れた人材の確保の状況 

（１）統一採用試験、関係機関からの人事交流、専門分

野での個別試験、内部登用試験により次の採用を実

施。 

・平成 28年度統一試験        9 人 

・専門職（公募）            2 人 

・内部登用試験             1 人 

・人事交流等             18 人 

（２）職員の公募 

  法人サイトでの随時情報掲載のほか、就職サイトに

記事を掲載し、「スポーツの力」を強く信じ、日本の

未来に向けた業務に役職員一同取り組んでいる旨を

周知。 

 

■国立代々木競技場耐震改修等工事の推進体制の強化 

が期待できる者の公募を行

い、特に新国立競技場の整

備、研究・スポーツ開発推進

等の業務に必要な優れた人

材を確保できた。 

研修についてはハラスメ

ント防止に取り組むほか、

各部に相談員を配置し、体

制の周知や意識向上を図

り、ハラスメントのない働

きやすい職場の形成を図る

ことに努めた。 

また、メンタルヘルスの

予防・円滑な職場復帰に対

する職員への周知と理解を

図り、心の健康の保持増進

を図ることに努めた。 

以上により、年度計画ど

おりに業務を実施し、実績

を上げていることから、Ｂ

評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

 採用については、新国立

競技場の整備、2020 年東京

大会開催等を踏まえた業務

量の増に対応した適切な体

制整備が必要である。また、

外部と連携した人材交流な

ども必要である。 

人材の育成などについて

は、センターを取り巻く情

勢の変動、内部統制強化・男

女共同参画の社会的要請な

どを踏まえた取組の体系化

が必要である。 
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０％以上とするこ

とを目標とする。 
女性の長期的な活

躍に向けた取組を

推進する。 
② ハラスメントに

ついての管理体制

の充実、ハラスメン

トの発生の抑制、メ

ンタルヘルスのサ

ポート体制の充実

を図る。 
特に、メンタルヘ

ルスに対する組織

的な対応として策

定した職場復帰支

援プログラムの周

知と円滑な職場復

帰の支援に対する

理解、ハラスメント

に対する意識向上

を図るための研修

等を実施する。 
また、センターに

おいて定めた「男女

共同参画基本方針」

（平成２４年３月

２２日制定）に基づ

く目標を達成する

ため、女性職員の採

用促進・役職登用等

の男女共同参画の

推進に努める。 

 
・ハラスメントの防

止、メンタルヘル

スの管理体制の充

実による職場環境

の充実の状況 
 
 
 
＜評価の視点＞ 

－ 

 耐震改修等工事を着実に実施するため、プロジェクト

リーダーとして「企画調整役」を配置し、「建築課」を

設置し、体制の強化を図った。 

 

■職場環境の充実の状況 

（１）ハラスメント防止のための環境整備状況 

・苦情相談員体制を各部署に均一に配置 

（２）メンタルヘルスについての管理体制充実状況 

・グループウェアに職場復帰支援プログラムを掲出

し、常時職員が閲覧できる環境を整備 

・職員の自己管理のため、ストレスチェック、疲労蓄

積度自己診断チェックを掲出 

・衛生委員会での審議を経て、『ストレスチェックの

実施に係る法人としての方針』を周知し、引き続き

Q＆Aをグループウェアに掲出 

・外部相談専門機関の存在と利用を再周知し、「カウ

ンセリング利用案内」を配布 

・衛生委員会を毎月開催し、職場環境及びメンタルヘ

ルスなどに関する審議・情報提供を実施 

（３）メンタルヘルスについては、休職者などの状況を

確認し産業医と連携しながら、個々の意向に沿った職

場復帰のプログラムを作成するなど、弾力的な復帰の

方策を策定した。 
 

 
４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ－３ 積立金の使途 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0335 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

積立金の支出額（一

般勘定）（千円） 

－ － 129,349 1,813 1,487 1,205 294,986  

         

         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  ３ 積立金の使途 

前中期目標期間の

最終年度における積

立金残高のうち、文

部科学大臣の承認を

受けた金額について

は、独立行政法人日

本スポーツ振興セン

ター法に定める業務

の財源に充てる。 

３ 積立金の使途 

前中期目標期間の

最終年度における積

立金残高のうち、文

部科学大臣の承認を

受けた金額について

は、独立行政法人日

本スポーツ振興セン

ター法に定める業務

の財源に充てる。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

■積立金の支出の有無及びその使途 

（１）一般勘定（文部科学大臣の承認を受けた金額） 

 スポーツ振興基金助成事業費相当額 294,224 千円 

科研費間接経費で取得した固定資産の減価償却費 

相当額 762 千円 

 

（２）その他の勘定（独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法に基づく） 

投票勘定 

スポーツ振興投票事業費相当額 1,463,055 千円 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 積立金を適切に支出し、

計画を達成したことから、

Ｂ評価とする。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、中期計画のと

おり適切な支出を行うこと

が必要である。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・中期計画に定められたとおり、概ね着実に

業務が実施されたと認められるため。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・利益剰余金について、法令等に基づき、適

切に使用されている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

 － 

 
４．その他参考情報 

特になし 
 
 
 
 
 


